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資料 １

『公共事業の構想段階における計画策定プロセス研究会』

設立趣旨

国土交通省においては、社会資本整備を進めるに当たり、事業実施に

関して、透明性、公正性を確保し住民等の理解と協力を得るため、平成

１５年６月に『国土交通省所管の公共事業の構想段階における住民参加

手続きガイドライン』を策定し、事業者からの積極的な情報公開・提供

等を行うことにより住民参画を促し、住民等との協働の下で、事業の公

益性及び必要性について適切な判断を行うなど、より良い計画づくりに

取り組んでいるところである。

一方、計画づくりにあたっては、社会経済面、環境面等様々な観点か

ら総合的に判断していく必要があり、これらの取り組みが、より効果的

で実効性のあるものとするためには、計画策定プロセスをより透明性を

持ったものにしていくことが求められている。

現在、環境省において「戦略的環境アセスメント導入ガイドライン」

を策定し、事業の構想段階から環境配慮を行い、計画づくりに反映させ

る取り組みが進められているところであり、また、国土交通省において

も、既に、一部事業においては、構想段階における計画策定プロセスの

透明性をより明確にするためガイドラインを定め先行的な取り組みを実

施してきているところである。こうした取り組みを踏まえ、公共事業の

構想段階における計画策定プロセスのあり方についての横断的な考え方
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を示すことにより、より良い計画に基づく、円滑な社会資本整備を推進

することを目的に本研究会を設置するものである。

※構想段階とは、事業の公益性及び必要性を検討するとともに、当該事

業により整備する施設の概ねの位置、配置及び規模等の基本的な諸元

について、事業の目標に照らして検討を加えることにより、一の案に

決定するまでの段階をいう。
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資料 ２

公共事業の構想段階における計画策定プロセス研究会 委員名簿

池田 龍彦 横浜国立大学大学院国際社会科学研究科教授

岸井 隆幸 日本大学理工学部土木工学科教授

委員長 小林 潔司 京都大学大学院工学研究科教授

城山 英明 東京大学大学院法学政治学研究科教授

竹内 健蔵 東京女子大学文理学部教授

辻本 哲郎 名古屋大学大学院工学研究科教授

中村 太士 北海道大学大学院農学研究院教授

藤田 壮 東洋大学工学部環境建設学科教授
・地域産業共生研究センター長
兼（独）国立環境研究所環境技術評価システム研究室長

屋井 鉄雄 東京工業大学大学院総合理工学研究科教授

（ 音順、敬称略）50
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資料 ３ 
 

公共事業の構想段階における計画策定プロセス研究会 

 運営規則（案） 

 
 
（ 公共事業の構想段階における計画策定プロセス研究会の運営 ） 
第一条 公共事業の構想段階における計画策定プロセス研究会（以下、「研究会」という）の議

事の手続きその他会議の運営に関しては、研究会設置要領に定めるもののほか、こ
の運営規則の規定するところによる。 

 
（ 委員以外の者の出席 ） 
第二条 委員長は、委員以外の者の出席を求めることができる。 
 
（ 議事概要 ） 
第三条 会議の議事については、議事概要を作成するものとする。 
 
（ 議事の公開 ） 
第四条 研究会は原則公開とする。 

２ 前項本文の規定にかかわらず、特段の理由があるときは、会議及び議事録を非
公開とすることができる。この場合、非公開の理由を明示し、議事要旨を公開す
るものとする。 

 
（ 雑 則 ） 
 
第五条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に重要な事項は、委員長が定める。 
 
 
 附 則 
 この要領は、平成１９年３月２２日から施行する。 
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（参考）

公共事業の構想段階における計画策定プロセス研究会
設置要領

（ 設 置 ）
第一 国土交通省所管の公共事業の構想段階における、事業実施に関しての効果的な計画策

定プロセスのあり方等を検討するために、国土交通省に「公共事業の構想段階における
計画策定プロセス研究会 （以下 「研究会」という）を設置する。」 、

（ 構 成 ）
第二 研究会は、学識経験者等の有識者を委員として構成する。

２ 委員長及び各委員は、技術審議官が定める。

（ 委 嘱 ）
第三 委員は、技術審議官が委嘱する。

（ 委員長等の職務 ）
第四 委員長は、研究会の会務を総理する。

（ 事務局 ）
第五 研究会の事務局は、大臣官房技術調査課、公共事業調査室に置く。

（ 任 期 ）
第六 委員の任期は１年とする。

附 則
この要領は、平成１９年３月２２日から施行する。
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資料４

上位計画等の策定プロセスについて

構想段階とは・・・

構想段階とは、事業の公益性及び必要性を検討するとと

もに、当該事業により整備する施設の概ねの位置、配置及

び規模等の基本的な諸元について、事業の目標に照らして

検討を加えることにより、一の案に決定するまでの段階を

いう。

各事業の構想段階の例

事業種別 対 象 計 画 等

の検討段階河川事業 河川整備計画※１

概略計画道路事業
（概ねルートの位置や基本的な道路構造等を決定する段階）

港湾計画の策定にさきがけ検討する長期構想港湾整備事業

空港整備事業 （幅広い選択肢から滑走路の概ねの位置、方位等基本的な整備計画
諸元に関する一の候補地を選定する段階）

事業基本計画の検討段階鉄道整備事業

まちづくり基本調査（事業区域の範囲や計画の概略の方向）面整備事業

※１河川整備計画：河川法第１６条の２に基づく計画

◎今回の検討対象は、環境影響評価法に基づく、環境アセスメントの

対象となる事業の構想段階を中心とするが、その他の事業でも大規

模な事業等、与える影響が大きい事業についても併せて検討するこ

ととする。
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【河
川
（ダ
ム
事
業
）】

目
的

位
置

規
模

型
式

×
×

×
×

×
×

×
×

国
土
の
利
用
に
関
す
る
基
本
構
想
、
国
土
の
利
用
目
的
に
応
じ
た
区
分
ご
と
の
規
模
の
目

標
等
を
定
め
る

×
×

×
×

社
会
資
本
整
備
事
業
の
重
点
的
、
効
果
的
か
つ
効
率
的
に
推
進
す
る
た
め
の
計
画

×
×

×
×

長
期
的
な
水
需
要
の
見
通
し
を
示
す
と
と
も
に
、
今
後
の
水
資
源
の
開
発
、
保
全
及
び
利

用
に
関
す
る
基
本
的
方
向
を
明
ら
か
に
す
る

○
△

△
×

水
源
開
発
水
系
（７
水
系
）に
お
け
る
水
資
源
の
総
合
的
な
開
発
及
び
利
用
の
合
理
化
の

基
本
な
る
べ
き
も
の

○
○

○
○

※
環
境
省
設
置
の
戦
略
的
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
総
合
研
究
会
資
料
を
も
と
に
作
成

国
土
の
利
用
、
整
備
及
び
保
全
を
推
進
す
る
た
め
の
総
合
的
か
つ
基
本
的
な
計
画

＊
洪
水
調
節
施
設
（ダ
ム
、
調
節
池
、
放
水
路
等
）に
よ
る
調
節
流
量
の
記
載
あ
り

×

○
○

基
本
計
画

[国
土
交
通
大
臣
作
成
］

○

×

国
土
形
成
計
画

［
閣
議
決
定
（
国
土
交
通
大
臣
が
案
を
作

成
）
］

×

環
境
影
響
評
価

（Ｅ
ＩＡ
）

○

河
川
整
備
計
画

［
河
川
管
理
者
（
国
土
交
通
大
臣
・
都
道
府
県
知

事
）
策
定
］

事
業
実
施

上
位
計
画
等
の
策
定
プ
ロ
セ
ス

備
考
（法
的
位
置
付
け
等
）

水
資
源
開
発
基
本
計
画

［
国
土
交
通
大
臣
決
定
（
閣
議
決
定
を
経

る
）
］

【凡
例
】

　
　
○
 ：
 記
述
あ
り

　
　
△
 ：
 関
連
記
述
あ
り

　
　
×
 ：
 記
述
な
し

ダ
ム
事
業

×

国
土
利
用
計
画

［
閣
議
決
定
（
国
土
交
通
大
臣
が
案
を
作

成
）
］

社
会
資
本
整
備
重
点
計
画

［
閣
議
決
定
（
主
務
大
臣
等
が
案
を
作
成
）
］

全
国
総
合
水
資
源
計
画

［
国
土
交
通
省
（
水
資
源
部
）
策
定
］

河
川
整
備
基
本
方
針

［
河
川
管
理
者
（
国
土
交
通
大
臣
・
都
道
府
県

知
事
）
策
定
］

計
画
の
流
れ
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【道
路
（高
速
自
動
車
国
道
）】

起
終
点

ル
ー
ト

車
線
数

設
計
速
度

構
造

交
通
量

地
図

ス
ケ
ー
ル

備
考
（法
的
位
置
付
け
等
）

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

国
土
の
利
用
に
関
す
る
基
本
構
想
、
国
土
の

利
用
目
的
に
応
じ
た
区
分
ご
と
の
規
模
の
目

標
等
を
定
め
る

×
×

×
×

×
×

社
会
資
本
整
備
事
業
の
重
点
的
、
効
果
的

か
つ
効
率
的
に
推
進
す
る
た
め
の
計
画

市
町
村
名

主
な

経
過
地
、

概
算
延
長

2.
5～
5

万
分
の
1

○
○

○
○

○
2.
5千
分
の
1

※
環
境
省
設
置
の
戦
略
的
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
総
合
研
究
会
資
料
を
も
と
に
作
成

○
○

○

【凡
例
】

　
　
○
 ：
 記
述
あ
り

　
　
△
 ：
 関
連
記
述
あ
り

　
　
×
 ：
 記
述
な
し

予
定
路
線

（国
幹
道
法
・別
表
）

○
△

道
路
網
計
画

概
略
計
画

［
国
土
交
通
省
（
地
方
整
備
局
）
に
お
い
て
検
討
］

構
想
段
階
に
お
け
る

市
民
参
画
型

道
路
計
画
プ
ロ
セ
ス

の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

に
よ
る
Ｐ
Ｉの
実
施

事
業
実
施

詳
細
計
画

都
市
計
画
案
の
作
成

［
国
土
交
通
省
（
地
方
整
備
局
）
に
お
い
て
検
討
］

整
備
計
画
の
決
定

［
国
土
交
通
大
臣
］

基
本
計
画
の
決
定

（国
幹
道
法
）

［
国
土
交
通
大
臣
］

環
境
影
響
評
価
（Ｅ
ＩＡ
）

都
市
計
画
決
定

［
都
道
府
県
］

上
位
計
画
等
の
策
定
プ
ロ
セ
ス

計
画
の
流
れ

社
会
資
本
整
備
重
点
計
画

［
閣
議
決
定
（
主
務
大
臣
等
が
案
を
作
成
）
］

国
土
の
利
用
、
整
備
及
び
保
全
を
推
進
す
る

た
め
の
総
合
的
か
つ
基
本
的
な
計
画

国
土
形
成
計
画

［
閣
議
決
定
（
国
土
交
通
大
臣
が
案
を
作
成
）
］

国
土
利
用
計
画

［
閣
議
決
定
（
国
土
交
通
大
臣
が
案
を
作
成
）
］

○
○×

×
×

全
国

レ
ベ
ル
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【道
路
（一
般
国
道
）】

ル
ー
ト

車
線
数

設
計
速
度

構
造

交
通
量

地
図

ス
ケ
ー
ル

備
考
（法
的
位
置
付
け
等
）

×
×

×
×

×
国
土
の
利
用
、
整
備
及
び
保
全
を
推
進
す
る

た
め
の
総
合
的
か
つ
基
本
的
な
計
画

×
×

×
×

×
国
土
の
利
用
に
関
す
る
基
本
構
想
、
国
土
の

利
用
目
的
に
応
じ
た
区
分
ご
と
の
規
模
の
目

標
等
を
定
め
る

×
×

×
×

×
社
会
資
本
整
備
事
業
の
重
点
的
、
効
果
的

か
つ
効
率
的
に
推
進
す
る
た
め
の
計
画

主
な

経
過
地
、

概
算
延
長

○
○

○
○

2.
5千
分
の
1

※
環
境
省
設
置
の
戦
略
的
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
総
合
研
究
会
資
料
を
も
と
に
作
成

2.
5～
5

万
分
の
1

上
位
計
画
等
の
策
定
プ
ロ
セ
ス

計
画
の
流
れ

国
土
形
成
計
画

［
閣
議
決
定
（
国
土
交
通
大
臣
が
案
を
作
成
）
］

道
路
網
計
画

社
会
資
本
整
備
重
点
計
画

［
閣
議
決
定
（
主
務
大
臣
等
が
案
を
作
成
）
］

○

構
想
段
階
に
お
け
る

市
民
参
画
型

道
路
計
画
プ
ロ
セ
ス

の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

に
よ
る
Ｐ
Ｉの
実
施

概
略
計
画

［
国
土
交
通
省
（
地
方
整
備
局
）
に
お
い
て
検
討
］

○
○

○

詳
細
計
画

都
市
計
画
案
の
作
成

［
国
土
交
通
省
（
地
方
整
備
局
）
に
お
い
て
検
討
］

路
線
の
指
定

（道
路
法
・政
令
）

国
土
利
用
計
画

［
閣
議
決
定
（
国
土
交
通
大
臣
が
案
を
作
成
）
］

事
業
実
施

環
境
影
響
評
価
（Ｅ
ＩＡ
）

都
市
計
画
決
定

［
都
道
府
県
］

【凡
例
】

　
　
○
 ：
 記
述
あ
り

　
　
△
 ：
 関
連
記
述
あ
り

　
　
×
 ：
 記
述
な
し

全
国

レ
ベ
ル

△
×

×
×
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【埋
立
・干
拓
（港
湾
区
域
）】

位
置
・

規
模

工
法
・

工
期

配
置
・

規
模

取
扱
貨

物
量
等

×
×

×
×

×
×

×
×

社
会
資
本
整
備
事
業
の
重
点
的
、
効
果
的
か
つ
効
率
的
に

推
進
す
る
た
め
の
計
画

×
×

　
×

×
港
湾
の
開
発
、
利
用
及
び
保
全
並
び
に
開
発
保
全
航
路
の

開
発
に
関
す
る
基
本
方
針
を
定
め
た
も
の

○
×

○
○

港
湾
計
画
よ
り
長
い
ス
パ
ン
(2
0～
30
年
）で
の
港
湾
の
利
用

や
整
備
の
方
向
等
を
明
ら
か
に
し
、
港
湾
計
画
に
つ
な
げ
て

い
く
も
の

○
○

－
－

※
環
境
省
設
置
の
戦
略
的
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
総
合
研
究
会
資
料
を
も
と
に
作
成

上
位
計
画
等
の
策
定
プ
ロ
セ
ス

埋
立
地

○

港
湾
の
長
期
構
想

［
港
湾
管
理
者
策
定
］

埋
立
・干
拓
の
承
認
・免
許

（公
有
水
面
埋
立
法
）

[都
道
府
県
知
事
]

環
境
影
響
評
価
（Ｅ
ＩＡ
）

港
湾
計
画

（港
湾
法
）

［
港
湾
管
理
者
策
定
］

○

 港
湾
及
び
開
発
保
全
航
路
の
開
発
等
に
関
す
る
基
本
方
針

（港
湾
法
）

［
国
土
交
通
大
臣
策
定
］

社
会
資
本
整
備
重
点
計
画

［
閣
議
決
定
（
主
務
大
臣
等
が
案
を
作
成
）
］

我
が
国
の
港
湾
政
策
の
基
本
的
方
向
を
示
す
も
の

長
期
港
湾
政
策

[国
土
交
通
省
（
港
湾
局
）
策
定
］

港
湾

計
画
の
流
れ

【凡
例
】

　
　
○
 ：
 記
述
あ
り

　
　
△
 ：
 関
連
記
述
あ
り

　
　
×
 ：
 記
述
な
し

港
湾
の
公
共
事
業
の
構
想
段
階

に
お
け
る
住
民
参
加
手
続
き
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
に
も
と
づ
く
Ｐ
Ｉ 
の
実
施

 港
湾
環
境
影
響
評
価

○

事
業
実
施

×

備
考
（法
的
位
置
付
け
等
）
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【飛
行
場
（一
般
空
港
）】

延
長
・本
数

方
位

×
×

×
×

×
国
土
の
利
用
、
整
備
及
び
保
全
を
推
進
す
る
た
め
の
総
合

的
か
つ
基
本
的
な
計
画

×
×

×
×

×
国
土
の
利
用
に
関
す
る
基
本
構
想
、
国
土
の
利
用
目
的
に

応
じ
た
区
分
ご
と
の
規
模
の
目
標
等
を
定
め
る

×
×

×
×

×
社
会
資
本
整
備
事
業
の
重
点
的
、
効
果
的
か
つ
効
率
的
に

推
進
す
る
た
め
の
計
画

（注
１
）

○
○

○
×

○

（注
２
）

○
○

○
○

○

○
○

○
○

○

※
環
境
省
設
置
の
戦
略
的
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
総
合
研
究
会
資
料
を
も
と
に
作
成

設
置
・変
更
の
許
可
・告
示

[国
土
交
通
大
臣
]

上
位
計
画
等
の
策
定
プ
ロ
セ
ス

一
般
空
港
（注
３
）の

整
備
計
画
に
関
す
る

パ
ブ
リ
ッ
ク
・

イ
ン
ボ
ル
ブ
メ
ン
ト
・

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（案
）

に
よ
る
Ｐ
Ｉの
実
施

施
設
配
置

需
要
予
測

（万
人
）

備
考
（法
的
位
置
付
け
等
）

環
境
影
響
評
価
（Ｅ
ＩＡ
）

位
置

整
備
計
画

［
空
港
整
備
主
体
策
定
］
（注
４
）

社
会
資
本
整
備
重
点
計
画

［
閣
議
決
定
（
主
務
大
臣
等
が
案
を
作
成
）
］

【凡
例
】

　
　
○
 ：
 記
述
あ
り

　
　
△
 ：
 関
連
記
述
あ
り

　
　
×
 ：
 記
述
な
し

滑
走
路

検
討
の
流
れ

構
想
段
階

施
設
計
画
段
階

事
業
実
施

（注
１
）　
「構
想
段
階
」 
： 
幅
広
い
選
択
肢
の
中
か
ら
滑
走
路
の
概
ね
の
位
置
、
方
位
等
の
基
本
的
な
緒
元
に
関
す
る

　
　
　
　
　
位
置
の
候
補
地
を
選
定
す
る
段
階

（注
２
）　
「施
設
計
画
段
階
」 
： 
候
補
地
が
選
定
さ
れ
た
上
で
具
体
的
な
施
設
の
配
置
等
の
計
画
案
を
決
定
す
る
た
め

　
　
　
　
　
の
段
階

（注
３
）　
「一
般
空
港
」 
： 
第
二
種
空
港
、
第
三
種
空
港
、
共
用
飛
行
場
等

（注
４
）　
「空
港
整
備
主
体
」：
国
が
設
置
管
理
す
る
第
二
種
空
港
及
び
共
用
飛
行
場
に
あ
っ
て
は
対
象
事
業
を
担
当

　
　
　
　
　
す
る
国
の
地
方
支
分
部
局
、
そ
の
他
の
空
港
等
に
あ
っ
て
は
対
象
空
港
等
を
管
理
す
る
地
方
公
共
団
体
を
い
う

国
土
形
成
計
画

［
閣
議
決
定
（
国
土
交
通
大
臣
が
案
を
作
成
）
］

国
土
利
用
計
画

［
閣
議
決
定
（
国
土
交
通
大
臣
が
案
を
作
成
）
］
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【鉄
道
（新
幹
線
鉄
道
）】

走
行

方
式

駅
ル
ー
ト

設
計

速
度

構
造

運
行

本
数

地
図

ス
ケ
ー
ル

備
考
（法
的
位
置
付
け
等
）

×
×

×
×

×
全
国

レ
ベ
ル

国
土
の
利
用
、
整
備
及
び
保
全
を
推
進
す
る
た
め
の
総

合
的
か
つ
基
本
的
な
計
画

×
×

×
×

×
全
国

レ
ベ
ル

社
会
資
本
整
備
事
業
の
重
点
的
、
効
果
的
か
つ
効
率
的

に
推
進
す
る
た
め
の
計
画

○
△

起
終
点
・

主
要
な

経
過
地

○
×

×
全
国

レ
ベ
ル

○
○

○
×

×
1/
20
～

1/
10
0

万
程
度

※
環
境
省
設
置
の
戦
略
的
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
総
合
研
究
会
資
料
を
も
と
に
作
成

工
事
実
施
計
画
の
認
可

[国
土
交
通
大
臣
]

事
業
実
施

○
1/
5万

（線
路
平

面
図
）

【凡
例
】

　
　
○
 ：
 記
述
あ
り

　
　
△
 ：
 関
連
記
述
あ
り

　
　
×
 ：
 記
述
な
し

環
境
影
響
評
価
（Ｅ
ＩＡ
）

計
画
の
流
れ

建
設
主
体
・営
業
主
体
の
指
名

[国
土
交
通
大
臣
]

建
設
線
の
調
査
の
指
示

[国
土
交
通
大
臣
]

×
×

×
全
国

レ
ベ
ル

建
設
の
指
示

[国
土
交
通
大
臣
]

国
土
形
成
計
画

［
閣
議
決
定
（
国
土
交
通
大
臣
が
案
を
作
成
）
］

駅
・ル
ー
ト
の
公
表

［
関
係
大
臣
申
し
合
わ
せ
］

×
△

起
終
点
・

主
要
な

経
過
地

基
本
計
画

（整
備
路
線
位
置
付
け
）

［
国
土
交
通
大
臣
決
定
］

整
備
計
画

［
国
土
交
通
大
臣
決
定
］

社
会
資
本
整
備
重
点
計
画

［
閣
議
決
定
（
主
務
大
臣
等
が
案
を
作
成
）
］

上
位
計
画
等
の
策
定
プ
ロ
セ
ス ○

○
○

○
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【鉄
道
（普
通
鉄
道
）】

駅
ル
ー
ト

設
計

速
度

構
造

運
行
本
数

地
図

ス
ケ
ー
ル

備
考
（法
的
位
置
付
け
等
）

×
×

×
×

×
国
土
の
利
用
、
整
備
及
び
保
全
を
推
進
す
る
た
め
の
総
合
的
か
つ
基

本
的
な
計
画

×
×

×
×

×
社
会
資
本
整
備
事
業
の
重
点
的
、
効
果
的
か
つ
効
率
的
に
推
進
す
る

た
め
の
計
画

都
市
圏

レ
ベ
ル

鉄
道
等
の
施
設
の
整
備
計
画
と
し
て
、
基
本
方
針
、
広
域
的
な
事
業
・

地
域
毎
の
事
業
の
概
要
を
記
載

＊

※
環
境
省
設
置
の
戦
略
的
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
総
合
研
究
会
資
料
を
も
と
に
作
成

＊

○

環
境
影
響
評
価
（Ｅ
ＩＡ
）

工
事
施
行
認
可

[国
土
交
通
大
臣
]

都
市
計
画
決
定

［
都
道
府
県
］

1/
2.
5千
以

上

＊
：事
業
者
が
策
定
、
実
施
（民
間
事
業
者
の
場
合
が
多
い
（事
業
者
数
の
約
95
％
が
民
間
事
業
者
））

計
画
の
流
れ

○

事
業
の
許
可

［
国
土
交
通
大
臣
］

都
市
圏
整
備
計
画

（首
都
圏
整
備
計
画
等
）

［
国
土
交
通
大
臣
決
定
］

鉄
道
整
備
計
画

（整
備
路
線
の
位
置
づ
け
）

［
国
土
交
通
省
地
方
運
輸
局
に
お
い
て
検
討
］

1/
2.
5万
以

上

＊

事
業
基
本
計
画
の
検
討

上
位
計
画
等
の
策
定
プ
ロ
セ
ス

×

「公
共
交
通
の
あ
り
方
」等

答
申

地
方
・県

レ
ベ
ル

地
方
ブ
ロ
ッ
ク
ご
と
の
公
共
交
通
機
関
の
維
持
整
備
に
関
す
る
基
本

的
な
計
画

国
土
形
成
計
画

［
閣
議
決
定
（
国
土
交
通
大
臣
が
案
を
作
成
）
］

社
会
資
本
整
備
重
点
計
画

［
閣
議
決
定
（
主
務
大
臣
等
が
案
を
作
成
）
］

事
業
実
施

【凡
例
】

　
　
○
 ：
 記
述
あ
り

　
　
△
 ：
 関
連
記
述
あ
り

　
　
×
 ：
 記
述
な
し

△
×

× ○
○

＊
○

○
事
業
基
本
計
画

［
事
業
者
申
請
］

整
備
路
線
名
明
記

路
線
に
よ
り
計
画
熟
度
が
異
な
る

○
○
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【土
地
区
画
整
理
事
業
】

施
行
区
域

面
積

土
地
利
用

地
図

ス
ケ
ー
ル

備
考
（法
的
位
置
付
け
等
）

×
×

×
×

国
土
の
利
用
、
整
備
及
び
保
全
を
推
進
す
る
た
め
の
総
合
的
か
つ
基
本
的

な
計
画

×
×

×
×

国
土
の
利
用
に
関
す
る
基
本
構
想
、
国
土
の
利
用
目
的
に
応
じ
た
区
分
ご

と
の
規
模
の
目
標
等
を
定
め
る

×
×

×
×

社
会
資
本
整
備
事
業
の
重
点
的
、
効
果
的
か
つ
効
率
的
に
推
進
す
る
た
め

の
計
画

都
道
府

県
レ
ベ
ル

都
市
計
画
の
目
標
、
区
域
区
分
の
方
針
、
土
地
利
用
・都
市
施
設
の
整
備

等
都
市
計
画
の
決
定
方
針
を
定
め
る

市
町
村

レ
ベ
ル

都
市
計
画
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
を
定
め
る

○
○

○

※
環
境
省
設
置
の
戦
略
的
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
総
合
研
究
会
資
料
を
も
と
に
作
成

事
業
計
画

○
○

○

事
業
計
画
案

（区
画
整
理
事
業
調
査
）

［
事
業
主
体
（
都
道
府
県
・
市
町
村
）
作
成
］

社
会
資
本
整
備
重
点
計
画

［
閣
議
決
定
（
主
務
大
臣
等
が
案
を
作
成
）
］

【凡
例
】

　
　
○
 ：
 記
述
あ
り

　
　
△
 ：
 関
連
記
述
あ
り

　
　
×
 ：
 記
述
な
し

設
計
の
概
要
の
認
可

[国
土
交
通
大
臣
、
都
道
府
県
知

事
]

都
市
計
画
決
定

[都
道
府
県
]

市
町
村
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

（都
市
計
画
法
）

［
市
町
村
策
定
］

基
本
構
想

（ま
ち
づ
く
り
基
本
調
査
）

［
事
業
主
体
（
都
道
府
県
・
市
町
村
）
作
成
］

計
画
の
流
れ

環
境
影
響
評
価
（Ｅ
ＩＡ
）

上
位
計
画
等
の
策
定
プ
ロ
セ
ス

事
業
実
施

国
土
形
成
計
画

［
閣
議
決
定
（
国
土
交
通
大
臣
が
案
を
作
成
）
］

国
土
利
用
計
画

［
閣
議
決
定
（
国
土
交
通
大
臣
が
案
を
作
成
）
］

都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

（都
市
計
画
法
）

［
都
道
府
県
策
定
］

計
画
図

は
1/
2.
5

千
以
上

基
本
構

想
図
は

1/
2.
5～

1/
5千

都
市
計
画
決
定

［
都
道
府
県
］
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資
料
５
－
１

公
共
事
業
の
構
想
段
階
に
お
け
る
国
土
交
通
省
の
こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み

公
共
事
業
の
構
想
段
階
に
お
け
る
国
土
交
通
省
の
こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み

事
業
の
構
想
段
階
に
お
け
る
住
民
参
加
の
手
続
き
に
つ
い
て
は
、
平
成
１
５
年
６
月
に
『『国
土
交
通
省
所
管
の
公
共
事
業
の
構
想
段
階
に
お

け
る
住
民
参
加
手
続
き
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
』 を
策
定
し
、
複
数
案
の
作
成
、
公
表
な
ど
の
プ
ロ
セ
ス
を
各
事
業
等
の
運
用
指
針
等
に
導
入
し
、

環
境
的
側
面
、
社
会
経
済
的
側
面
等
、
総
合
的
な
検
討
に
む
け
て
取
り
組
み
を
推
進
し
て
い
る
。

【構
想
段
階
】

計
画
検
討
プ
ロ
セ
ス

市
民
参
加
プ
ロ
セ
ス
（Ｐ
Ｉ）

概
略
計
画
案
の
選
定

市
民
参
加
プ
ロ
セ
ス

（Ｐ
Ｉ）
：構
想
段
階
に
お

け
る
計
画
プ
ロ
セ
ス
の

透
明
性
、
客
観
性
、
合

理
性
、
公
正
性
を
高
め

る
こ
と
、
及
び
よ
り
良
い

計
画
づ
く
り
に
資
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
、
市
民

等
へ
の
情
報
提
供
、
市

民
等
か
ら
の
意
見
把
握
、

計
画
へ
の
反
映
をを
行
う

手
続
き
。

計
画
検
討
の
発
議

計
画
の
必
要
性
の
確
認

複
数
案
の
設
定

評
価
項
目
の
設
定

（環
境
面
、
社
会
面
、
経
済
面
等
）

複
数
案
の
評
価

市
民
等

と
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン

②
第
三
者
委
員
会
の
設
置

複
数
案
の
検
討
等
に
つ
い
て
、
事
業

の
特
性
や
地
域
の
実
情
等
を
勘
案
し
、

客
観
的
な
立
場
か
ら
環
境
専
門
家
な
ど

の
学
識
経
験
者
等
よ
り
助
言
い
た
だ
く
委

員
会
を
設
置

[プ
ロ
セ
ス
の
円
滑
化
、
客
観
性
の
確
保
]

関
係
地
方
自
治
体
と
の
連
携
、
調
整
し
、
地
域
の
環
境
保
全
方
針
な
ど
の
既
存
構
想
等
と
の
整
合
性
を
確
保

し
な
が
ら
実
施

①
協
議
会
の
設
置

学
識
経
験
者
等
、
当
該
事
業
に
関

係
を
有
す
る
住
民
代
表
、
事
業
者
団
体
、

地
方
公
共
団
体
等
の
関
係
者
か
ら
な

る
意
見
の
集
約
・調
整
を
図
る
た
め
協

議
会
を
設
置

概
略
計
画
の
決
定

以
後
、
環
境
影
響
評
価
法
や
都
市
計
画
法
等
に
基
づ
く
手
続
き
等
を
実
施
し
、
事
業
化
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公
共
事
業
の
構
想
段
階
に
お
け
る
各
事
業
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定
状
況
等
に
つ
い
て

公
共
事
業
の
構
想
段
階
に
お
け
る
各
事
業
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定
状
況
等
に
つ
い
て

河
川
事
業

道
路
事
業

港
湾
事
業

空
港
事
業

評
価
の
対
象

河
川
整
備
計
画

概
略
計
画

港
湾
の
長
期
構
想

【港
湾
の
長
期
構
想
】

港
湾
計
画
よ
り
長
い
ス
パ
ン

(2
0～
30
年
）で
の
港
湾
の
利

用
や
整
備
の
方
向
等
に
つ
い

て
、
港
湾
計
画
の
策
定
に
先

が
け
検
討
す
る
も
の

整
備
計
画
の
う
ち
幅
広
い
選

択
肢
か
ら
滑
走
路
の
概
ね
の

位
置
、
方
位
等
基
本
的
な
諸

元
に
関
す
る
一
の
候
補
地
を

選
定
す
る
段
階

法
律
の
位
置
付
け

河
川
法
（H
9の
改
正
に
よ
り
河

川
整
備
計
画
策
定
及
び
環
境

目
的
が
追
加
）

法
律
の
位
置
づ
け
無

法
律
の
位
置
付
け
無

（重
要
港
湾
の
港
湾
計
画
は

策
定
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い

る
）

法
律
の
位
置
づ
け
無

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
整
備
状
況

河
川
法
に
基
づ
く
対
応

策
定
済

市
民
参
画
型
道
路
計
画
プ
ロ

セ
ス
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
H
14
.1
0

（道
路
経
済
調
査
室
長
、
道
路

環
境
調
査
室
長
通
知
）

策
定
済

港
湾
の
公
共
事
業
の
構
想
段

階
に
お
け
る
住
民
参
加
手
続

き
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（H
15
.8
）

策
定
済

一
般
空
港
に
お
け
る
新
た
な

空
港
整
備
プ
ロ
セ
ス
の
あ
り
方

（案
）H
15
.4
（航
空
局
飛
行
場

部
計
画
課
長
通
知
）

評
価
す
る
項
目

・治
水
面
、
利
水
面
、
環
境
面

・交
通
サ
ー
ビ
ス
、
環
境
（自

然
・地
球
・生
活
）、
土
地
利

用
・市
街
地
整
備
、
社
会
経
済

現
況
（利
用
状
況
、
整
備
状
況

等
）、
港
湾
の
能
力
、
構
想
案

の
必
要
性
、
構
想
案
の
概
要
、

環
境
へ
の
影
響
等

気
象
、
地
形
・地
質
、
空
域
、

ア
ク
セ
ス
、
土
地
利
用
、
環
境
、

社
会
経
済
効
果
等

試
行
実
績

(H
19
.2
.2
8現
在
）

法
に
基
づ
く
対
応
２
８
件
（一

級
水
系
の
河
川
整
備
計
画
策

定
件
数
）

実
施
中
9件

完
了
19
件

実
施
中
8件

完
了
24
件

実
施
中
１
件

完
了
0件

そ
の
他
特
記
事
項

H
17
.9
に
上
記
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

を
改
定
（「
構
想
段
階
に
お
け

る
市
民
参
画
型
道
路
計
画
プ

ロ
セ
ス
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」）
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■
各
事
業
で
の
構
想
段
階
の
手
続
き
の
流
れ
 

 
 

公
共
事
業
の
構
想
段
階
に
お
け
る
住
民
参
加
手

続
き
ｶﾞ
ｲﾄ
ﾞﾗ
ｲﾝ
の
策
定
に
つ
い
て
（
H1
5.
6.
30
）
 

河
川
（
河
川
法
第
１
６
条
の
２
に
基
づ
く

河
川
整
備
計
画
）
 

道
路
（
構
想
段
階
に
お
け
る
市
民
参

画
型
道
路
計
画
プ
ロ
セ
ス
の
ｶﾞ
ｲﾄ
ﾞﾗ

ｲﾝ
（
H
14
.8
策
定
,H
17
.9
改
正
））
 

港
湾
（
港
湾
の
公
共
事
業
の
構
想
段

階
に
お
け
る
住
民
参
加
手
続
き
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
（
H
15
.8
策
定
））
 

空
港
（
一
般
空
港
に
お
け
る
新

た
な
空
港
整
備
プ
ロ
セ
ス
の
あ

り
方
（
案
）（

H
15
.４
策
定
））
 

戦
略
的
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
導
入
ｶﾞ
ｲﾄ
ﾞ

ﾗｲ
ﾝ（
H1
9.
2.
27
時
点
）
 

 

 

 
 

 
 

 

計
画
特
性
、
地
域
特
性
、

評
価
方
法
の
案

Ｓ
Ｅ
Ａ
の
検
討
を
開
始
す

る
旨
公
表

公
衆

評
価
文
書
案

（
複
数
案
）

公
衆

都
道
府
県

市
町
村

環
境
省

評
価
文
書
の
作
成
・
公
表

ア
ド
バ
イ
ザ

リ
ー
チ
ー
ム

Ｐ
Ｉ
の
進
め
方
の
公
表

検
討
体
制
の
公
表 協
議
会
（
長
期

構
想
委
員
会
等
）

構
想
案
の
策
定
・
公
表

構
想
案
（
素
案
）

道
路
計
画
の

必
要
性
の
確
認

評
価
項
目
の
設
定
と

比
較
案
の
選
定

比
較
案
の
比
較
評
価

（
構
想
段
階
評
価
）

概
略
計
画
案
の
選
定

概
略
計
画
案
の
決
定

*第
三
者
機
関

の
設
置
を
含
む

市
民
参
画
*

市
民
参
画
*

市
民
参
画
*

市
民
参
画
*

市
民
参
画
*

都
市
計
画
手
続
等

計
画
検
討
の
発
議
と

プ
ロ
セ
ス
の
明
確
化

住
民
等

住
民
等

協
議
会
（
長
期

構
想
委
員
会
等
）

段
各
段
階
に
お
い
て

空
港
整
備
主
体
に
必

要
な
助
言
を
行
う
。

※

学
識
経
験
者
の
意
見

聴
取

整
備
計
画
の
決
定
・
公

表

地
方
公
共
団
体
の

長
の
意
見
聴
取

整
備
計
画
の
案関
係
住
民
の
意
見
反

映
の
た
め
の
必
要
な

措
置

原
 
案

住
民
等

協
議
会

第
三
者
機
関

一
の
案
を
決
定

住
民
意
見
概
要
、
意
見
に
対

す
る
事
業
者
の
考
え
、
案
の

決
定
過
程
を
公
表

複
数
案

一
の
案
を
決
定

住
民
意
見
概
要
、
意
見

に
対
す
る
事
業
者
の
考

え
、
案
の
決
定
過
程
を

公
表

住
民
等
、
就
業

者
、
地
権
者
、

地
方
公
共
団

体
、
地
元
経
済

団
体
、
利
用
者

等

計
画
案
の
公
表

（
複
数
案
）
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公
共
事
業
の
構
想
段
階
に
お
け
る
住
民
参
加
手

続
き
ｶﾞ
ｲﾄ
ﾞﾗ
ｲﾝ
の
策
定
に
つ
い
て
（
H1
5.
6.
30
）
 

河
川
（
河
川
法
第
１
６
条
の
２
に
基
づ
く

河
川
整
備
計
画
）
 

道
路
（
構
想
段
階
に
お
け
る
市
民
参

画
型
道
路
計
画
プ
ロ
セ
ス
の
ｶﾞ
ｲﾄ
ﾞﾗ

ｲﾝ
（
H
14
.8
策
定
,H
17
.9
改
正
））
 

港
湾
（
港
湾
の
公
共
事
業
の
構
想
段

階
に
お
け
る
住
民
参
加
手
続
き
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
（
H
15
.8
策
定
））
 

空
港
（
一
般
空
港
に
お
け
る
新

た
な
空
港
整
備
プ
ロ
セ
ス
の
あ

り
方
（
案
）（

H
15
.４
策
定
））
 

戦
略
的
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
導
入
ｶﾞ
ｲﾄ
ﾞ

ﾗｲ
ﾝ（
H1
9.
2.
27
時
点
）
 

対
象
 
・ 
構
想
段
階
に
あ
る
も
の
（
概
ね
位
置
、

配
置
、
規
模
等
の
諸
元
を
一
の
案
に

決
定
す
る
ま
で
の
段
階
）
 

・ 
ダ
ム
等
の
河
川
整
備
な
ど
国
民
生

活
、
社
会
経
済
又
は
環
境
へ
の
影
響

が
特
に
大
き
い
事
業
 

・
河
川
整
備
計
画
を
策
定
・
変
更
す
る
 

河
川
 

・ 
環
境
影
響
評
価
法
第
二
条
第
二
項

に
規
定
さ
れ
る
第
一
種
事
業
に
該

当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
道
路
事
業

の
計
画

そ
の
他
、
道
路
管
理
者
が
本
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
を
適
用
す
る
こ
と
が
適
当
と

認
め
る
道
路
の
計
画
 

・
港
湾
計
画
を
策
定
・
変
更
し
よ
う

と
す
る
港
湾
 

・
港
湾
計
画
の
策
定
・
変
更
に
先
が

け
て
行
う
港
湾
の
長
期
構
想
段

階
に
あ
る
も
の
 

・ 
一
般
空
港
に
お
け
る
滑
走
路

新
設
事
業
及
び
滑
走
路
延
長

事
業
 

・ 
構
想
段
階
（
概
ね
位
置
、
方

位
等
の
基
本
的
な
諸
元
に
関

す
る
一
の
案
を
選
定
す
る
段

階
）
 

施
設
計
画
段
階
（
具
体
的
な

施
設
の
配
置
等
の
計
画
案
を

決
定
す
る
た
め
の
段
階
）
 

・ 
環
境
影
響
評
価
法
 
第
一
種
事
業
を

中
心
と
し
て
、
規
模
が
大
き
く
環
境
影

響
の
程
度
が
著
し
い
お
そ
れ
が
あ
る

事
業
 

・ 
事
業
の
位
置
・
規
模
等
の
検
討
段
階
の

も
の
 

実
施

主
体
 

・ 
事
業
者
（
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す

る
者
）
 

・ 
河
川
管
理
者
 

原
則
と
し
て
、
道
路
管
理
者
ま
た
は

道
路
管
理
者
を
含
む
複
数
の
関
係
行

政
機
関
が
合
同
で
実
施
 

・
港
湾
管
理
者
（
手
続
き
は
国
と
港

湾
管
理
者
が
連
携
）
 

空
港
整
備
主
体
（
対
象
事
業
を

行
お
う
と
す
る
者
）
 

・ 
計
画
策
定
者
等
 

手
続
 
            【
住
民
等
の
意
見
把
握
の
措
置
】
 

・ 
住
民
等
に
対
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、
説
明

会
等
に
よ
り
複
数
案
を
公
表
し
、
意

見
や
提
案
の
十
分
な
把
握
に
努
め
る
 

・ 
住
民
等
の
意
見
把
握
に
当
た
っ
て
、

判
断
す
る
上
で
十
分
な
情
報
を
積
極

的
に
公
開
・
提
供
し
、
意
思
形
成
に

十
分
期
間
を
確
保
 

・ 
住
民
参
加
手
続
き
を
経
て
一
の
案
に

            【
意
見
聴
取
】
 

・ 
河
川
整
備
計
画
の
案
を
作
成
し
よ
う
と

す
る
場
合
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
学
識
経
験
者
の
意
見
聴
取
、
関
係

住
民
の
意
見
反
映
の
た
め
の
措
置
 

・ 
河
川
整
備
計
画
を
定
め
よ
う
と
す
る
と

き
は
、関
係
都
道
府
県
知
事
又
は
関
係
市

町
村
長
の
意
見
を
聴
取
 

・ 
河
川
整
備
計
画
を
定
め
た
と
き
は
遅
滞

【
ス
テ
ッ
プ
１
：
計
画
検
討
の
発
議

と
プ
ロ
セ
ス
の
明
確
化
】

・ 
構
想
段
階
の
検
討
に
着
手
す
る
こ

と
を
発
議
。

・ 
構
想
段
階
の
進
め
方
等
に
つ
い
て

明
確
化
。

【
ス
テ
ッ
プ
２
：
道
路
計
画
の
必
要

性
の
確
認
】

・ 
解
決
す
べ
き
課
題
の
具
体
化
と
道

路
計
画
の
目
的
の
設
定
。

・ 
道
路
計
画
の
必
要
性
の
確
認
。

【
ス
テ
ッ
プ
３
：
評
価
項
目
の
設
定

と
比
較
案
の
選
定
】

・ 
評
価
項
目
の
設
定

・ 
比
較
案
の
設
定

【
ス
テ
ッ
プ
４
：
比
較
案
の
比
較
評

価
（
構
想
段
階
評
価
）】

・ 
比
較
案
の
比
較
評
価
を
行
い
、
評
価

【
国
・
港
湾
管
理
者
・
関
係
市
町
村

の
調
整
】
 

①
行
政
ニ
ー
ズ
 

②
構
想
案
の
検
討
体
制
（
協
議
会
の

設
置
や
委
員
構
成
等
）
 

・
学
識
経
験
者
 

・
海
事
関
係
者
 

・
港
湾
関
係
者
 

・
関
係
行
政
機
関
 

・
住
民
代
表
 
 
等
 

③
住
民
等
の
意
見
の
把
握
方
法
 

④
実
施
期
間
 

等
に
つ
い
て
調
整
を
行
う
。
 

 【
検
討
体
制
等
の
公
表
】
 

国
や
港
湾
管
理
者
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
な
ど
を
利
用
し
、
住
民
等
に

対
し
公
表
す
る
。
 

 【
基
本
ニ
ー
ズ
の
把
握
】
 

住
民
等
の
意
見
の
把
握
 

【
PI
の
進
め
方
の
公
表
】
 

・ 
PI
の
進
め
方
（
手
順
、
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
、
手
法
等
）
を
公

表
。
 

 【
計
画
案
の
公
表
、
意
見
の
把

握
】
 

・ 
計
画
案
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
等
に
よ
り
公
表
し
、
必
要

に
応
じ
説
明
会
を
開
催
。
 

・ 
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、
公
聴
会
、

意
見
書
等
の
様
々
な
手
法
か

ら
適
切
な
手
法
に
よ
り
、
計

画
案
に
対
す
る
意
見
を
効
率

的
に
把
握
。
 

 【
意
見
集
約
】
 

・ 
PI
対
象
者
の
様
々
な
意
見
の

論
点
整
理
、
自
ら
の
見
解
の

公
表
、
そ
れ
に
対
す
る
意
見

を
把
握
。
 

【
SE
A
実
施
発
議
】
 

・ 
SE
A
の
検
討
を
開
始
す
る
旨
を
公
表
し

都
道
府
県
及
び
市
町
村
に
通
知
 

【
評
価
方
法
検
討
プ
ロ
セ
ス
】
 

・ 
複
数
案
、
評
価
項
目
、
調
査
・
予
測
及

び
評
価
手
法
（
評
価
方
法
）
を
検
討
 

・ 
計
画
特
性
、
地
域
特
性
、
評
価
方
法
の

案
を
公
表
し
、
公
衆
の
意
見
を
把
握
 

・ 
都
道
府
県
・
市
町
村
に
対
し
、
評
価
方

法
の
検
討
状
況
や
公
衆
の
意
見
の
概

要
等
を
示
し
、
環
境
の
保
全
に
関
す
る

情
報
提
供
を
求
め
る
 

【
評
価
文
書
作
成
プ
ロ
セ
ス
】
 

・ 
評
価
方
法
並
び
に
調
査
、
予
測
及
び
評

価
結
果
を
記
載
し
た
評
価
文
書
案
作

成
 

・ 
評
価
文
書
案
を
公
表
し
公
衆
の
意
見

を
把
握
 

・ 
公
衆
意
見
等
を
都
道
府
県
・
市
町
村
に

送
付
し
、
評
価
文
書
案
の
意
見
求
め
る
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公
共
事
業
の
構
想
段
階
に
お
け
る
住
民
参
加
手

続
き
ｶﾞ
ｲﾄ
ﾞﾗ
ｲﾝ
の
策
定
に
つ
い
て
（
H1
5.
6.
30
）
 

河
川
（
河
川
法
第
１
６
条
の
２
に
基
づ
く

河
川
整
備
計
画
）
 

道
路
（
構
想
段
階
に
お
け
る
市
民
参

画
型
道
路
計
画
プ
ロ
セ
ス
の
ｶﾞ
ｲﾄ
ﾞﾗ

ｲﾝ
（
H
14
.8
策
定
,H
17
.9
改
正
））
 

港
湾
（
港
湾
の
公
共
事
業
の
構
想
段

階
に
お
け
る
住
民
参
加
手
続
き
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
（
H
15
.8
策
定
））
 

空
港
（
一
般
空
港
に
お
け
る
新

た
な
空
港
整
備
プ
ロ
セ
ス
の
あ

り
方
（
案
）（

H
15
.４
策
定
））
 

戦
略
的
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
導
入
ｶﾞ
ｲﾄ
ﾞ

ﾗｲ
ﾝ（
H1
9.
2.
27
時
点
）
 

決
定
。
一
の
案
を
決
定
し
た
場
合
は

速
や
か
に
公
表
、
関
係
地
方
公
共
団

体
等
に
通
知
 

・ 
住
民
等
の
意
見
概
要
、
案
の
決
定
に

至
っ
た
過
程
を
案
と
と
も
に
公
表
 

な
く
公
表
 

結
果
は
比
較
案
の
優
位
性
比
較
の

た
め
の
資
料
と
す
る

【
ス
テ
ッ
プ
５
：
概
略
計
画
案
の
選

定
】

・ 
最
も
優
位
な
比
較
案
を
概
略
計
画

案
と
し
て
選
定
。

※
市
民
参
画
（
第
三
者
機
関
の
設
置

を
含
む
）
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
は
、

上
の
各
ス
テ
ッ
プ
に
お
い
て
実
施
。

当
該
港
湾
に
対
す
る
住
民
等
か

ら
の
基
本
的
な
要
請
や
意
見
を

把
握
し
、
協
議
会
に
報
告
す
る
。
 

 【
構
想
案
の
検
討
】
 

協
議
会
に
お
け
る
検
討
結
果
を

受
け
国
及
び
港
湾
管
理
者
に
お

い
て
構
想
案
を
検
討
す
る
。
 

 【
住
民
等
の
意
見
の
把
握
】
 

検
討
し
た
構
想
案
に
関
し
住
民

等
の
意
見
の
把
握
し
、
協
議
会
に

報
告
す
る
。
 

 【
構
想
案
の
検
討
・
策
定
】
 

協
議
会
に
お
け
る
検
討
結
果
を

受
け
、
国
及
び
港
湾
管
理
者
に
お

い
て
検
討
を
行
い
、
構
想
案
を
策

定
す
る
。
 

 【
構
想
案
・
検
討
経
過
の
公
表
】
 

 策
定
し
た
構
想
案
及
び
案
の
策
定

に
至
っ
た
検
討
経
過
に
つ
い
て
公

表
す
る
。
 

論
点
が
整
理
で
き
、
意
見
集
約

状
況
が
、
構
想
段
階
の
PI
に
あ

っ
て
は
施
設
計
画
段
階
に
移
行

に
支
障
の
な
い
状
態
、
施
設
計

画
段
階
の
PI
に
あ
っ
て
は
事

業
の
円
滑
な
実
施
に
支
障
が
な

い
状
態
に
な
っ
た
と
判
断
す
れ

ば
、
 

PI
実
施
記
録
を
と
り
ま
と
め
。
 

 【
計
画
案
の
確
定
・
公
表
】
 

計
画
案
を
確
定
し
た
際
は
速
や

か
に
そ
の
内
容
を
公
表
す
る
。
 

・ 
環
境
省
は
、
対
象
計
画
の
資
料
提
出
を

求
め
る
等
に
よ
り
検
討
状
況
の
把
握

に
努
め
、
必
要
な
場
合
に
意
見
を
述
べ

る
 

・ 
公
衆
、
都
道
府
県
・
市
町
村
、
環
境
省

の
意
見
を
踏
ま
え
、
評
価
文
書
案
に
検

討
を
加
え
、
評
価
文
書
を
作
成
し
公
表

【
SE
A
評
価
結
果
の
対
象
計
画
へ
の
反

映
】
 

・ 
評
価
結
果
の
反
映
状
況
を
対
象
計
画

の
決
定
公
表
す
る
際
に
明
ら
か
に
す

る
 

評
価

実
施
 

      【
複
数
案
の
作
成
】
 

・ 
複
数
の
案
を
作
成
 

・ 
事
業
を
行
わ
な
い
と
す
る
案
を
含
む

      【
定
め
る
事
項
】
 

・ 
河
川
整
備
計
画
の
目
標
 

・ 
河
川
工
事
の
目
的
、種
類
及
び
施
行
の
場

【
解
決
す
べ
き
課
題
の
具
体
化
と
道

路
計
画
の
目
的
の
設
定
】

・ 
当
該
道
路
計
画
が
対
象
と
す
る
地

域
に
お
い
て
、
解
決
が
必
要
と
さ
れ

る
現
在
あ
る
い
は
将
来
の
交
通
に

関
す
る
課
題
を
具
体
的
に
示
し
、
当

該
課
題
の
解
決
を
当
該
道
路
計
画

の
目
的
と
し
て
設
定
。

【
評
価
項
目
の
設
定
】

【
複
数
案
の
作
成
】
 

複
数
の
案
を
作
成
 

（
事
業
を
行
わ
な
い
と
す
る
案
を

含
む
こ
と
が
適
切
な
場
合
は
、
事
業

を
行
わ
な
い
案
を
含
め
る
）
 

 【
情
報
提
供
の
内
容
】
 

・
港
湾
の
現
況
（
利
用
状
況
、
施
設

整
備
状
況
等
）
 

       【
複
数
案
の
作
成
】
 

構
想
段
階
の
PI
を
行
っ
た
後

の
施
設
計
画
段
階
の
PI
の
場

【
計
画
特
性
・
地
域
特
性
の
把
握
】
 

・ 
計
画
目
的
、
検
討
経
緯
、
事
業
種
類
、

位
置
・
規
模
等
を
と
り
ま
と
め
る
 

・ 
既
存
文
献
調
査
等
に
よ
り
大
気
質
、
地

形
、
土
地
利
用
等
の
自
然
的
社
会
的
状

況
を
把
握
（
基
準
、
計
画
、
環
境
保
全

に
関
す
る
施
策
を
含
む
）
 

【
複
数
案
の
設
定
】
 

・ 
実
現
可
能
な
複
数
案
を
対
象
に
比
較
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公
共
事
業
の
構
想
段
階
に
お
け
る
住
民
参
加
手

続
き
ｶﾞ
ｲﾄ
ﾞﾗ
ｲﾝ
の
策
定
に
つ
い
て
（
H1
5.
6.
30
）
 

河
川
（
河
川
法
第
１
６
条
の
２
に
基
づ
く

河
川
整
備
計
画
）
 

道
路
（
構
想
段
階
に
お
け
る
市
民
参

画
型
道
路
計
画
プ
ロ
セ
ス
の
ｶﾞ
ｲﾄ
ﾞﾗ

ｲﾝ
（
H
14
.8
策
定
,H
17
.9
改
正
））
 

港
湾
（
港
湾
の
公
共
事
業
の
構
想
段

階
に
お
け
る
住
民
参
加
手
続
き
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
（
H
15
.8
策
定
））
 

空
港
（
一
般
空
港
に
お
け
る
新

た
な
空
港
整
備
プ
ロ
セ
ス
の
あ

り
方
（
案
）（

H
15
.４
策
定
））
 

戦
略
的
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
導
入
ｶﾞ
ｲﾄ
ﾞ

ﾗｲ
ﾝ（
H1
9.
2.
27
時
点
）
 

こ
と
が
適
切
な
場
合
は
、
事
業
を
行

わ
な
い
案
を
含
め
る
 

所
並
び
に
河
川
工
事
の
施
行
に
よ
り
設

置
さ
れ
る
河
川
管
理
施
設
の
機
能
の
概

要
 

・ 
河
川
の
維
持
の
目
的
、種
類
及
び
施
行
の

場
所
 

・ 
目
的
の
達
成
度
や
影
響
の
観
点
か

ら
、
比
較
評
価
で
用
い
る
比
較
案
の

評
価
項
目
を
設
定
。

・ 
評
価
項
目
は
、
①
交
通
、
②
環
境
、

③
土
地
利
用
・
市
街
地
整
備
、
④
社

会
・
地
域
経
済
、
⑤
事
業
性
を
標
準

と
し
、
地
域
の
状
況
や
計
画
の
目
的

に
応
じ
て
⑥
そ
の
他
を
追
加
す
る

等
、
適
切
な
評
価
項
目
を
設
定
。

【
比
較
案
の
選
定
】

・ 
当
該
道
路
計
画
の
目
的
に
照
ら
し
、

現
実
的
で
合
理
的
な
比
較
案
を
原

則
と
し
て
複
数
選
定
。

・ 
「
道
路
を
整
備
し
な
い
案
」
を
比
較

評
価
の
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
と
し
て
設

定
。

【
比
較
案
の
比
較
評
価
】

・ 
設
定
し
た
評
価
項
目
に
つ
い
て
、
選

定
し
た
比
較
案
の
評
価
を
実
施
。

・ 
評
価
結
果
は
比
較
案
の
優
位
性
比

較
の
た
め
の
資
料
と
す
る
。

・
将
来
の
港
湾
の
能
力
 

・
構
想
案
の
必
要
性
 
 

・
構
想
案
の
概
要
（
施
設
の
配
置
、

規
模
等
）
 

・
環
境
へ
の
影
響
 

・
そ
の
他
 

 

合
を
除
き
、
対
象
事
業
を
行
わ

な
い
場
合
も
含
む
複
数
の
案
と

す
る
。
 

評
価
を
行
う
 

・ 
事
業
を
行
わ
な
い
案
は
設
定
し
得
る

場
合
に
複
数
案
に
含
め
る
。
現
実
的
で

な
い
場
合
も
、
環
境
悪
化
が
予
測
さ
れ

る
場
合
等
に
評
価
の
参
考
と
し
て
示

す
 

・ 
複
数
案
が
現
実
的
で
な
い
場
合
は
、
そ

の
理
由
を
付
し
、
単
一
案
で
調
査
、
予

測
、
評
価
を
行
う
 

【
評
価
項
目
の
選
定
】
 

・ 
影
響
要
因
は
工
事
が
完
了
し
た
後
の

土
地
、
工
作
物
の
存
在
・
供
用
 

・ 
環
境
影
響
の
程
度
が
著
し
い
お
そ
れ

の
あ
る
項
目
、
環
境
改
善
効
果
が
見
込

ま
れ
る
項
目
を
選
定
 

【
調
査
、
予
測
、
評
価
】
 

・ 
調
査
は
、
脆
弱
な
環
境
状
況
等
を
既
存

資
料
で
収
集
し
整
理
。
詳
細
な
情
報
が

必
要
な
時
は
、
専
門
家
の
意
見
聴
取
や

現
地
調
査
を
検
討
 

・ 
予
測
は
、
複
数
案
で
評
価
指
標
を
整
理

し
、
環
境
影
響
の
程
度
を
把
握
。
詳
細

な
情
報
が
必
要
な
時
は
、
可
能
な
範
囲

で
理
論
式
に
基
づ
く
計
算
等
を
行
う
 

・ 
評
価
は
、
複
数
案
間
の
比
較
に
よ
り
留

意
す
べ
き
環
境
影
響
や
環
境
保
全
施

策
と
の
整
合
性
を
明
ら
か
に
し
、
環
境

配
慮
事
項
を
整
理
 

【
評
価
結
果
と
り
ま
と
め
】
 

・ 
環
境
面
か
ら
見
た
各
案
の
長
所
・
短

所
、
特
に
留
意
す
べ
き
環
境
影
響
の
内

容
に
つ
い
て
記
述
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【構
想
段
階
で
の
計
画
策
定
プ
ロ
セ
ス
（評
価
・手
続
き
）に
つ
い
て
（イ
メ
ー
ジ
）】

配
慮
の
視
点

Ａ
案

Ｂ
案

Ｃ
案

・・
・・

社
会
面

・・
・

・・
・

・・
・

・・
・

住
民
等
と
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

（Ｐ
Ｉ）

学
識
経
験
者
等
の

助
言

（客
観
性
の
確
保
）

関
係
地
方
自
治
体

と
の
連
携
、
調
整

（既
存
構
想
等
と
の

整
合
性
の
確
保
）

経
済
面

・・
・

・・
・

・・
・

・・
・

環
境
面

・・
・の
影
響
が
少
な
い

・・
・に
影
響
が
あ
る

・・
・の
影
響
が
少
な
い

・・
・に
影
響
が
あ
る

・・
・の
影
響
が
少
な
い

・・
・に
影
響
が
あ
る

・・
・の
影
響
が
少
な
い

・・
・に
影
響
が
あ
る

そ
の
他
・・
・

・・
・

・・
・

・・
・

・・
・

最
終
案

●

※
環
境
面
か
ら
の
評
価
や
手
続
き
で
あ
る
S
EA
は
、
構
想
段
階
に
お
け
る
計
画
策
定
プ
ロ
セ
ス
の
要
素
の
一
つ
。

評
　
価

手
　
　
　
　
続
　
　
　
　
き

構
想
段
階
に
お
け
る
計
画
策
定
プ
ロ
セ
ス

Ｓ
Ｅ
Ａ
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11

資
料
５
－
２

河
川
整
備
に
お
け
る
意
見
聴
取

～
多
摩
川
、
吉
野
川
を
例
に
～

河
川
局
河
川
計
画
課
河
川
計
画
調
整
室
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22

河
川
法
改
正
の
流
れ

河
川
法
改
正
の
流
れ

治
水

明
治
２
９
年
（１
８
９
６
年
）

近
代
河
川
制
度
の
誕
生

平
成
９
年
（１
９
９
７
年
）

＋

治
水
・利
水
・環
境
の
総
合
的

な
河
川
制
度
の
整
備

治
水

利
水

・河
川
環
境
の
整
備
と
保
全

・地
域
の
意
見
を
反
映
し
た
河
川

・整
備
の
計
画
制
度
の
導
入

治
水

利
水

昭
和
３
９
年
（１
９
６
４
年
）

治
水
・利
水
の
体
系
的
な
制
度

の
整
備

・水
系
一
貫
管
理
制
度
の
導
入

・利
水
関
係
規
定
の
整
備

環
境
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33

旧 制 度 新 制 度

平
成
９
年
の
河
川
法
改
正
に
よ
り
、
計
画
策
定
プ
ロ
セ
ス
に

住
民
、
地
方
公
共
団
体
の
長
、
学
識
経
験
者
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
手
続
き
を
導
入

平
成
９
年
の
河
川
法
改
正
に
よ
り
、
計
画
策
定
プ
ロ
セ
ス
に

平
成
９
年
の
河
川
法
改
正
に
よ
り
、
計
画
策
定
プ
ロ
セ
ス
に

住
民
、
地
方
公
共
団
体
の
長
、
学
識
経
験
者
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
手
続
き
を
導
入

住
民
、
地
方
公
共
団
体
の
長
、
学
識
経
験
者
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
手
続
き
を
導
入

内
容
⇒
河
川
整
備
の
目
標

河
川
工
事
（ダ
ム
も
含
む
）、
河
川
の
維
持
の
内
容

原
案

河
川
整
備
計
画
の

決
定
・公
表

学
識
経
験
者
の
意
見
聴
取

公
聴
会
の
開
催
等
関
係
住
民
の
意
見

を
反
映
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置

地
方
公
共
団
体
の
長
の

意
見
聴
取

河
川
整
備
計
画
の

案
の
決
定

内
容
⇒
基
本
方
針

基
本
高
水
、
計
画
高
水
流
量
等

河
川
整
備
基
本
方
針

の
案
の
作
成

河
川
整
備
基
本
方
針

の
決
定
・公
表

社
会
資
本
整
備

審
議
会

（一
級
水
系
）

都
道
府
県
河
川

審
議
会

（二
級
水
系
）

意
見 都
道
府
県
河
川
審
議
会

が
あ
る
場
合

河 川 工 事 S 河 川 の 維 持

河 川 整 備 基 本 方 針

河 川 整 備 計 画

内
容
⇒
基
本
方
針
、
基
本
高
水
、
計
画
高
水
流
量
等

主
な
河
川
工
事
（ダ
ム
も
含
む
）の
内
容

工
事
実
施
基
本
計
画

の
案
の
作
成

工
事
実
施
基
本
計
画

の
決
定

河
川
審
議
会

（一
級
水
系
）

意
見

河 川 工 事

工 事 実 施 基 本 計 画
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１
. 河
川
の
総
合
的
な
保
全
と
利
用
に
関
す
る
基
本
方
針

・流
域
及
び
河
川
の
概
要

・洪
水
、
高
潮
等
に
よ
る
災
害
の
発
生
の
防
止
又
は
軽
減

・河
川
の
適
正
な
利
用
及
び
流
水
の
正
常
な
機
能
の
維
持

・河
川
環
境
の
整
備
と
保
全

２
. 河
川
の
整
備
の
基
本
と
な
る
べ
き
事
項

・基
本
高
水
及
び
そ
の
河
道
と
洪
水
調
節
施
設
へ
の
配
分

・主
要
な
地
点
の
計
画
高
水
流
量

・主
要
な
地
点
の
計
画
高
水
位
、
計
画
横
断
形
に
係
る
川
幅

・主
要
な
地
点
の
流
水
の
正
常
な
機
能
を
維
持
す
る
た
め

必
要
な
流
量

河
川
整
備
基
本
方
針
（長
期
的
な
基
本
方
針
）

１
. 河
川
整
備
の
目
標

・計
画
期
間
、
対
象
区
間

・治
水
安
全
度
の
バ
ラ
ン
ス
等
を
考
慮
し
た
対
象
洪
水
流
量

・計
画
期
間
中
に
確
保
す
る
正
常
流
量

・河
川
環
境
の
整
備
と
保
全
の
目
標

２
. 河
川
の
整
備
の
実
施
に
関
す
る
事
項

・河
川
工
事
、
河
川
維
持
の
目
的
、
種
類
、
施
行
の

場
所

・ソ
フ
ト
対
策
の
実
施
内
容
、
対
策
等

１
. 河
川
の
総
合
的
な
保
全
と
利
用
に
関
す
る
基
本
方
針

・洪
水
、
高
潮
等
に
よ
る
災
害
の
発
生
の
防
止
又
は
軽
減

・河
川
の
適
正
な
利
用
及
び
流
水
の
正
常
な
機
能
の
維
持

２
. 河
川
工
事
の
実
施
の
基
本
と
な
る
べ
き

計
画
に
関
す
る
事
項

・基
本
高
水
及
び
そ
の
河
道
と
洪
水
調
節
施
設
へ
の
配
分

・主
要
な
地
点
の
計
画
高
水
流
量

・主
要
な
地
点
の
流
水
の
正
常
な
機
能
を
維
持
す
る
た
め

必
要
な
流
量

３
. 河
川
工
事
の
実
施
に
関
す
る
事
項

・主
要
な
地
点
の
計
画
高
水
位
、
計
画
横
断
形
等

・主
要
な
河
川
工
事
の
目
的
、
種
類
、
施
行
の
場
所

・当
該
工
事
に
よ
る
主
要
な
河
川
管
理
施
設
の
機
能

工
事
実
施
基
本
計
画

・主
要
な
河
川
工
事
の
目
的
、
種
類
、
施
行
の
場
所

・当
該
工
事
に
よ
る
主
要
な
河
川
管
理
施
設
の
機
能

河
川
整
備
計
画
（２
０
～
３
０
年
の
具
体
的
・段
階
的
な
計
画
）
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河
川
法
第
１６
条
の
２

第
３
項
河
川
管
理
者
は
、
河
川
整
備
計
画
の
案
を
作
成
し
よ
う
と
す
る

場
合
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
河
川
に
関
し
学
識

経
験
を
有
す
る
も
の
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
４
項
河
川
管
理
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
公
聴
会
の
開
催
等
関
係
住
民
の
意
見
を

反
映
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
５
項
河
川
管
理
者
は
、
河
川
整
備
計
画
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

あ
ら
か
じ
め
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
関
係
都
道
府
県

知
事
又
は
関
係
市
町
村
長
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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多
摩
川
の
川
づ
く
り
の
歩
み

多
摩
川
の
川
づ
く
り
の
歩
み

行
政
の
動
き

市
民
の
動
き

平
成
１
０
年
多
摩
川
流
域
懇
談
会
設
立

（１
都
２
県
３
０
市
区
町
村
）

（１
７
市
区
）

昭
和
５
０
年

河
川
環
境
課
設
置

昭
和
５
３
年

多
摩
川
行
政
連
絡
部
会

昭
和
６
２
年

多
摩
川
流
域
協
議
会
設
置

昭
和
４
９
年

多
摩
川
水
系
自
然
保
護
団
体

協
議
会
発
足

平
成
６
年

多
摩
川
セ
ン
タ
ー
発
足

昭
和
５
５
年

多
摩
川
河
川
環
境
管
理
計
画

昭
和
５
５
年

多
摩
川
河
川
環
境
管
理
計
画

昭
和
６
１
年

多
摩
川
サ
ミ
ッ
ト
開
催

昭
和
６
１
年

多
摩
川
サ
ミ
ッ
ト
開
催
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河
川
管
理
者

学
識
経
験
者
・関
係
住
民

河
川
整
備
計
画
の
策
定

河
川
整
備
計
画
の
策
定

計
画
原
案

計
画
案

原
案
た
た
き
台

計
画
素
案

多
摩
川
市
民

フ
ォ
ー
ラ
ム

多
摩
川
市
民

フ
ォ
ー
ラ
ム

流
域
懇
談
会

流
域
懇
談
会

行
政
部
会

行
政
部
会

流
域
セ
ミ
ナ
ー

流
域
セ
ミ
ナ
ー

メ
ン
バ
ー
：学
識
経
験
者
、

市
民
団
体
代
表
、
関
係
行
政

メ
ン
バ
ー
：学
識
経
験
者
、

市
民
団
体
代
表
、
関
係
行
政

多
摩
川
流
域
委
員
会

多
摩
川
流
域
委
員
会

意
見

地
方
公
共
団
体
の
長

地
方
公
共
団
体
の
長

意
見

市 民 と 関 係 機 関 の 協 働 に よ る

現 地 調 査 T ふ れ あ い 巡 視 等 T
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「ゆ
る
や
か
な
合
意
」を
め
ざ
す
対
話
の
基
本

「ゆ
る
や
か
な
合
意
」を
め
ざ
す
対
話
の
基
本

①
参
加
者
の
見
解
は
所
属
団
体
の
公
式
見
解
と
し

な
い

②
特
定
個
人
・
団
体
の
つ
る
し
上
げ
は
し
な
い

③
議
論
は
フ
ェ
ア
プ
レ
イ
の
精
神
で
行
う

④
議
論
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
は
実
証
的
な
デ
ー
タ

を
尊
重
す
る

⑤
問
題
の
所
在
を
明
確
に
し
た
上
で
合
意
を
目
指
す

⑥
現
在
係
争
中
の
問
題
は
、
客
観
的
な
立
場
で
事
例

と
し
て
行
う

⑦
プ
ロ
グ
ラ
ム
づ
く
り
に
あ
た
っ
て
は
、
長
期
的
に

取
り
扱
う
も
の
と
短
期
的
に
取
り
扱
う
も
の
を
区

別
し
、
実
現
可
能
な
提
言
を
目
指
す

７
つ
の
ル
ー
ル

３
つ
の
原
則

①
自
由
な
発
言

②
徹
底
し
た
議
論

③
合
意
の
形
成
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流
域
セ
ミ
ナ
ー

流
域
セ
ミ
ナ
ー
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ゼ
ロ
オ
プ
シ
ョ
ン

ゼ
ロ
オ
プ
シ
ョ
ン

治
水
目
標
の
設
定
は
適
切
か

１
，
河
道
も
ダ
ム
も
整
備
し
な
い

２
，
河
道
だ
け
整
備
す
る

２
－
１
．
戦
後
最
大
流
量
(4
,5
00
m3
/s
)を
安
全
に
流
下
さ
せ
る

２
－
２
．
工
実
の
６
，
５
０
０
m3
/s
ec
を
安
全
に
流
下
さ
せ
る

３
．
ダ
ム
だ
け
整
備
す
る

４
．
河
道
も
ダ
ム
も
整
備
す
る

４
－
１
．
８
７
０
０
m3
/s
ec
を
安
全
に
流
下
さ
せ
る

考
え
ら
れ
る
選
択
肢

２
－
１
を
選
択

河
川
管
理
者
の
選
択
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吉
野
川
水
系
河
川
整
備
計
画

吉
野
川
水
系
河
川
整
備
計
画
策
定
の
流
れ

策
定
の
流
れ

● 流 域 市 町 村 長 の 意 見 を 聴 く 会 T ３ 回 T● 流 域 市 町 村 長 の 意 見 を 聴 く 会 T ３ 回 T

● 流 域 住 民 の 意 見 を 聴 く 会 T ７ 回 T● 流 域 住 民 の 意 見 を 聴 く 会 T ７ 回 T

● 学 識 者 会 議 T １ 回 T● 学 識 者 会 議 T １ 回 T

吉
野
川
の
河
川
整
備
（直
轄
管
理
区
間
）

吉
野
川
の
河
川
整
備
（直
轄
管
理
区
間
）

意
見

関
係
市
町
村
長

徳
島
県
知
事

香
川
県
知
事

愛
媛
県
知
事

高
知
県
知
事

吉 野 川 水 系 河 川 整 備 計 画 の 策 定

吉 野 川 水 系 河 川 整 備 計 画 案 の 策 定

●
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

●
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

□
平
成

□
平
成
1818
年年
66 月月

2727
日日 ～～
1010
月月
66 日日各 会 場 の ご 意 見 を 公 表各 会 場 の ご 意 見 を 公 表

● 流 域 市 町 村 長 の 意 見 を 聴 く 会● 流 域 市 町 村 長 の 意 見 を 聴 く 会

● 流 域 住 民 の 意 見 を 聴 く 会● 流 域 住 民 の 意 見 を 聴 く 会

● 学 識 者 会 議● 学 識 者 会 議

≪
第
２
回
≫

≪
第
２
回
≫

平
成

平
成
1818
年年
1212
月
下
旬
～

月
下
旬
～

国 交 省 の 考 え 方 を 説 明

各 会 場 の ご 意 見 を 公 表各 会 場 の ご 意 見 を 公 表

● 流 域 市 町 村 長 の 意 見 を 聴 く 会● 流 域 市 町 村 長 の 意 見 を 聴 く 会

● 流 域 住 民 の 意 見 を 聴 く 会● 流 域 住 民 の 意 見 を 聴 く 会

● 学 識 者 会 議● 学 識 者 会 議

≪
第
３
回
～
≫

≪
第
３
回
～
≫

国 交 省 の 考 え 方 を 説 明

吉
野
川
の
河
川
整
備
（抜
本
的
な
第
十
堰
の
対
策
の
あ
り
方
）

吉
野
川
の
河
川
整
備
（抜
本
的
な
第
十
堰
の
対
策
の
あ
り
方
）

≪
公
聴
会
≫

必
要
に
応
じ
、
こ
の
よ
う
な
取
り
組
み
を
繰
り
返
し
実
施

●
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

●
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

●
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

●
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

ご 意 見 を 整 理 し Sご 意 見 を 整 理 し S 原原 案 へ の 反 映案 へ の 反 映

ご 意 見 を 整 理 し S 修 正ご 意 見 を 整 理 し S 修 正 原原 案 へ の 反 映案 へ の 反 映

原 案 の 説 明

≪
第
１
回
≫

≪
第
１
回
≫

平
成

平
成
1818
年年
66 月月

2727
日日

～～
99 月月

3030
日日

意
見

・戦
後
最
大
規
模
と
な
っ
た
平
成
16
年
の
洪
水
に
つ
い
て
の
分
析
を
は
じ
め
と
し
て
、
必
要
な
基
礎
調
査
の
実
施

・こ
れ
ら
の
結
果
を
踏
ま
え
て
検
討
・評
価
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「吉
野
川
の
河
川
整
備
（直
轄
管
理
区
間
）」
（「
抜
本
的
な
第
十
堰
の
対
策
の
あ
り
方
」を
除
く
）の
検
討

吉
野
川
学
識
者
会
議

吉
野
川
学
識
者
会
議

役
割
：河
川
整
備
の
計
画
に
関
す
る
意
見
を
聴
取

参
加
者
：吉
野
川
に
関
し
学
識
経
験
を
有
す
る
者

事
務
局
：四
国
地
方
整
備
局

オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
：関
係
各
県

吉
野
川

吉
野
川
流
域
住
民

流
域
住
民
のの
意
見
を
聴
く

意
見
を
聴
く
会会

※
上
流
域
２
箇
所
・中
流
域
１
箇
所
・下
流
域
３
箇
所

合
計
６
箇
所
で
実
施

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

公
聴
会

公
聴
会

役
割
：河
川
整
備
の
計
画
に
関
す
る
意
見
を
聴
取

参
加
者
：流
域
住
民
（自
由
参
加
）

事
務
局
：四
国
地
方
整
備
局

オ
ブ
ザ
ー
バ
：関
係
各
県

吉
野
川

吉
野
川
流
域
市
町
村
長
の
意
見
を
聴
く

流
域
市
町
村
長
の
意
見
を
聴
く
会会

※
上
流
域
・中
流
域
・下
流
域
の
３
地
域
で
実
施

役
割
：河
川
整
備
の
計
画
に
関
す
る
意
見
を
聴
取

参
加
者
：関
係
市
町
村
長

事
務
局
：四
国
地
方
整
備
局

関
係
各
県

河
川
管
理
者

（四
国
地
方
整
備
局
）

《吉
野
川
の
河
川
整
備
（直
轄
管
理
区
間
）の
計
画
（案
）作
成
》

《情
報
の
公
開
・共
有
》

◇
意
見
を
聴
く
会
等
の
公
開
実
施

◇
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
開
設
（会
議
資
料
の
公
開
）

◇
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
の
発
行

等

※※
上
流
域
：愛
媛
県
・高
知
県
内
の
吉
野
川
流
域

上
流
域
：愛
媛
県
・高
知
県
内
の
吉
野
川
流
域

※※
中
流
域
：徳
島
県
内
の
岩
津
上
流
の
吉
野
川
流
域

中
流
域
：徳
島
県
内
の
岩
津
上
流
の
吉
野
川
流
域

※※
下
流
域
：徳
島
県
・香
川
県
内
の
岩
津
下
流
の
吉
野
川
流
域

下
流
域
：徳
島
県
・香
川
県
内
の
岩
津
下
流
の
吉
野
川
流
域

情
報

情
報

意
見

意
見

意
見

意
見

情
報

情
報

情
報

情
報

意
見

意
見

情
報

情
報

吉
野
川
の
河
川
整
備
（
直
轄
管
理
区
間
）
の
イ
メ
ー
ジ

吉
野
川
の
河
川
整
備
（
直
轄
管
理
区
間
）
の
イ
メ
ー
ジ

（
但
し
、
抜
本
的
な
第
十
堰
の
対
策
の
あ
り
方
を
除
く
）

（
但
し
、
抜
本
的
な
第
十
堰
の
対
策
の
あ
り
方
を
除
く
）
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吉
野
川
の
河
川
整
備
（
直
轄
管
理
区
間
）
の
イ
メ
ー
ジ

吉
野
川
の
河
川
整
備
（
直
轄
管
理
区
間
）
の
イ
メ
ー
ジ

（
但
し
、
抜
本
的
な
第
十
堰
の
対
策
の
あ
り
方
を
除
く
）

（
但
し
、
抜
本
的
な
第
十
堰
の
対
策
の
あ
り
方
を
除
く
）

吉
野
川
流
域
市
町
村
長
の
意
見
を
聴
く
会

吉
野
川
流
域
市
町
村
長
の
意
見
を
聴
く
会

「
吉
野
川
の
河
川
整
備
（
直
轄
管
理
区
間
）
」
（
「
抜
本
的
な
第
十
堰
の
対
策
の
あ
り
方
」
を
除
く
）
の
検
討

吉
野
川
学
識
者
会
議

吉
野
川
学
識
者
会
議

○
関
係
市
町
村
長
か
ら
の
意
見
聴
取

　
吉
野
川
に
関
す
る
専
門
的
立
場
の
学
識
経
験
者
の
方

か
ら
意
見
を
聴
取
す
る
た
め
、「
吉
野
川
学
識
者
会
議
」を

開
催
し
ま
す
。

　
本
会
議
の
委
員
は
,吉
野
川
の
現
状
や
課
題
等
を
踏
ま

え
「治
水
」、
「利
水
」、
「環
境
」、
「地
域
と
文
化
等
」の

各
分
野
の
学
識
経
験
者
で
構
成
し
ま
す
。

吉
野
川
流
域
住
民
の
意
見
を
聴
く
会

吉
野
川
流
域
住
民
の
意
見
を
聴
く
会

公
聴
会

公
聴
会

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

○
流
域
住
民
の
方
々
か
ら
の
意
見
聴
取

　
吉
野
川
は
流
域
も
広
く、
地
域
毎
に
そ
の
状
況
が
異
な

り
、
河
川
に
関
す
る
要
望
も
様
々
で
す
。

　
こ
の
た
め
、流
域
住
民
の
多
くの
方
々
か
ら
様
々
な
意
見

を
丁
寧
に
聴
取
す
る
た
め
、次
の
３
つ
の
取
り
組
み
を
実
施

し
ま
す
。

　
流
域
住
民
の
方
々
に
参
加
頂
き
、
流
域
内
の
６
箇

所
（上
流
域
で
２
箇
所

、中
流
域
で
１
箇
所

、下
流
域

で
３
箇
所

）で
開
催
し
ま
す
。

　
よ
り
多
くの
流
域
住
民
の
方
々
か
ら
意
見
を
頂
くた

め
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
郵
送
に
よ
る
意
見
聴
取

を
実
施
し
ま
す
。

　
流
域
住
民
の
方
々
か
ら
河
川
整
備
に
係
る
様
々

な
意
見
や
要
望
を
発
表
し
て
頂
く、
公
聴
会
を
開
催

し
ま
す
。

　
関
係
市
町
村
長
か
ら
様
々
な
意
見
を
丁
寧
に
聴
取
す
る

た
め
、
上
流
域
、
中
流
域
、
下
流
域
の
３
つ
の
地
域
で
、
関

係
す
る
市
町
村
長
に
参
加
頂
き
「吉
野
川
流
域
市
町
村

長
の
意
見
を
聴
く会
」を
開
催
し
ま
す
。

河
川
管
理
者

（
国
土
交
通
省
四
国
地
方
整
備
局
）

《
吉
野
川
の
河
川
整
備
(直
轄
管
理
区
間
)の
計
画
(案
)作
成
》

意
見

情
報

情
報

意
見

情
報

意
見

《
情
報
の
公
開
・
共
有
》

　
◇
意
見
を
聴
く
会
等
の
公
開
実
施

　

  
◇
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
開
設
(
会
議
資
料
の
公
開
)

  
◇
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
の
発
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
  
等

情
報

○
学
識
経
験
者
か
ら
の
意
見
聴
取

上
流
域
：
新
居
浜
市
長
、
四
国
中
央
市
長
、

本
山
町
長
、
大
豊
町
長
、
土
佐
町
長
、

大
川
村
長
、
い
の
町
長

中
流
域
：
美
馬
市
長
、
三
好
市
長
、
つ
る
ぎ
町
長
、

東
み
よ
し
町
長

下
流
域
：
徳
島
市
長
、
鳴
門
市
長
、
吉
野
川
市
長
、

阿
波
市
長
、
石
井
町
長
、
松
茂
町
長
、

北
島
町
長
、
藍
住
町
長
、
板
野
町
長
、

上
板
町
長

池
田
　
早
苗

水
質
（
水
環
境
）

岡
部
　
健
士

洪
水
防
御
(河
川
工
学
・
水
理
学
)

岡
村
　
収

魚
類
・
漁
業

鎌
田
　
磨
人

生
態
系
管
理
（
生
態
学
）

上
月
　
康
則

水
環
境
（
環
境
工
学
・
生
態
系
工
学
）

小
林
　
實

鳥
類

佐
藤
　
晃
一

農
業
水
利

田
村
　
典
子

児
童
教
育

中
野
　
晋

沿
岸
域
工
学

中
村
　
昌
宏

地
域
経
済

端
野
　
道
夫

治
水
計
画
（
森
林
水
文
学
）

原
田
　
寛
子

高
齢
福
祉

平
井
　
松
午

歴
史
地
理

村
上
　
仁
士

防
災
全
般
（
水
防
災
）

森
本
　
康
滋

植
物
生
態
学

山
上
　
拓
男

防
災
（
地
盤
工
学
）

大
和
　
武
生

文
化
史
・
文
化
財

山
中
　
英
生

地
域
づ
く
り

吉
野
川
学
識
者
会
議
　
参
加
者
(5
0
音
順
、
敬
称
略
)

吉
野
川
流
域
市
町
村
長
の
意
見
を
聴
く
会
　
参
加
者
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「
吉
野
川
流
域
住
民
の
意
見
を
聴
く
会
」
の
流
域
区
分

「
吉
野
川
流
域
住
民
の
意
見
を
聴
く
会
」
の
流
域
区
分

池
田
ダ
ム

早
明
浦
ダ
ム新
宮
ダ
ム

柳
瀬
ダ
ム

富
郷
ダ
ム

道水伊紀
三
 好
 市

大
 豊
 町

大
 川
 村 土
 佐
 町

い
 の
 町

藍
住
町

つ
 る
 ぎ
 町

新
 居
 浜
 市

徳
 島
 市

吉
 野
 川
 市

美
 馬
 市

四
国
中
央
市

本
 山
 町 南
 国
 市

香
 美
 市

東
か
が
わ
市

神
 山
 町

三
 好
 市

阿
 波
 市

鳴
 門
 市

松
茂
町

北
 島
 町

石
井
町

上
 板
 町

板
 野
 町

佐
那
河
内
村

三
 木
 町

さ
ぬ
き
市

東
み
よ
し
町

ｋ
ｍ

上
流
域
 愛
媛
県
会
場

中
流
域
 徳
島
県
会
場

上
流
域
 高
知
県
会
場

下
流
域
 徳
島
県
３
会
場

凡
　
例

吉
野
川
流
域

県
境

直
轄
管
理
区
間
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吉
野
川
学
識
者
会
議
と
流
域
住
民
の
意
見
を
聴
く
会
の
開
催
状
況

学
識
者
会
議
（１
２
月
２
５
日
開
催
）

下
流
域
（８
月
５
日
開
催
）
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資
料
５
－
３

構
想
段
階
に
お
け
る
市
民
参
画
型

道
路
計
画
プ
ロ
セ
ス
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

に
つ
い
て

国
土
交
通
省
道
路
局
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P
Iガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
は

�
「市
民
参
画
型
道
路
計
画
プ
ロ
セ
ス
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」（
H
14
.8
）

→
「構
想
段
階
に
お
け
る
市
民
参
画
型
道
路
計
画
プ
ロ
セ
ス
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」

（ H
17
.9
改
訂
）

�
「構
想
段
階
」に
お
け
る
道
路
計
画
プ
ロ
セ
ス
の
実
施
方
針
、
「市
民
参
画
プ
ロ
セ
ス
」

及
び
「構
想
段
階
評
価
」の
指
針
を
提
示

【改
訂
の
要
点
】

1.
「構
想
段
階
評
価
」の
位
置
付
け
＋
適
用
を
環
境
ア
セ
ス
対
象
事
業
ま
で
拡
大

2.
「必
要
性
確
認
」、
「代
替
案
比
較
評
価
」に
あ
た
り
、
標
準
的
に
評
価
す
べ
き
項
目
を
明
確
化

3.
課
題
の
設
定
～
概
略
計
画
案
の
決
定
ま
で
、
検
討
の
流
れ
に
沿
っ
た
市
民
参
画
プ
ロ
セ
ス

4.
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
個
別
の
状
況
に
応
じ
て
柔
軟
に
運
用
す
べ
き
旨
を
記
載

5.
第
三
者
機
関
の
設
置
は
、
必
要
な
場
合
に
の
み
、
目
的
を
明
確
化
し
て
設
置
す
る
よ
う
表
現
を
修
正
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2

道
路
計
画
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る

構
想
段
階

概
略
計
画

道
路
計
画
・事
業
・

供
用
･管
理
の
体
系

計
画
検
討
プ
ロ
セ
ス

市
民
参
画
プ
ロ
セ
ス

コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン

ス
テ
ッ
プ
１

ス
テ
ッ
プ
２

ス
テ
ッ
プ
４

【構
想
段
階
評
価
】

ス
テ
ッ
プ
５

T 構 想 段 階 T

道
路
網
計
画
等

都
市
計
画
等

【環
境
影
響
評
価
】

T 計 画 段 階 T T 事 業 化 段 階 T

T 道 路 網 計 画

の 段 階 T

【新
規
事
業
採
択
時
評
価
】

ス
テ
ッ
プ
３

コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン

コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン

コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン

事
業
化

供
用
・管
理

T 供 用 ・ 管 理

段 階 T

【再
評
価
】

コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン

【事
後
評
価
】

コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン

構
想
段
階
と
は

路
線
別
計
画
の
う
ち
、
道
路
管
理
者

が
、
道
路
の
概
ね
の
位
置
や
構
造
等

の
基
本
的
な
事
項
（概
略
計
画
）を
決

定
す
る
段
階

適
用
対
象

①
環
境
影
響
評
価
法
第
二
条
第
二
項

に
規
定
さ
れ
る
第
一
種
事
業
に
該

当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
道
路
事
業
の

計
画

②
そ
の
他
、
道
路
管
理
者
が
本
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
を
適
用
す
る
こ
と
が
適
当
と

認
め
る
道
路
の
計
画
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概
略
計
画
で
定
め
る
事
項

�
起
終
点

�
道
路
種
別

�
計
画
諸
元
（車
線
数
、
設
計
速
度
等
）

�
構
想
ル
ー
ト
帯
（1
/2
50
00
～
1/
50
00
0ス
ケ
ー
ル
で
、

概
ね
25
0m
～
1k
m
幅
）

�
主
な
連
結
す
る
道
路

�
主
た
る
構
造
（切
り
土
、
盛
土
、
ト
ン
ネ
ル
、
橋
・高
架
、

そ
の
他
の
構
造
の
別
）

�
そ
の
他
必
要
な
事
項
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4

構
想
段
階
評
価
と
は

概
略
計
画

道
路
計
画
・事
業
・

供
用
･管
理
の
体
系

計
画
検
討
プ
ロ
セ
ス

ス
テ
ッ
プ
１

計
画
検
討
の

発
議
と

プ
ロ
セ
ス

の
明
確
化

ス
テ
ッ
プ
３

評
価
項
目
の
設
定

と
比
較
案
の
選
定

ス
テ
ッ
プ
４

比
較
案
の
比
較
評
価

【構
想
段
階
評
価
】

ス
テ
ッ
プ
５

概
略
計
画
案

の
選
定

T 構 想 段 階 T

道
路
網
計
画
等

ス
テ
ッ
プ
２

道
路
計
画
の

必
要
性
の
確
認

構
想
段
階
評
価
：

概
略
計
画
案
を
絞
り
込
む
た
め
、

概
ね
の
ル
ー
ト
の
位
置
や
道
路

構
造
に
つ
い
て
、
事
業
の
効
果
、

環
境
、
費
用
等
総
合
的
な
観
点

か
ら
評
価
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ス
テ
ッ
プ
１
：

計
画
検
討
の
発
議
と
プ
ロ
セ
ス
の
明
確
化

�
計
画
検
討
に
着
手
す
る
こ
と
を
発
議

�
計
画
検
討
及
び
市
民
参
画
の
進
め
方
や
概
ね
の
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
等
を
提
示

ス
テ
ッ
プ
２
：

道
路
計
画
の
必
要
性
の
確
認

�
解
決
す
べ
き
課
題
を
具
体
化
し
、
道
路
計
画
の
目
的
を

設
定

�
当
該
道
路
計
画
に
よ
っ
て
目
的
達
成
が
見
込
ま
れ
る
こ

と
、
道
路
整
備
以
外
の
方
策
で
は
十
分
に
目
的
が
達

成
で
き
な
い
こ
と
を
確
認
し
、
道
路
計
画
の
必
要
性
を

確
認
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ス
テ
ッ
プ
３
：

評
価
項
目
の
設
定
と
比
較
案
の
選
定

�
評
価
項
目
の
設
定

•
目
的
達
成
に
資
す
る
効
果

や
地
域
へ
の
影
響
の
観
点

か
ら
評
価
項
目
を
設
定

�
比
較
案
の
選
定

•
目
的
に
照
ら
し
て
現
実
的
で

合
理
的
な
比
較
案
を
設
定

•
道
路
整
備
を
し
な
い
案
を
比

較
評
価
の
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
と

し
て
設
定

分
野

評
価
項
目
の
例

①
交
通

時
間
短
縮
、
渋
滞
解
消
、
交
通
事
故
減
少
、
歩
行
者
自
転
車

の
移
動
性
・安
全
性
、
道
路
の
走
行
性
、
当
該
道
路
の
災
害

時
に
お
け
る
機
能
・安
全
性
、
広
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成
（既
存

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
の
連
携
）、
交
通
発
生
集
中
源
か
ら
の
ア

ク
セ
ス
性
、
都
市
の
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成
等

②
環
境

大
気
汚
染
、
地
球
温
暖
化
防
止
に
関
す
る
効
果
、
騒
音
、
景

観
、
生
態
系
や
動
植
物
へ
の
影
響
、
集
落
や
公
共
公
益
施
設

等
へ
の
影
響
等

③
土
地
利
用

・市
街
地
整
備

地
域
交
流
へ
の
効
果
、
農
業
的
土
地
利
用
へ
の
影
響
、
市
街

地
の
防
災
性
、
市
街
地
整
備
へ
の
貢
献
度
（ア
ク
セ
ス
性
等
）、

沿
道
商
業
施
設
へ
の
影
響
等

④
社
会
経
済

地
域
活
性
化
や
都
市
再
生
へ
の
効
果
等

⑤
事
業
性

事
業
や
維
持
管
理
に
関
わ
る
費
用
、
事
業
に
要
す
る
期
間
、

施
工
時
の
影
響
、
用
地
取
得
に
関
す
る
リ
ス
ク
、
制
度
的
な

問
題
が
生
じ
る
リ
ス
ク
、
不
測
の
事
態
に
対
す
る
計
画
の
柔

軟
性
等

⑥
そ
の
他

地
域
の
状
況
や
計
画
の
目
的
に
応
じ
て
追
加
す
べ
き
項
目
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ス
テ
ッ
プ
４
：

比
較
案
の
比
較
評
価

�
ス
テ
ッ
プ
３
で
設
定
し
た
評
価
項
目
を

用
い
、
比
較
案
を
比
較
評
価

�
各
項
目
の
評
価
の
精
度
は
、
調
査
結

果
（原
則
と
し
て
、
文
献
調
査
の
結
果

等
）に
基
づ
き
、
比
較
優
位
性
が
検
討

可
能
な
程
度
で
あ
れ
ば
よ
い
（計
画

の
状
況
に
合
わ
せ
て
定
量
的
ま
た
は

定
性
的
に
評
価
）

：標
準
的
に
評
価
す
る
分
野

＊
：環
境
分
野
に
つ
い
て
は
、
環
境
影
響
評
価
の
評
価
項
目
を
踏
ま
え
て
、
項
目
を
設
定
す
る
こ
と
が
必
要
。

な
お
、
評
価
が
で
き
な
い
評
価
項
目
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
が
分
か
る
よ
う
に
「－
」等
で
表
現
。

⑥
そ
の
他

⑤
事
業
性

④
社
会
経
済

③
土
地
利
用
・

市
街
地
整
備

②
環
境
＊

①
交
通

比
較
案
C

比
較
案
B

比
較
案
A

道
路
整
備
を

し
な
い
案

（ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
）

道
路
整
備

評
価
項
目

分
野

⑥
そ
の
他

⑤
事
業
性

④
社
会
経
済

③
土
地
利
用
・

市
街
地
整
備

②
環
境
＊

①
交
通

比
較
案
C

比
較
案
B

比
較
案
A

道
路
整
備
を

し
な
い
案

（ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
）

道
路
整
備

評
価
項
目

分
野

ス
テ
ッ
プ
５
：

概
略
計
画
案
の
選
定

�
ス
テ
ッ
プ
４
の
比
較
評
価
結
果
を
踏
ま
え
て
、
最
も
優
位
な
比
較
案

を
概
略
計
画
案
と
し
て
選
定

3－1－45



8

計
画
検
討
プ
ロ
セ
ス
と
市
民
参
画

ス
テ
ッ
プ
２

道
路
計
画
の

必
要
性

の
確
認

概
略
計
画
案

の
選
定

評
価
項
目

の
設
定 比
較
案
の

比
較
評
価

[構
想
段
階
評
価
]

ス
テ
ッ
プ
３ ス
テ
ッ
プ
４

ス
テ
ッ
プ
５

【例
１
】
前
後
す
る
ス
テ
ッ
プ
を

一
括
し
て
市
民
参
画
プ
ロ
セ
ス
を

実
施
す
る
場
合

・プ
ロ
セ
ス
を
明
確
に
し
、

共
有
化

・課
題
を
整
理
し
、
目
的

を
明
確
化

・道
路
計
画
の
必
要
性

を
明
確
に
し
、
共
有
化

・評
価
項
目
を
設
定
し
、

比
較
案
を
選
定

・評
価
項
目
を
用
い
て
、

各
比
較
案
を
比
較
評
価

・評
価
項
目
、
比
較
案
、

比
較
結
果
に
つ
い
て

共
有
化

・比
較
結
果
等
を
踏
ま
え
て
、

概
略
計
画
案
を
選
定

・概
略
計
画
案
お
よ
び
選
定

理
由
を
公
表
し
、
市
民
と

共
有
化

道
路
網
計
画

概
略
計
画
の
決
定

・評
価
項
目
を
設
定
し

共
有
化

・比
較
案
を
選
定
し
共
有
化

比
較
案

の
選
定

ス
テ
ッ
プ
３

【例
２
】
ス
テ
ッ
プ
毎
に
市
民
参
画

プ
ロ
セ
ス
を
実
施
す
る
場
合

・課
題
を
整
理
し
、

目
的
を
明
確
化

・道
路
計
画
の
必
要
性

を
明
確
に
し
、
共
有
化

・評
価
項
目
を
設
定
し
、

比
較
案
を
選
定

・評
価
項
目
、
比
較
案

に
つ
い
て
共
有
化

・比
較
結
果
等
を
踏
ま
え
て
、

概
略
計
画
案
を
選
定

・概
略
計
画
案
お
よ
び
選
定

理
由
を
公
表
し
、
市
民
と

共
有
化

【例
３
】
ス
テ
ッ
プ
を
細
か
く
区
分
し

て
そ
れ
ぞ
れ
市
民
参
画
プ
ロ
セ
ス

を
実
施
す
る
場
合

・課
題
を
整
理
し
、

目
的
を
明
確
化

・比
較
結
果
等
を
踏
ま
え
て
、

概
略
計
画
案
を
選
定

・概
略
計
画
案
お
よ
び
選
定

理
由
を
公
表
し
、
市
民
と

共
有
化

・評
価
項
目
を
用
い
て
、
各

比
較
案
を
比
較
評
価

・比
較
結
果
に
つ
い
て

共
有
化

・道
路
計
画
の
必
要
性

を
明
確
に
し
、
共
有
化

・評
価
項
目
を
用
い
て
、

各
比
較
案
を
比
較
評
価

・比
較
結
果
に
つ
い
て

共
有
化

ス
テ
ッ
プ
１

計
画
検
討
の

発
議
と
プ
ロ
セ
ス

の
明
確
化

・プ
ロ
セ
ス
を
明
確
に
し
、

共
有
化

・プ
ロ
セ
ス
を
明
確
に
し
、

共
有
化
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市
民
参
画
プ
ロ
セ
ス
の
運
用
に

あ
た
っ
て
（１
）

�
対
象
と
す
る
市
民
等
の
範
囲

•
概
略
計
画
の
検
討
対
象
範
囲
を
中
心
に
、
事
業
の
特
性
・対
象
地
域
に
応
じ
て
効
果
・影

響
の
及
ぶ
市
民
、
そ
の
他
の
関
係
者

�
実
施
主
体

•
原
則
と
し
て
、
道
路
管
理
者
ま
た
は
道
路
管
理
者
を
含
む
複
数
の
関
係
行
政
機
関
が
合
同

で
実
施

�
推
進
体
制

•
必
要
と
認
め
る
場
合
に
は
、
第
三
者
機
関
を
設
置
し
た
上
で
実
施

•
何
を
期
待
す
る
の
か
（何
の
た
め
に
設
置
す
る
の
か
）を
明
確
に

•
参
画
プ
ロ
セ
ス
実
施
支
援

•
計
画
推
奨
案
の
提
言

•
計
画
検
討
プ
ロ
セ
ス
の
管
理

•
参
画
プ
ロ
セ
ス
の
監
視

•
関
係
者
協
議
（仲
介
）

•
技
術
的
支
援
、
政
策
的
支
援

3－1－47



10

市
民
参
画
プ
ロ
セ
ス
の
運
用
に

あ
た
っ
て
（２
）

�
関
係
行
政
機
関
の
役
割

•
市
民
参
画
の
手
続
き
を
支
援
し
、
協
力
す
る
役
割
を
期
待

�
適
切
な
参
画
手
法
の
選
択

•
オ
ー
プ
ン
ハ
ウ
ス
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
、
ア
ン
ケ
ー
ト
、
ニ
ュ
ー
ズ
レ
ー
タ
の
発
行
等
、
特
徴
を
踏
ま
え
選
択

�
意
見
の
反
映

•
市
民
等
か
ら
の
意
見
が
「計
画
の
内
容
」に
対
す
る
も
の
な
の
か
、
「進
め
方
」に
対
す
る
も
の
か
を
明
ら

か
に
し
た
上
で
反
映
方
法
を
検
討

�
柔
軟
な
運
用

•
状
況
に
応
じ
て
柔
軟
に
計
画
、
運
用

•
現
場
ご
と
に
市
民
等
か
ら
有
意
義
な
情
報
を
引
き
出
す
た
め
の
工
夫
が
大
事

�
時
間
管
理

•
予
め
定
め
た
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
市
民
等
と
共
有
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
プ
ロ
セ
ス
の
進
行
を
管
理

3－1－48
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■
概
要

路
線
名

：
高
速
横
浜
環
状
北
西
線

接
続
区
間

：
東
名
高
速
道
路
～
第
三
京
浜
道
路

事
業
主
体

：
(事
業
予
定
者
）

横
浜
市
、
首
都
高
速
道
路
㈱

延
長

：
Ｌ
＝
約
７
．
１
ｋ
ｍ

道
路
規
格
等

：
自
動
車
専
用
道
路

■
経
緯

平
成
15
年
2月

広
域
Ｐ
Ｉ
（
広
域
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
）
を
実
施

平
成
15
年
6月

現
地
Ｐ
Ｉ
着
手

平
成
16
年
3月

「
計
画
の
た
た
き
台
」
の
公
表

平
成
16
年
9月

「
概
略
計
画
の
検
討
状
況
」
の
公
表

平
成
17
年
1月

「
概
略
計
画
の
案
」
の
公
表

平
成
17
年
8月

「
概
略
計
画
」
の
公
表

平
成
18
年
8～
10
月

環
境
影
響
評
価
方
法
書
の
公
告
・
縦
覧

横
浜
環
状
北
西
線

3－1－49
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計
画
検
討
の
流
れ

3－1－50



13

構
想
段
階
に
お
け
る
ル
ー
ト
・構
造
の

比
較
検
討

■
７
つ
の
ル
ー
ト
・
構
造
の
代
替
案

■
４
つ
の
比
較
検
討
の
視
点

○
構
想
段
階
に
お
い
て
、
住
民
の
提
案
か
ら

７
つ
の
ル
ー
ト
構
造
の
代
替
案
を
設
定
。

○
比
較
検
討
に
際
し
て
、
住
民
の
懸
念
や

ニ
ー
ズ
を
ふ
ま
え
、
４
つ
の
比
較
検
討
の

視
点
を
設
定
。

3－1－51
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■
ル
ー
ト
・
構
造
の
比
較
検
討
の
結
果

比
較
検
討
の
結
果

3－1－52



15

■
ル
ー
ト
・
構
造
の
比
較
検
討
の
結
果

市
民
等
の
懸
念
や
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
、
代
替
案
を
総
合
的
に
比
較
し
た
結
果
、
「
た
た
き
台
ト
ン
ネ
ル
延
長
案
」
を
構
想
段
階

の
ル
ー
ト
・
構
造
に
決
定
。

構
想
段
階
お
け
る
ル
ー
ト
・構
造

3－1－53



資
料
５
－
４

港
湾
の
公
共
事
業
の
構
想
段
階
に
お
け
る

住
民
参
加
手
続
き
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

国
土
交
通
省
港
湾
局

3－1－54



住
民
等
の
幅
広
い
意
見
の
把
握
に
努
め
、
構
想
案
の
策
定
プ
ロ
セ
ス
の
透
明
性
･

客
観
性
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
住
民
等
の
理
解
の
促
進
及
び
合
意
の
形
成
を

図
る

住
民
参
加
手
続
き
の
目
的

住
民
参
加
手
続
き
の
対
象

港
湾
計
画
の
策
定
・変
更
に
先
が
け
て
検
討
す
る
港
湾
の
長
期
構
想
案

重
要
港
湾
に
お
い
て
将
来
の
港
湾
の
姿
を
大
き
く
変
え
る
構
想
案
を
策
定
す
る
際
、
国
が
行
う
と
想
定
さ
れ
る
事
業
が
構

想
案
に
含
ま
れ
る
場
合
に
構
想
案
全
体
を
対
象
と
す
る
。

１
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住
民
参
加
手
続
き
の
標
準
（モ
デ
ル
ケ
ー
ス
）

【ス
テ
ッ
プ
１
： 国
・港
湾
管
理
者
・関
係
市
町
村
の
調
整
】

国
、
港
湾
管
理
者
、
関
係
市
町
村
に
お
い
て
、

①
行
政
ニ
ー
ズ

②
構
想
案
の
検
討
体
制
（協
議
会
の
設
置
に
関
す
る
こ
と
及
び
協
議
会
の
委
員
構
成
等
）

③
住
民
等
の
意
見
の
把
握
方
法
（ア
ン
ケ
ー
ト
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
及
び
説
明
会
等
）

④
実
施
期
間

等
に
つ
い
て
調
整
を
行
う
。

【ス
テ
ッ
プ
２
： 検
討
体
制
等
の
公
表
】

ス
テ
ッ
プ
１
で
調
整
し
た
結
果
に
つ
い
て
、
国
や
港
湾
管
理
者
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
を
利
用
し
、

住
民
等
に
対
し
公
表
す
る
。

２
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【ス
テ
ッ
プ
３
： 基
本
ニ
ー
ズ
の
把
握
】

ス
テ
ッ
プ
１
で
調
整
し
た
③
住
民
等
の
意
見
の
把
握
方
法
（ア
ン
ケ
ー
ト
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
及
び
説
明

会
等
）に
よ
り
、
当
該
港
湾
に
対
す
る
住
民
等
か
ら
の
基
本
的
な
要
請
や
意
見
を
把
握
し
、
協
議

会
に
報
告
す
る
。

ス
テ
ッ
プ
３
で
住
民
へ
提
供
す
る
情
報

・港
湾
の
現
況
（沿
革
、
利
用
状
況
、
施
設
整
備
状
況
等
）

・環
境
の
現
況

・構
想
案
の
必
要
性

等

【ス
テ
ッ
プ
４
： 構
想
案
の
検
討
】

協
議
会
に
お
け
る
検
討
結
果
を
受
け
国
及
び
港
湾
管
理
者
に
お
い
て
構
想
案
を
検
討
す
る
。

３

3－1－57



【ス
テ
ッ
プ
５
： 住
民
等
の
意
見
の
把
握
】

ス
テ
ッ
プ
４
で
検
討
し
た
構
想
案
に
関
し
ス
テ
ッ
プ
１
で
調
整
し
た
③
住
民
等
の
意
見
の
把
握
方
法
（ア

ン
ケ
ー
ト
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
及
び
説
明
会
等
）に
よ
り
、
住
民
等
の
意
見
を
把
握
し
、
協
議
会
に
報
告
す
る
。

ス
テ
ッ
プ
５
で
住
民
へ
提
供
す
る
情
報

・ス
テ
ッ
プ
３
に
お
け
る
意
見
把
握
結
果

・構
想
案
の
概
要
（施
設
の
内
容
、
配
置
、
規
模
等
）

・目
標
年
次

・環
境
へ
の
影
響
の
評
価

・将
来
の
港
湾
の
能
力

・事
業
の
効
果

等

※
構
想
案
は
原
則
と
し
て
複
数
案
を
公
表

【ス
テ
ッ
プ
６
： 構
想
案
の
検
討
・策
定
】

協
議
会
に
お
け
る
検
討
結
果
を
受
け
、
国
及
び
港
湾
管
理
者
に
お
い
て
検
討
を
行
い
、
構
想
案
を

策
定
す
る
。

【ス
テ
ッ
プ
７
： 構
想
案
・検
討
経
過
の
公
表
】

策
定
し
た
構
想
案
及
び
案
の
策
定
に
至
っ
た
検
討
経
過
に
つ
い
て
公
表
す
る
。

４
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検
討
体
制
等
の
公
表

（情
報
の
提
供
)

構
想
案
の
検
討

（意
見
の
反
映
）

構
想
案
の
検
討
・策
定

（意
見
の
反
映
）

港
湾
管
理
者
・国
･関
係
市
町
村
の

調
整

(行
政
間
の
調
整
)

構
想
案
･検
討
経
過
等
の
公
表

手
続
き
実
施
主
体
：国
及
び
港
湾
管
理
者

ア
ン
ケ
ー
ト
、
ヒ
ア

リ
ン
グ
、
説
明
会
等

の
実
施

検
討

検
討

報
告

報
告

計
画
策
定
ま
で
に

２
回
の

キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル

住
民
意
見
の
把
握

（意
見
の
募
集
・集
約
)

基
本
ニ
ー
ズ
の
把
握

（意
見
の
募
集
・集
約
)

住
民
参
加
手
続
き
フ
ロ
ー
（モ
デ
ル
ケ
ー
ス
）

ア
ン
ケ
ー
ト
、
ヒ
ア

リ
ン
グ
、
説
明
会
等

の
実
施

協
議
会

（長
期
構
想
検
討
委
員
会
等
）

検
討
体
制

・学
識
経
験
者

・海
事
関
係
者

・港
湾
関
係
者

・関
係
行
政
機
関

・住
民
代
表

等

港
湾
計
画
策
定
の
手
続
き

計
画
段
階

港
湾
計
画
概
要
の
告
示

事
業
の
実
施

５
事
業
段
階
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大
分
港
に
お
け
る
住
民
参
加
手
続
き
の
実
施
状
況

大
分
港

長
期
構
想

検
討
委
員
会

(第
１
回
)

大
分
港
に
関
す
る

市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
及
び

港
湾
関
連
事
業
者
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査

大
分
港
長
期
構
想
（案
）

に
関
す
る
意
見
募
集

大
分
港

長
期
構
想

検
討
委
員
会

(第
３
回
)

大
分
港

長
期
構
想
策
定

H
17
.2
.2
4

H
16
.1
0.
29
～
11
.2
0

H
18
.6
.1
2

H
18
.6
.2
8～
7.
28

H
18
.8
.2
4

大
分
港

長
期
構
想

検
討
委
員
会

(第
２
回
)

長
期
構
想
：大
分
港
の
将
来
像
と
実
現
に
向
け
て
の
取
り
組
み

１
．
大
分
の
飛
躍
を
牽
引
し
、
暮
ら
し
の
安
定
を
支
え
る

・・
・産
業
・流
通
拠
点
港
湾

・物
流
機
能
の
強
化
（外
貿
コ
ン
テ
ナ
・内
貿
ユ
ニ
ッ
ト
貨
物
へ
の
対
応
）

・安
心
し
て
使
え
る
港
（放
置
艇
対
策
）、

・新
規
産
業
の
導
入

２
．
暮
ら
し
に
活
力
と
安
心
を
提
供
す
る

・・
・市
民
共
生
港
湾

・人
と
港
の
つ
な
が
り
（市
民
協
働
体
制
の
確
立
、
賑
わ
い
拠
点
の
充
実
）

・安
心
を
も
た
ら
す
港
づ
く
り
（地
域
防
災
機
能
の
強
化
）

３
．
人
と
産
業
と
環
境
の
調
和
を
実
現
す
る

・・
・環
境
共
生
港
湾

・環
境
保
全
へ
貢
献
、
・海
域
環
境
の
向
上

港
湾
計
画
へ
反
映

・外
貿
コ
ン
テ
ナ
埠
頭
、
内
貿
R
O
R
O
埠
頭
、
臨
港
道
路
を
計
画

・放
置
艇
を
適
切
に
収
容
す
る
た
め
小
型
船
だ
ま
り
を
計
画

・耐
震
岸
壁
及
び
緊
急
物
資
輸
送
基
地
と
し
て
の
緑
地
を
確
保

・緑
地
、
海
浜
、
釣
り
桟
橋
を
計
画

市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
等

住
民
か
ら
の
要
請
・意
見

・憩
い
や
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
場
の
創
出

N
PO
等
か
ら
の
要
望

・み
な
と
の
賑
わ
い
空
間
の
創
出

第
１
回
委
員
会

・地
域
の
現
況

・港
湾
の
現
況

整
備
状
況
、
利
用
状
況

臨
海
部
産
業
の
動
向

等
・地
域
の
発
展
の
方
向
と
港
湾
へ
の
要
請

・将
来
像
と
取
り
組
む
べ
き
課
題

第
２
回
委
員
会

・長
期
構
想
（案
）の
検
討

長
期
計
画
フ
レ
ー
ム
、
課
題
の
展
開
方
向
、

空
間
利
用
構
想

等

第
３
回
委
員
会

・長
期
構
想
（案
）の
検
討

・港
湾
計
画
へ
の
反
映
に
つ
い
て
検
討

環
境
保
全
に
向
け
た
取
り
組
み

・企
業
の
環
境
活
動
へ
の
支
援

・港
湾
の
整
備
と
利
用
に
お
け
る
環
境
保
全
へ
の
対
応

（美
し
い
み
な
と
づ
く
り
）

・自
然
環
境
の
保
全
へ
の
対
応

（残
さ
れ
た
自
然
環
境
の
保
全
・活
用
）

環
境
保
全
に
向
け
た
取
り
組
み

・企
業
の
環
境
活
動
へ
の
支
援

・港
湾
の
整
備
と
利
用
に
お
け
る
環
境
保
全
へ
の
対
応

（美
し
い
み
な
と
づ
く
り
）

・自
然
環
境
の
保
全
へ
の
対
応

（残
さ
れ
た
自
然
環
境
の
保
全
・活
用
）

６
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緑
地
、
小
型
船
溜
り

交
流
拠
点
・緑
地

魚
釣
桟
橋

海
浜
・魚
釣
桟
橋

臨
港
道
路

埠
頭
用
地
(埋
立
)

港
湾
計
画
へ
反
映

長
期
構
想
:大
分
港
の
長
期
空
間
利
用
構
想
（ゾ
ー
ン
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
）

小
型
船
だ
ま
り

緑
地

西
大
分
地
区

大
在
地
区

神
崎
地
区

７
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三
河
港
に
お
け
る
住
民
参
加
手
続
き
の
実
施
状
況

H
16
.4
.2
6

港
湾
計
画
検
討
委
員
会

第
1回
委
員
会

H
17
.1
2.
26

港
湾
計
画
検
討
委
員
会

第
2回
幹
事
会

H
18
.2
.2
0

港
湾
計
画
検
討
委
員
会

第
3回
幹
事
会

H
18
.1
1.
29

港
湾
計
画
検
討
委
員
会

第
4回
幹
事
会

H
19
.3
.2
7

港
湾
計
画
検
討
委
員
会

第
2回
委
員
会

H
16
.4
.2
0

港
湾
計
画
検
討
委
員
会

第
1回
幹
事
会

第
１
回
幹
事
会
・委
員
会

・三
河
港
を
取
り
巻
く
状
況
の
分
析

・三
河
港
の
果
た
す
べ
き
役
割
と
方
向
性

※
干
潟
や
浅
場
の
環
境
の
考
慮
に
つ
い
て
言
及

第
２
回
幹
事
会

・三
河
港
の
将
来
ﾋ
ｼ゙
ｮ゙ﾝ

施
策
展
開
の
方
向
性
、
利
用
の
ゾ
ー
ニ
ン
グ

・利
用
計
画
の
検
討

機
能
別
の
空
間
利
用
、
地
区
別
の
空
間
利
用

※
既
定
計
画
の
埋
立
計
画
の
見
直
し
に
つ
い
て
言
及

第
３
回
幹
事
会

・港
湾
の
開
発
・利
用
と
環
境
の
保
全
・再
生

港
湾
整
備
に
よ
る
効
果
、
海
域
の
利
用

・環
境
に
対
す
る
取
り
組
み

※
既
定
計
画
の
埋
立
面
積
を
縮
小
し
た
案
を
提
示

第
４
回
幹
事
会

・埋
立
計
画
の
検
討
（複
数
案
の
提
示
）

→
六
条
干
潟
を
保
全
し
沖
合
を
埋
め
立
て
る
案
が

支
持
さ
れ
、
今
後
、
詳
細
な
調
査
及
び
検
討
を
実

施
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

住
民
ア
ン
ケ
ー ト

住
民
ア
ン
ケ
ー ト

・現
地
調
査
、
詳
細
な
予
測
を
行
い
、

埋
立
計
画
を
再
検
討
（１
～
２
年
）

・検
討
結
果
を
協
議
会
に
諮
り
計

画
策
定
の
手
続
き
進
め
て
い
く

第
１
回
住
民
ア
ン
ケ
ー
ト
を
踏

ま
え
た
計
画
の
検
討

自
然
環
境
の
保
全
を
求
め
る
声
も
あ

る
が
、
そ
れ
以
上
に
地
域
社
会
の
発

展
の
た
め
自
然
と
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た

み
な
と
づ
く
り
を
求
め
る
声
が
多
い

利
用
計
画
の
検
討

第
２
回
住
民
ア
ン
ケ
ー
ト

の
結
果

環
境
に
配
慮
し
て
開
発
を
進

め
る
こ
と
に
理
解
を
示
す
住

民
が
多
い
が
、
一
方
で
環
境

（干
潟
）の
保
全
を
求
め
る
住

民
の
声
が
あ
る

埋
立
計
画
の
検
討

（複
数
案
）

第
２
回
幹
事
会
資
料
（住
民
意
見
を
踏
ま
え
た
埋
立
計
画
の
検
討

第
２
回
ア
ン
ケ
ー
ト
資
料
（幹
事
会
で
の
検
討
結
果
を
踏
ま
え
今
後
の
方
向
性
を
提
示
）

８

3－1－62



第
４
回
幹
事
会
で
提
示
さ
れ
た
埋
立
計
画
案

９
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14

■
ル
ー
ト
・
構
造
の
比
較
検
討
の
結
果

比
較
検
討
の
結
果

3－1－64



15

■
ル
ー
ト
・
構
造
の
比
較
検
討
の
結
果

市
民
等
の
懸
念
や
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
、
代
替
案
を
総
合
的
に
比
較
し
た
結
果
、
「
た
た
き
台
ト
ン
ネ
ル
延
長
案
」
を
構
想
段
階

の
ル
ー
ト
・
構
造
に
決
定
。

構
想
段
階
お
け
る
ル
ー
ト
・構
造
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資
料
５
－
４

港
湾
の
公
共
事
業
の
構
想
段
階
に
お
け
る

住
民
参
加
手
続
き
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

国
土
交
通
省
港
湾
局
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住
民
等
の
幅
広
い
意
見
の
把
握
に
努
め
、
構
想
案
の
策
定
プ
ロ
セ
ス
の
透
明
性
･

客
観
性
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
住
民
等
の
理
解
の
促
進
及
び
合
意
の
形
成
を

図
る

住
民
参
加
手
続
き
の
目
的

住
民
参
加
手
続
き
の
対
象

港
湾
計
画
の
策
定
・変
更
に
先
が
け
て
検
討
す
る
港
湾
の
長
期
構
想
案

重
要
港
湾
に
お
い
て
将
来
の
港
湾
の
姿
を
大
き
く
変
え
る
構
想
案
を
策
定
す
る
際
、
国
が
行
う
と
想
定
さ
れ
る
事
業
が
構

想
案
に
含
ま
れ
る
場
合
に
構
想
案
全
体
を
対
象
と
す
る
。

１

3－1－67



住
民
参
加
手
続
き
の
標
準
（モ
デ
ル
ケ
ー
ス
）

【ス
テ
ッ
プ
１
： 国
・港
湾
管
理
者
・関
係
市
町
村
の
調
整
】

国
、
港
湾
管
理
者
、
関
係
市
町
村
に
お
い
て
、

①
行
政
ニ
ー
ズ

②
構
想
案
の
検
討
体
制
（協
議
会
の
設
置
に
関
す
る
こ
と
及
び
協
議
会
の
委
員
構
成
等
）

③
住
民
等
の
意
見
の
把
握
方
法
（ア
ン
ケ
ー
ト
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
及
び
説
明
会
等
）

④
実
施
期
間

等
に
つ
い
て
調
整
を
行
う
。

【ス
テ
ッ
プ
２
： 検
討
体
制
等
の
公
表
】

ス
テ
ッ
プ
１
で
調
整
し
た
結
果
に
つ
い
て
、
国
や
港
湾
管
理
者
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
を
利
用
し
、

住
民
等
に
対
し
公
表
す
る
。

２
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【ス
テ
ッ
プ
３
： 基
本
ニ
ー
ズ
の
把
握
】

ス
テ
ッ
プ
１
で
調
整
し
た
③
住
民
等
の
意
見
の
把
握
方
法
（ア
ン
ケ
ー
ト
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
及
び
説
明

会
等
）に
よ
り
、
当
該
港
湾
に
対
す
る
住
民
等
か
ら
の
基
本
的
な
要
請
や
意
見
を
把
握
し
、
協
議

会
に
報
告
す
る
。

ス
テ
ッ
プ
３
で
住
民
へ
提
供
す
る
情
報

・港
湾
の
現
況
（沿
革
、
利
用
状
況
、
施
設
整
備
状
況
等
）

・環
境
の
現
況

・構
想
案
の
必
要
性

等

【ス
テ
ッ
プ
４
： 構
想
案
の
検
討
】

協
議
会
に
お
け
る
検
討
結
果
を
受
け
国
及
び
港
湾
管
理
者
に
お
い
て
構
想
案
を
検
討
す
る
。

３
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【ス
テ
ッ
プ
５
： 住
民
等
の
意
見
の
把
握
】

ス
テ
ッ
プ
４
で
検
討
し
た
構
想
案
に
関
し
ス
テ
ッ
プ
１
で
調
整
し
た
③
住
民
等
の
意
見
の
把
握
方
法
（ア

ン
ケ
ー
ト
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
及
び
説
明
会
等
）に
よ
り
、
住
民
等
の
意
見
を
把
握
し
、
協
議
会
に
報
告
す
る
。

ス
テ
ッ
プ
５
で
住
民
へ
提
供
す
る
情
報

・ス
テ
ッ
プ
３
に
お
け
る
意
見
把
握
結
果

・構
想
案
の
概
要
（施
設
の
内
容
、
配
置
、
規
模
等
）

・目
標
年
次

・環
境
へ
の
影
響
の
評
価

・将
来
の
港
湾
の
能
力

・事
業
の
効
果

等

※
構
想
案
は
原
則
と
し
て
複
数
案
を
公
表

【ス
テ
ッ
プ
６
： 構
想
案
の
検
討
・策
定
】

協
議
会
に
お
け
る
検
討
結
果
を
受
け
、
国
及
び
港
湾
管
理
者
に
お
い
て
検
討
を
行
い
、
構
想
案
を

策
定
す
る
。

【ス
テ
ッ
プ
７
： 構
想
案
・検
討
経
過
の
公
表
】

策
定
し
た
構
想
案
及
び
案
の
策
定
に
至
っ
た
検
討
経
過
に
つ
い
て
公
表
す
る
。

４
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検
討
体
制
等
の
公
表

（情
報
の
提
供
)

構
想
案
の
検
討

（意
見
の
反
映
）

構
想
案
の
検
討
・策
定

（意
見
の
反
映
）

港
湾
管
理
者
・国
･関
係
市
町
村
の

調
整

(行
政
間
の
調
整
)

構
想
案
･検
討
経
過
等
の
公
表

手
続
き
実
施
主
体
：国
及
び
港
湾
管
理
者

ア
ン
ケ
ー
ト
、
ヒ
ア

リ
ン
グ
、
説
明
会
等

の
実
施

検
討

検
討

報
告

報
告

計
画
策
定
ま
で
に

２
回
の

キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル

住
民
意
見
の
把
握

（意
見
の
募
集
・集
約
)

基
本
ニ
ー
ズ
の
把
握

（意
見
の
募
集
・集
約
)

住
民
参
加
手
続
き
フ
ロ
ー
（モ
デ
ル
ケ
ー
ス
）

ア
ン
ケ
ー
ト
、
ヒ
ア

リ
ン
グ
、
説
明
会
等

の
実
施

協
議
会

（長
期
構
想
検
討
委
員
会
等
）

検
討
体
制

・学
識
経
験
者

・海
事
関
係
者

・港
湾
関
係
者

・関
係
行
政
機
関

・住
民
代
表

等

港
湾
計
画
策
定
の
手
続
き

計
画
段
階

港
湾
計
画
概
要
の
告
示

事
業
の
実
施

５
事
業
段
階
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大
分
港
に
お
け
る
住
民
参
加
手
続
き
の
実
施
状
況

大
分
港

長
期
構
想

検
討
委
員
会

(第
１
回
)

大
分
港
に
関
す
る

市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
及
び

港
湾
関
連
事
業
者
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査

大
分
港
長
期
構
想
（案
）

に
関
す
る
意
見
募
集

大
分
港

長
期
構
想

検
討
委
員
会

(第
３
回
)

大
分
港

長
期
構
想
策
定

H
17
.2
.2
4

H
16
.1
0.
29
～
11
.2
0

H
18
.6
.1
2

H
18
.6
.2
8～
7.
28

H
18
.8
.2
4

大
分
港

長
期
構
想

検
討
委
員
会

(第
２
回
)

長
期
構
想
：大
分
港
の
将
来
像
と
実
現
に
向
け
て
の
取
り
組
み

１
．
大
分
の
飛
躍
を
牽
引
し
、
暮
ら
し
の
安
定
を
支
え
る

・・
・産
業
・流
通
拠
点
港
湾

・物
流
機
能
の
強
化
（外
貿
コ
ン
テ
ナ
・内
貿
ユ
ニ
ッ
ト
貨
物
へ
の
対
応
）

・安
心
し
て
使
え
る
港
（放
置
艇
対
策
）、

・新
規
産
業
の
導
入

２
．
暮
ら
し
に
活
力
と
安
心
を
提
供
す
る

・・
・市
民
共
生
港
湾

・人
と
港
の
つ
な
が
り
（市
民
協
働
体
制
の
確
立
、
賑
わ
い
拠
点
の
充
実
）

・安
心
を
も
た
ら
す
港
づ
く
り
（地
域
防
災
機
能
の
強
化
）

３
．
人
と
産
業
と
環
境
の
調
和
を
実
現
す
る

・・
・環
境
共
生
港
湾

・環
境
保
全
へ
貢
献
、
・海
域
環
境
の
向
上

港
湾
計
画
へ
反
映

・外
貿
コ
ン
テ
ナ
埠
頭
、
内
貿
R
O
R
O
埠
頭
、
臨
港
道
路
を
計
画

・放
置
艇
を
適
切
に
収
容
す
る
た
め
小
型
船
だ
ま
り
を
計
画

・耐
震
岸
壁
及
び
緊
急
物
資
輸
送
基
地
と
し
て
の
緑
地
を
確
保

・緑
地
、
海
浜
、
釣
り
桟
橋
を
計
画

市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
等

住
民
か
ら
の
要
請
・意
見

・憩
い
や
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
場
の
創
出

N
PO
等
か
ら
の
要
望

・み
な
と
の
賑
わ
い
空
間
の
創
出

第
１
回
委
員
会

・地
域
の
現
況

・港
湾
の
現
況

整
備
状
況
、
利
用
状
況

臨
海
部
産
業
の
動
向

等
・地
域
の
発
展
の
方
向
と
港
湾
へ
の
要
請

・将
来
像
と
取
り
組
む
べ
き
課
題

第
２
回
委
員
会

・長
期
構
想
（案
）の
検
討

長
期
計
画
フ
レ
ー
ム
、
課
題
の
展
開
方
向
、

空
間
利
用
構
想

等

第
３
回
委
員
会

・長
期
構
想
（案
）の
検
討

・港
湾
計
画
へ
の
反
映
に
つ
い
て
検
討

環
境
保
全
に
向
け
た
取
り
組
み

・企
業
の
環
境
活
動
へ
の
支
援

・港
湾
の
整
備
と
利
用
に
お
け
る
環
境
保
全
へ
の
対
応

（美
し
い
み
な
と
づ
く
り
）

・自
然
環
境
の
保
全
へ
の
対
応

（残
さ
れ
た
自
然
環
境
の
保
全
・活
用
）

環
境
保
全
に
向
け
た
取
り
組
み

・企
業
の
環
境
活
動
へ
の
支
援

・港
湾
の
整
備
と
利
用
に
お
け
る
環
境
保
全
へ
の
対
応

（美
し
い
み
な
と
づ
く
り
）

・自
然
環
境
の
保
全
へ
の
対
応

（残
さ
れ
た
自
然
環
境
の
保
全
・活
用
）

６
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緑
地
、
小
型
船
溜
り

交
流
拠
点
・緑
地

魚
釣
桟
橋

海
浜
・魚
釣
桟
橋

臨
港
道
路

埠
頭
用
地
(埋
立
)

港
湾
計
画
へ
反
映

長
期
構
想
:大
分
港
の
長
期
空
間
利
用
構
想
（ゾ
ー
ン
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
）

小
型
船
だ
ま
り

緑
地

西
大
分
地
区

大
在
地
区

神
崎
地
区

７
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三
河
港
に
お
け
る
住
民
参
加
手
続
き
の
実
施
状
況

H
16
.4
.2
6

港
湾
計
画
検
討
委
員
会

第
1回
委
員
会

H
17
.1
2.
26

港
湾
計
画
検
討
委
員
会

第
2回
幹
事
会

H
18
.2
.2
0

港
湾
計
画
検
討
委
員
会

第
3回
幹
事
会

H
18
.1
1.
29

港
湾
計
画
検
討
委
員
会

第
4回
幹
事
会

H
19
.3
.2
7

港
湾
計
画
検
討
委
員
会

第
2回
委
員
会

H
16
.4
.2
0

港
湾
計
画
検
討
委
員
会

第
1回
幹
事
会

第
１
回
幹
事
会
・委
員
会

・三
河
港
を
取
り
巻
く
状
況
の
分
析

・三
河
港
の
果
た
す
べ
き
役
割
と
方
向
性

※
干
潟
や
浅
場
の
環
境
の
考
慮
に
つ
い
て
言
及

第
２
回
幹
事
会

・三
河
港
の
将
来
ﾋ
ｼ゙
ｮ゙ﾝ

施
策
展
開
の
方
向
性
、
利
用
の
ゾ
ー
ニ
ン
グ

・利
用
計
画
の
検
討

機
能
別
の
空
間
利
用
、
地
区
別
の
空
間
利
用

※
既
定
計
画
の
埋
立
計
画
の
見
直
し
に
つ
い
て
言
及

第
３
回
幹
事
会

・港
湾
の
開
発
・利
用
と
環
境
の
保
全
・再
生

港
湾
整
備
に
よ
る
効
果
、
海
域
の
利
用

・環
境
に
対
す
る
取
り
組
み

※
既
定
計
画
の
埋
立
面
積
を
縮
小
し
た
案
を
提
示

第
４
回
幹
事
会

・埋
立
計
画
の
検
討
（複
数
案
の
提
示
）

→
六
条
干
潟
を
保
全
し
沖
合
を
埋
め
立
て
る
案
が

支
持
さ
れ
、
今
後
、
詳
細
な
調
査
及
び
検
討
を
実

施
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

住
民
ア
ン
ケ
ー ト

住
民
ア
ン
ケ
ー ト

・現
地
調
査
、
詳
細
な
予
測
を
行
い
、

埋
立
計
画
を
再
検
討
（１
～
２
年
）

・検
討
結
果
を
協
議
会
に
諮
り
計

画
策
定
の
手
続
き
進
め
て
い
く

第
１
回
住
民
ア
ン
ケ
ー
ト
を
踏

ま
え
た
計
画
の
検
討

自
然
環
境
の
保
全
を
求
め
る
声
も
あ

る
が
、
そ
れ
以
上
に
地
域
社
会
の
発

展
の
た
め
自
然
と
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た

み
な
と
づ
く
り
を
求
め
る
声
が
多
い

利
用
計
画
の
検
討

第
２
回
住
民
ア
ン
ケ
ー
ト

の
結
果

環
境
に
配
慮
し
て
開
発
を
進

め
る
こ
と
に
理
解
を
示
す
住

民
が
多
い
が
、
一
方
で
環
境

（干
潟
）の
保
全
を
求
め
る
住

民
の
声
が
あ
る

埋
立
計
画
の
検
討

（複
数
案
）

第
２
回
幹
事
会
資
料
（住
民
意
見
を
踏
ま
え
た
埋
立
計
画
の
検
討

第
２
回
ア
ン
ケ
ー
ト
資
料
（幹
事
会
で
の
検
討
結
果
を
踏
ま
え
今
後
の
方
向
性
を
提
示
）

８
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第
４
回
幹
事
会
で
提
示
さ
れ
た
埋
立
計
画
案

９
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資料 ６

今後の検討の進め方
（案）

【検討事項】

（１）対象とする構想段階の設定

（２）計画策定の手続きのあり方

（３）計画策定プロセスにおける公衆関与、地方公共団体
等の関与のあり方

（４）社会面、経済面、環境面等総合的な観点からの評価
のあり方

（５）上記（１）～（４）を踏まえたガイドラインの策定
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社会面、経済面、環境面等総合的な観点からの評価の
あり方について

計画案の評価については、事業の及ぼす社会面、経済面、環境面等の影
響・効果を総合的かつ適切に判断できるように実施する必要がある。
以下の項目について検討を行うこととするが、その際の論点を示す。

（１）複数案の設定のあり方
それぞれの面から事業の影響・効果を有意に比較できる複数案の設定が望ましい

が、事業特性や社会的要請などにより、複数案の設定が困難な場合もあることも踏
まえて、複数案の設定のあり方を検討する必要がある。

（２）評価のあり方（評価項目、評価方法等）
事業の影響・効果を適切に判断できる評価項目、評価方法が望まれるが、構想段

階は、施設の概ねの位置、配置及び規模等を検討する段階であるため、計画諸元等
について不確定なものもあり、そのような段階でどの程度までの評価の実施が必要
であるかを考慮する必要がある。
・必要な資料・情報の入手可能性、簡便かつ有効な評価手法の有無等
・求める評価の精度の水準、労力・コストなど

（３）計画案の決定のあり方
点数化や重み付け等により決定することは実態上困難な場合が多いと思われる

が、関係者の理解を得られるような決定のあり方を検討する必要がある。
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計画策定プロセスのガイドラインの策定スケジュール
（予定）

第１回研究会（H19.3）
・各事業の構想段階における計画策定の現状について
・ＳＥＡとの関係について

第２回研究会（H19.5）
第１回研究会を踏まえた計画策定プロセスのあり方につい・
て（骨子案）

第３回研究会（H19.7）
（仮称）計画プロセスガイドラインの原案策定

ガイドラインについてパブリックコメントを実施

第４回研究会（H19.10）
（仮称）計画プロセスガイドラインの策定
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参考資料１

国土交通省所管の公共事業の構想段階における 
住民参加手続きガイドライン 

 

（平成１５年６月３０日 国土交通事務次官通知） 

今後、社会資本整備を進めるに当たり、事業実施に際して、透明性、公正性を確保し住民

等の理解と協力を得るため、事業者からの積極的な情報公開・提供に努めるとともに、身近

な社会資本の管理に際して、住民、ＮＰＯなどの参画を促進するなど、事業の規模の大小、

影響範囲の広狭を問わず、これまで事業者中心に行われていた過程に住民等の主体的な参画

を促進することが必要である。このため、国土交通省所管の直轄事業及び公団等事業につい

て、計画、実施、管理等の事業過程を通じた住民参加の取組みを積極的に促進していくこと

が必要である。

これまでも、都市計画法その他の法令等に基づき事業の計画案について情報公開、住民参

加手続きを実施するなどの取組みを積極的に行ってきたところである。今後は、さらに、公

共事業の事業計画の策定過程のうち、具体的な計画段階に先立つ構想段階から情報公開、住

民参加の必要がある事業については、事業者、住民、地方公共団体、その他関係者が各々の

役割を認識した上で責任を果たしつつ、住民等との協働の下で、事業の公益性及び必要性に

ついて適切な判断を行うなどにより、より良い計画づくりに資し、事業を円滑に推進してい

くとの姿勢に立つことが必要である。

既に一部事業においては、事業の構想段階における住民参加手続きの実施に関するガイド

ラインを定めるなど先行的な取組みを進めてきているところであるが、本通知においては、

国土交通省所管の事業のうち、事業の構想段階から情報公開、住民参加の必要がある事業に

ついて横断的に、標準的な住民参加手続き等を示し、より一層の取組みの推進を図ることと

したので、直轄事業及び公団等事業の事業者においては、本通知の趣旨に沿って、事業の特

性や事案の性質、地域の実情等を踏まえた適切な措置を講じつつ、積極的な住民参加の促進

に係る取組みの推進を図るよう努められたい。

 

第１ 対象の考え方 

国土交通省及び公団等は、国土交通省所管の直轄事業及び公団等事業（国土交通省又は

公団等が、地方公共団体又は民間事業者等の委託又は要請を受けて行う事業を除く。）の

うち構想段階にあるものについて、事業の特性や事案の性質、地域の実情等に応じ本通知

第３の手続きを活用して、住民参加手続きの積極的な実施に努めるものとする。

特に、事業の特性や事案の性質、地域の実情等を勘案しつつ、ダム等の大規模な河川整

備、幹線道路、港湾の大規模岸壁、空港の滑走路の新設など事業の規模等の観点からみて

国民生活、社会経済又は環境への影響が特に大きい事業については、第３の一連の手続き

を講じることを基本とし、住民参加手続きを実施するものとする。

 また、法令等において住民参加の手続き等が定められている場合は、当該法令の手続

1
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きを前提とするものとし、構想段階より後は、当該事業に関連する都市計画法その他の

法令等に基づき事業の計画案について情報公開、住民参加手続きを実施するものとする。 

 

第２ 定義 

（１）構想段階 

事業者が、事業の公益性及び必要性を検討するとともに、当該事業により整備する施

設の概ねの位置、配置及び規模等の基本的な諸元について、事業の目的に照らして検討

を加えることにより、一の案に決定するまでの段階をいうものとする。

 

（２）住民参加手続き 

本通知に基づき講じる住民参加手続きにおいて対象となる住民は、事業の規模又は特

性に応じ、当該事業の影響が及ぶ地域住民その他の関係者（以下「住民等」という。）

とし、住民等の意思形成に資するため行う説明会その他の事業に関する情報の公開及び

提供、事業に対する住民等の意見の把握のために行う公聴会、意見書の受付けその他の

措置など、事業の計画策定への住民等の参加の促進のため講じる一連の手続きを住民参

加手続きというものとする。

（３）事業者 

事業を実施しようとする者（公団等が事業を実施しようとする者である場合にあって

は、当該事業を担当する本省部局又は地方支分部局を含むことがある。）をいうものと

する。 

 

第３ 構想段階における住民参加手続き 

 

[事業者による複数案の作成、公表] 

（１）事業者は、複数の案を作成し、公表するものとする。 

 この際、複数の案に、当該事業を行わないこととする案（当該施設の整備以外の方法

による代替案を含む。）を含むことが適切な場合は、当該事業を行わないこととする案

を含めることとする。 

 

[事業者による住民等の意見の把握のための措置] 

（２）事業者は、ホームページへの掲載等インターネットの利用、説明会又は公聴会の開催、

意見書の受付けその他の方法により、住民等に対する複数の案の公表、周知及び説明、

住民等からの質疑への応答等を真摯に行い、住民等の意見や提案を十分に把握するよ

う努めるものとする。なお、これらの措置は必要に応じ、（３）の組織が代わって行う

ことができるものとする。 

 

2
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[手続きの円滑化のための組織の設置] 

（３）事業者は、事業の特性や事案の性質、地域の実情にかんがみ、事業者が必要と判断す

る場合には、以下のような措置を講じるものとする。 

① 学識経験者等及び当該事業に関係を有する住民代表、事業者団体、地方公共団体等

の関係者からなる意見の集約・調整を図るための協議を行うための組織を設置する。 

・ 当該組織の構成員は、広く意見が代表されるよう配慮しつつ人選して、任命する

ものとする。 

② 学識経験者等からなる、事業者が実施しようとする住民参加手続きの内容、又は事

業者が複数の案の検討を行うに当たっての方針等について、客観的な立場からの助言

を行うための組織を設置する。 

・ 当該組織の構成員は、事業の特性に応じて、中立性、公正性や地域の実情等に

配慮し、幅広い分野からバランスよく人選して、任命するものとする。 

③ 上記①又は②の組織が開催する会議の会議資料及び議事録は、原則として公開する

ものとする。 

 

[住民等の意思形成に際しての配慮] 

（４）事業者は、住民等の意見の把握に当たっては、複数の案の各々について、当該案を提

示した背景及び理由、事業費などの案の内容、国民生活や環境、社会経済への影響、メ

リット・デメリット等住民等が複数の案を比較検討し、判断する上で必要かつ十分な情

報を積極的に公開・提供するとともに、事業に対する住民等の意思形成に十分な期間を

確保するよう配慮するものとする。 

この際、事業者は、住民参加手続きの内容・スケジュール等について、決定されるご

とにすみやかに公表するものとする。特に、説明会又は公聴会に関しては、十分に住民

等への周知を図るよう時間的余裕をもってその開催の予定を公表するものとする。 

 

[手続きに要する時間目標の設定等] 

（５）（３）において事業者が設置する住民参加手続きに関する組織は、構想段階における

住民参加手続きを円滑に実施するため、当該手続きに要する時間について目標を定めた

場合には、当該目標を公表するものとする。当該目標を設定する場合には、住民等の意

見の集約及び把握に必要十分な時間を確保することを念頭に置くものとする。 

 

[国民への広範な情報提供等] 

（６）事業者は、当該事業の特性に応じ、広く国民に情報を提供し、意見の把握に努めるも

のとする。

[事業者による計画案の決定、計画案決定過程の公表]
（７）事業者は、上記住民参加手続きを経て、一の案に決定する。事業者は、一の案に決定

3
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した場合には、その旨をすみやかに公表し、又は関係地方公共団体等に通知するととも

に、把握した住民等の意見の概要とこれに対する事業者の考え等、案の決定に至った過

程を案とともに公表するものとする。 

 

[地方公共団体との連携、既存構想等との整合性の確保] 

（８）事業者は、構想段階における住民参加手続きの立案及び実施について関係地方公共団

体と連携して行うとともに、一の案を決定する過程において、当該地方公共団体と調整

を図るなどにより、当該事業に関連する地方公共団体の基本構想、都市計画区域の整備、

開発及び保全の方針、その他当該地域の整備等に関する構想・方針等の内容との整合性

の確保を図るものとする。 

 

第４ 住民参加手続きの手法の充実 

国土交通省の各部局は、住民等の意見の把握や事業者が行う情報提供等の方法を充実す

るため、具体的な事例の収集に努め、事業者の参考に供するものとする。 

 

第５ 地方公共団体が実施する事業 

  法定受託事務として地方公共団体が実施する事業、地方公共団体等が国の補助金の交付

を受けて行う事業等についても、事業の規模等に応じて、本通知の趣旨に配慮した措置

が講じられることを期待する。 

 

第６ 住民参加の取組みの充実

本通知は横断的な取組みを進めるために標準的な手続きを示したものであるので、国土

交通省の地方支分部局及び公団等は、住民参加の促進のための措置を実施するに当たって

は、事業の特性、事案の性質等に応じ、創意工夫に努めるものとする。

また、国土交通省本省においては、各事業における事例、試行の積み重ねの実績を踏ま

え、事業の特性に応じ必要がある場合における各事業ごとのガイドラインの整備・充実を

進めるとともに、本通知において示した措置に関する国民の意見を踏まえつつ、適宜、本

通知に示した横断的な取組みの内容を見直し、その充実を図るものとする。

 

第７ 施設管理における住民参加の取組み

  直轄事業及び公団等事業の構想、計画段階等における住民参加の取組みに加え、美化清

掃、修景などの施設管理においても、事案に応じ、地方公共団体とも連携し、住民参加

の取組みの充実に努めるものとする。 

4

3－1－82



事
業
実
施
（
着
工
）

上
記
住
民
参
加
手
続
き
を
経
て
、
事
業
者
は
一
の
案
に
決
定

住
民
の
意
見
概
要
、
意
見
に
対
す
る
事
業
者
の
考
え
方
な
ど
、
案
の
決
定
過
程
を
公
表

計
画
段
階
 
都
市
計
画
法
等
に
基
づ
く
情
報
公
開
・
住
民
参
加
手
続
き

計
画
案
検
討
→
計
画
決
定

手
続
き
の
円
滑
化
の
た
め
の
組
織
の
設
置

（
事
業
の
特
性
や
事
案
の
性
質
、
地
域
の
実
情
に
か
ん
が
み
必
要
な
場
合
）

〇
学
識
経
験
者
等
及
び
事
業
に
関
係
の
あ
る

関
係
者
か
ら
な
る
意
見
の
集
約
・
調
整
の

た
め
の
組
織
 
 
 
 
 
 
【
協
議
会
】

○
学
識
経
験
者
等
か
ら
な
る
住
民
参
加
手
続
き

の
内
容
又
は
複
数
案
の
検
討
方
針
等
に
つ
い

て
客
観
的
な
助
言
を
求
め
る
た
め
の
組
織

 
 
 
 
 
 
 
 
【
第
三
者
機
関
等
】

・
手
続
き
の
円
滑
な
実
施
の
た
め
、
手
続
き
に
要
す
る
時
間
に
つ
い
て
目
標
を
定

め
た
場
合
は
、
当
該
目
標
を
公
表
。

・
住
民
等
の
意
見
集
約
・
葉
悪
に
必
要
十
分
な
時
間
を
確
保

住
民
等
の
意
見
の
把
握
の
た
め
の
措
置

複
数
案
に
つ
い
て
、
H
Pへ
の
掲
載
等
ｲﾝ
ﾀｰ
ﾈｯ
ﾄの
利
用
、
説
明
会
・
公
聴
会
の
開
催
、
意
見
書
の
受

付
け
等
に
よ
り
、
住
民
の
意
見
や
提
案
を
十
分
に
把
握

○
案
の
各
々
に
つ
き
、
提
示
し
た
背
景
及
び
理
由
、
案
の
内
容
、
ﾒﾘ
ｯﾄ
･ﾃ
ﾞﾒ
ﾘｯ
ﾄな
ど
住
民
等
の
比

較
検
討
・
判
断
を
す
る
上
で
必
要
か
つ
十
分
な
情
報
を
公
開
・
提
供

○
住
民
の
意
思
形
成
に
十
分
な
時
間
を
確
保

○
手
続
き
の
内
容
・
ｽｹ
ｼﾞ
ｭｰ
ﾙ等
も
決
定
ご
と
に
速
や
か
に
公
表
 

基
本
と
な
る
住
民
参
加
手
続
き

複
数
案
の
作
成
、
公
表

当
該
事
業
を
行
わ
な
い
こ
と
と
す
る
案
を
含
む
こ
と
が
適
切
な
場
合
は
、
当
該
事
業
を
行
わ
な
い

こ
と
と
す
る
案
を
含
め
る
こ
と
と
す
る

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
よ
る

標
準
的
な
手
続
き

対
象
の
考
え
方

〇
国
土
交
通
省
所
管
の
直
轄
事
業
及
び
公
団

等
事
業
は
右
の
手
続
き
を
活
用
 

〇
特
に
大
規
模
で
影
響
が
大
き
い
事
業
は
、

右
の
一
連
の
手
続
き
を
基
本
と
し
て
実
施
 

目
的
 

○
構
想
段
階
か
ら
の
情
報
公
開
・
提
供
の

努
力
、
住
民
参
加
の
促
進
 

○
事
業
者
、
住
民
、
そ
の
他
関
係
者
が

各
々
の
役
割
を
認
識
し
た
上
で
責
任
を

果
た
し
つ
つ
、
住
民
等
と
の
協
働
の
下

で
、
事
業
の
公
益
性
及
び
必
要
性
に
つ

い
て
適
切
な
判
断
を
行
う
な
ど
に
よ

り
、
よ
り
よ
い
計
画
づ
く
り
に
資
し
、

事
業
を
円
滑
に
推
進

〇
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
本
通
知
の
趣
旨
を
周
知

取
組
み
の
充
実

○
各
事
業
に
お
け
る
実
績
の
積
み
重
ね
を
踏

ま
え
、
今
後
も
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
整
備
、

充
実

〇
美
化
清
掃
、
修
景
な
ど
の
施
設
管
理
に
お
い
て

も
、
事
案
に
応
じ
、
地
方
公
共
団
体
と
連
携
し
、

住
民
参
加
の
取
組
み
を
充
実

公公
共共
事事
業業
のの
構構
想想
段段
階階
にに
おお
けけ
るる
住住
民民
参参
加加
手手
続続
きき
ガガ
イイ
ドド
ララ
イイ
ンン
のの
概概
要要

3－1－83



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 構想段階における 

市民参画型道路計画プロセスのガイドライン 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成１７年９月 

国土交通省道路局 

3－1－84



構想段階における市民参画型道路計画プロセスのガイドライン 
 

目 次 

 
ガイドラインの構成..............................................................................................................................................................1 
 
 
第１章 総論 
１．ガイドラインの目的................................................................................................................................................2 
２．ガイドラインの運用................................................................................................................................................3 
３．適用対象........................................................................................................................................................................3 
４．用語の定義...................................................................................................................................................................4 
 
 
第２章 構想段階の概要 
１．道路計画・事業・供用･管理の体系における構想段階の位置づけ...............................................5 
２．構想段階における評価の実施............................................................................................................................6 
３．構想段階における市民参画の導入..................................................................................................................6 
 
 
第３章 構想段階における道路計画 
１．構想段階の基本的考え方......................................................................................................................................7 
２．概略計画........................................................................................................................................................................8 
３．構想段階における検討の進め方（計画検討プロセス）.....................................................................10 
４．構想段階における市民参画の進め方（市民参画プロセス）...........................................................12 
５．構想段階の時間管理................................................................................................................................................13 

 
 
第４章 計画検討プロセスと構想段階評価 
１．ステップ１：計画検討の発議とプロセスの明確化...............................................................................14 
２．ステップ２：道路計画の必要性の確認........................................................................................................14 
３．ステップ３：評価項目の設定と比較案の選定.........................................................................................15 
４．ステップ４：比較案の比較評価（構想段階評価）...............................................................................17 
５．ステップ５：概略計画案の選定.......................................................................................................................19 
 
 
第５章 構想段階における市民参画プロセス 
１．市民参画プロセス.....................................................................................................................................................20 
２．市民参画プロセスの運用......................................................................................................................................20 
３．市民参画プロセスの推進体制............................................................................................................................22 

3－1－85



 1

ガイドラインの構成
 
第１章 総論 
本ガイドラインの目的や運用上の留意点、適用対象等、ガイドラインに関わる基本的な枠組
みを説明しています。 
 
第２章 構想段階の概要 
本ガイドラインが対象とする「構想段階」と、構想段階における評価(構想段階評価)、市民参画
プロセスが、道路網計画から供用・管理の過程の中でどのように位置づけられるかを説明していま
す。 
 
第３章 構想段階における道路計画 
構想段階で決定される道路計画（概略計画）に関し、その内容、効力、決定の仕方について
説明しています。また、概略計画の決定に至る過程で、どのように計画検討や市民参画が行わ
れるのか、標準的な進め方を説明しています。 
 
第４章 計画検討プロセスと構想段階評価 
計画検討プロセスの具体的な進め方をステップを追って説明しています。また、このプロセ
スの中で実施する構想段階評価についても、標準的な評価方法を示しています。 
 
第５章 構想段階における市民参画プロセス 
構想段階における市民参画プロセスについて、どのように運用すべきかを説明しています。 

 
 
 

 

図 第２章～第５章までの各章の記載対象 
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 2

第１章 総論

１． ガイドラインの目的

本ガイドラインは、「国土交通省所管の公共事業の構想段階における住民参加手続ガイド
ライン」（平成 15 年６月 30 日）に準じ、「構想段階」（第２章１を参照）における道路計
画プロセスの実施方針、さらに道路計画プロセスにおいて実施する「市民参画プロセス」及
び「構想段階評価」についての指針を示すものである。 
本ガイドラインにより、構想段階における市民参画型道路計画プロセスを導入する目的は

次のとおりである。 
① 計画プロセスにおける透明性、客観性、合理性、公正性の向上に資すること 
② 路線別計画のプロセスを「構想段階」と「計画段階」に区分することで、これまで混在
していた計画の必要性や公益性に関わる議論と個々の利害調整に関わる議論を整序化
し、プロセスの効率化に資すること 

③ 計画プロセスの早い段階から、さまざまな可能性を総合的な観点から比較、評価するこ
とを通して、より合理的な計画づくりに資すること 

④ 計画プロセスの早い段階から、市民等の意見を反映する手続を定め，より良い計画づく
りに資すること 

 
【解説】 
ア） 「市民参画型道路計画プロセスのガイドライン(平成 1 4 年８月)」策定の経緯 

 我が国の道路事業における市民等への情報提供や市民等の意見把握を行う機会は、従来、都

市計画等事業実施を前提とする計画が決定される直前に限られており、計画の構想についての

検討は、事業主体（行政機関）の内部で行われるのが一般的でした。 

 そのため、道路計画の必要性等公益性に係る議論と、詳細なルート位置等利害の調整に係る

議論が、計画を決定しようとする段階で同時に行われることになる場合が多く、こうしたこと

が、議論の混乱を招いたり、計画決定が遅延したりする要因の一つとなることも少なくありま

せんでした。 

 そこで 

1)計画の早い段階から市民参画の導入を図り、計画決定プロセスの透明性・客観性を高め、公

正な判断を行うこと、 

2) 道路計画に市民等の意見を反映する手続を定め、より良い計画づくりに資すること、 

3) 公益的な視点で計画の必要性の判断を行った後に、公益性と市民等の利害を調整するという

段階的な手続を構築し、計画決定プロセスを効率的に進めること、 

を目的として｢市民参画型道路計画プロセスのガイドライン｣が平成14年8月に策定されました。 
 
イ） 「市民参画型道路計画プロセスのガイドライン」改訂の経緯 

 「市民参画型道路計画プロセスのガイドライン」(H14.8)の策定以降、同ガイドラインに沿っ

た計画づくりの実績が増えつつあります。こうした事例を検証すると、計画プロセスを実施する

上で特に注意すべき点が明らかになった例や、具体的な案件に対応した結果として、ガイドライ

ンの内容を拡充、あるいは簡略化したかたちで実施された例が見られます。 

 また、平成 16 年 6 月に国土交通省環境行動計画が策定され、その中で構想段階においても総合

的な観点からの評価を行い、より客観的、合理的に計画づくりを進めることが求められています。 

 このような状況に対応するため、今般、ガイドラインの改訂を行いました。 

 なお、改訂にあたっては表題に「構想段階における・・・」と追記し、本ガイドラインが構

想段階を対象にしていることを明確にしました。これまでのガイドラインでも同様に構想段階

を対象としており、今回新たに対象を構想段階に絞ったということではありません。 
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ウ） 本ガイドラインにおける「手続の適切性」の概念 
本ガイドラインでは、計画検討プロセスに必要な条件のうち、「透明性」、「客観性」、「合

理性」、「公正性」という用語を、以下のように整理しています。 

「透明性」…計画検討プロセスに関する情報が誰に対しても開示されていること。 

「客観性」…計画検討や評価に用いるデータ・情報等が客観的なものであること。 

「合理性」…計画検討プロセスの手順、計画案の比較、それらの修正などが合理的に行われ

ること 

「公正性」…計画検討プロセスの進め方や判断が、偏りなく公平であること。 

以上、手続き上の 4つの概念によって，「手続の適切性」が保たれると考えています。 

 

 

２． ガイドラインの運用

地域社会の状況、道路の役割、道路に対する利用者ニーズ等は多種多様であり、従ってそ
れらに対応する道路計画の策定にあたって考慮すべき事項もまた多様である。そのため本ガ
イドラインは、全国画一的に運用するのではなく、前項の目的を踏まえた上で、個別事業の
状況に応じて柔軟な運用を行うことが必要である。 

 
【解説】 
ア） ガイドライン運用上の留意点 

 本ガイドラインは、構想段階における市民参画型道路計画プロセスの進め方について、基本

的な指針を示したものですが、本ガイドラインに書かれているとおりのことを行えば、どのよ

うな案件でも円滑に計画プロセスを進められるということではありません。案件毎に社会背景

や地域事情が異なるため、それら様々な事柄を考慮し、計画プロセスの進め方を創意工夫して

いくことが必要です。 

 
 

３． 適用対象

本ガイドラインの適用対象は、次に掲げる道路の計画とする｡ 
①  環境影響評価法第二条第二項に規定される第一種事業に該当すると考えられる道路

事業の計画 
②  その他、道路管理者が本ガイドラインを適用することが適当と認める道路の計画 
なお、本ガイドラインは、新規に構想段階の検討に着手する計画を主な対象とするが、既

に検討途上にある計画についても、適当と判断される場合には本ガイドラインを適用するこ
とができるものとする。 

 
【解説】 
ア） 適用対象の考え方 

 本ガイドラインに示す計画プロセスは、環境や市民生活に大きな影響を及ぼす恐れのある道

路の計画等、様々な利害が対立し、早い段階からの合意形成を必要とするような計画について

特に適用すべきものと考えられます。このような観点から、基本的には環境影響評価法に規定

される第一種事業に該当するような一定規模以上の道路事業の計画を対象とします。 
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イ） 道路管理者が適用することが適当と認める計画 
 当然のことながら、①に該当しない比較的小規模な道路の計画に対して本ガイドラインに示

す計画プロセスの全部または一部を適用することを妨げるものではありません。計画の早い段

階から市民参画プロセスを導入して計画の検討を進めることが、より円滑で、より良い計画づ

くりに資すると考えられる場合には、小規模事業の計画にも本ガイドラインを積極的に適用し

ていくことが推奨されます。 

 

４． 用語の定義

① 道路管理者 
道路法第十八条第一項に規定する道路管理者。但し、構想段階において道路種別を特定
することが困難な場合等、道路管理者が明確でない道路の計画を対象とする場合にあっ
ては、関係行政機関による協議会等を本ガイドラインにおける道路管理者とみなすこと
ができる。 

② 関係行政機関 
道路管理者、当該道路計画に関係する国、道路関係公団（高速道路会社）、地方道路公
社、地方自治法第一条の三に規定する地方公共団体 

③ 市民等 
市民の他、企業、道路利用者、特定非営利活動促進法第二条の二に規定する特定非営利
活動法人(NPO)等 

④ 都市計画 
都市計画法第二章に規定する都市計画 

⑤ 環境影響評価 
環境影響評価法第二条に規定する環境影響評価 

⑥ 事業評価 
「国土交通省所管公共事業の新規事業採択時評価実施要領」に基づく新規採択時評価、
「国土交通省所管公共事業の再評価実施要領」に基づく再評価、「国土交通省所管公共
事業の事後評価実施要領」に基づく事後評価 
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第２章 構想段階の概要

１． 道路計画・事業・供用･管理の体系における構想段階の位置づけ

道路網計画から供用･管理までの体系は、下図のような５つの段階で構成される。本ガイドラ
インが対象とする「構想段階」は、路線別計画段階の最初の段階に位置づけられ、道路網計画を
踏まえ、概ねのルートの位置や基本的な道路構造等（概略計画）が決定される段階である（具体
的には第３章１．に示すプロセスをいう）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
【解説】 
ア） 道路網計画から供用･管理までの各段階で決定される計画等の内容 

 各段階では、一般に次のような決定や検討作業が行われます。 
 

段階 計画等の決定内容 
①道路網計画
の段階 

広域的な土地利用や交通需要等を踏まえて、面的な交通計画、道路網
整備に関する方針を決定 

②構想段階 概ねのルートの位置や基本的な道路構造等（概略計画）を決定 
③計画段階 事業実施の前提となる計画(都市施設の都市計画等)として、具体的な

ルートの位置や道路構造を決定 
④事業化段階 事業実施のための測量や設計を行い、概算費用の算定や工程計画を勘

案した事業の実施方針を決定 
社会情勢の変化等に伴い、必要に応じて計画を見直し 

⑤供用･管理
段階 

供用後一定期間を経た後に、効果の発現等の状況を踏まえて、必要に
応じて改善策を検討 

供
用 

管
理 

段
階 

道路計画・事業 
供用･管理の体系 各段階の計画等 各段階の評価等 

道
路
網
計
画 

の
段
階 

②
構
想
段
階 

③
計
画
段
階 

路
線
別
計
画
段
階 
事
業
化 

段
階 

道路網計画 

概略計画 

事業実施の 
前提となる計画 

（都市施設の都市計画等）

事業化 

供用・管理 

【道路網計画の評価や 
路線別計画との整合】 
※手法等の確立は今後の課題

【構想段階評価】 

【環境影響評価】 

【新規事業採択時評価】 

【事後評価】 

【再評価】 

① 

④ 

⑤ 

図１ 道路計画・事業・供用･管理の体系における計画や評価等

【交通計画、道路網計画を作
成するため道路網の構成等
について評価】 

※手法等の確立は今後の課題 
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イ） 路線別計画を段階的な構成とすることのねらい 

 構想段階で議論すべき「公益性の観点からの計画の必要性の議論」と、計画段階で議論すべ

き「地域的な利害調整に係る議論」を区分することで、論点が明確化され、効率的な議論につ

ながると考えられることから、路線別計画を２段階で構成することとしています。 
 
 

２． 構想段階における評価の実施

これまで、道路の路線別計画・事業・供用･管理の各段階において客観的かつ合理的な意思
決定を行うため、それぞれ評価を実施してきたところであるが、構想段階においても「構想
段階評価」を実施するものとする。 

 
【解説】 
ア） 構想段階評価のねらい 

 構想段階評価は、道路網計画から供用･管理までの段階における評価体系の一環として構想段

階で実施する評価です。道路網計画から供用･管理までの各段階では次のような評価が実施され、

評価の体系を構成しています。 
 

段階 評価制度等 評価の内容 
①道路網計画
の段階 

－ 交通計画、道路網計画を作成するため道路網の構成等
について評価 

②構想段階 構想段階評価 概略計画案を絞りこむため、概ねのルートの位置や道
路構造について、事業の効果、環境、費用等総合的な
観点から評価 

③計画段階 環境影響評価 
都市計画 

事業実施の前提となる計画（都市施設の都市計画等）
を作成するため、具体的なルート、構造等の環境への
影響や都市計画との整合等を評価 

④事業化段階 新規事業採択
時評価 

事業実施の可否を判断するため、事業の効率性と効果
を確認し、事業実施の必要性を評価 

 再評価 事業採択後、一定期間を経過した事業等に関して、事
業の継続もしくは中止等を判断するため、事業の効率
性と効果を評価 

⑤供用･管理
段階 

事後評価 完了した事業について、その効果、影響等実績の確認
を行う評価。必要に応じて適切な改善を検討するとと
もに、評価結果を同種事業の計画・調査等への反映を
図るための評価 

 
 

３． 構想段階における市民参画の導入

道路計画の構想段階においても積極的に市民参画プロセスを導入するものとする。 

 
【解説】 
ア） 構想段階から市民参画プロセスを導入することのねらい 

 構想段階における市民参画プロセスの実施は、概略計画を市民等のニーズを適切に反映した

ものとする上で不可欠です。構想段階での市民参画プロセスが十分に行われていないと、続く

計画段階において、本来、構想段階で確認されるべき道路計画の必要性等に議論が遡り、計画

段階で本来行われるべき議論が不十分となる等、混乱を招く可能性もあります。 
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第３章 構想段階における道路計画

１． 構想段階の基本的考え方

構想段階とは、路線別計画のうち、道路管理者が、道路の概ねの位置や構造等の基本的
な事項(概略計画)を決定する段階をいう。 
 構想段階においては、当該道路計画の目的等を明確化した上で、目的の達成に資する幅
広い比較案から最も優位な概略計画案の選定を行い（計画検討プロセス）、道路管理者は、
この概略計画案をもとに、概略計画を決定する。 
計画検討プロセスは、政策的、技術的観点の情報に加え、市民等との一連のコミュニケ

ーション(市民参画プロセス：第５章参照)を通して得られた情報も考慮しつつ進めるもの
とする。 

 
【解説】 
ア） 構想段階の構成（概略計画、計画検討プロセス、市民参画プロセスの関係） 

 構想段階における計画の体系、計画検討プロセス、市民参画プロセスの関係は以下のように

整理できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概略計画

道路計画・事業・
供用･管理の体系 計画検討プロセス 市民参画プロセス

市民等との
コミュニ
ケーション

ステップ１
計画検討の
発議と
プロセス
の明確化 ステップ３

評価項目の設定
と比較案の選定

ステップ４
比較案の比較評価
【構想段階評価】

ステップ５
概略計画案
の選定

T

構
想
段
階T

道路網計画等

ステップ２
道路計画の
必要性の確認
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２． 概略計画

(1) 概略計画の決定 
 道路管理者が概略計画を決定するにあたっては、概略計画案をもとに次に掲げる観点
を総合的に検討して判断するものとする。 
①政策的整合性（国及び地方公共団体の政策（長期計画等）との整合性） 
②技術的合理性（想定される目的の達成度合いや整備効果、事業による影響等技術的
な観点） 

③計画検討プロセスの適切性（透明性、客観性、合理性、公正性）及び市民参画プロ
セスの妥当性 

(2) 概略計画の内容 
 道路管理者は概略計画として基本的には次の事項を定める。 
①起終点 
②道路種別（高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道の別） 
③計画諸元(車線数、設計速度等) 
④構想ルート帯(概ね 1/25,000～1/50,000 スケールで、概ね 幅 250m～１km 程度のルー  
ト帯) 

⑤主な連結する道路 
⑥主たる構造(盛土、切土、トンネル、橋もしくは高架、その他の構造の別) 
⑦その他必要な事項 

(3) 概略計画の扱い 
 道路管理者は、概略計画を決定した場合には、これを公表するものとする。 
 なお、概略計画を決定した区間が都市計画区域内にある場合には、必要に応じ、都
市計画決定権者と連携して、それぞれの都市計画区域における整備、開発及び保全の
方針(都市計画区域マスタープラン)に位置づける等の措置を講じる。 

(4) 概略計画の効力 
 概略計画の内容は、詳しい計画精度には至っていないため、その決定をもって私権
を制限するような効力（建築の規制等）が生じるものではない。しかし、概略計画は、
当該道路計画の必要性や比較案の比較検討等について適切なプロセスを経て意思決定
されたものであり、その決定をもって次の段階（図１に示す計画段階）へ進むことが
適当であるとの評価がなされたとみなすことができる。 

 
【解説】 
ア） 概略計画の決定の考え方 

 概略計画の決定は、適切なプロセスを経て選定された概略計画案をもとに、道路管理者が行

います。市民参画プロセスを実施するということは、必ずしも「市民参画で得られた結論をそ

のまま概略計画にする」ということではなく、「市民参画で得られた情報を、意思決定にあたっ

て考慮する重要な要素にする」ということであることに注意が必要です。 

 また、「計画検討プロセスの適切性及び市民参画プロセスの妥当性」については、本ガイド
ラインに示す標準的なプロセスが適切に実施されている場合には、この要件を満たしているも

のと解してよいものと考えます。 
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イ） 概略計画における決定事項の標準的内容 
 概略計画において決定する事項は基本的に以下の内容とします。なお、その一部について概

略計画の段階では定めることが困難な場合には、その旨を記載するものとします。 

①起終点   ： 当該路線の起点及び終点の所在地の市町村名を記載します。 

②道路種別     ： 計画する道路の種別が道路法第三条に規定されている高速自動車国

道、一般国道、都道府県道、市町村道のいずれに該当するかを記載

します。 

③計画諸元     ： 計画する道路の標準車線数及び設計速度(単位：km/h)を記載します。 

④構想ルート帯   ： 概ね 1/25,000～1/50,000 の縮尺の図を用い、計画する路線の位置を

概ね 250m～1km 程度の幅を持つルート帯で図示します。なお、検討

の結果、より広い幅でルート帯を決定し、計画段階以降のより詳細

な検討を踏まえて具体的に絞り込んでいくことも考えられます。 

⑤主な連結する道路 ： 当該計画道路に連結する、あるいは連結する予定のある主な道路に

ついて、その連結位置が所在する予定の市町村名及び連結する道路

の名称を記載し、ルート帯上に図示します。 

⑥主たる構造    ： 計画する道路の構造を盛土、切土、トンネル、橋若しくは効果、
その他の構造の別に区別して記載します。なお、区間により、構造
が異なる場合には、一定延長の区間毎（区間の起終点を市町村名で

記載）に構造を記載し、必要に応じルート帯上に図示します。 

⑦その他必要な事項 ： 計画段階において考慮すべき事項（例：接道条件や、交通管理等）が

ある場合には、その旨を記載します。 

なお、必要に応じて、①～⑥のような道路の諸元のほかに、道路計画の目的や計画決定の判

断根拠（コントロールポイント等も含む）も含めて概略計画の内容として決定し、公表するこ

ともできます。 

 

ウ） 決定した概略計画の公表 
 道路管理者は、決定した概略計画が広く市民等に認知されるよう努める必要があります。その

際の公表等の方法には、広報誌、ホームページ、マスメディアを通じた情報発信等があります。 

 
エ） 環境影響評価手続との関係 

 概略計画は、環境影響評価手続の前提となる計画で、方法書に記載する事業内容とすること

ができます。 

 

オ） 都市計画への位置付け 
 道路計画と都市計画の方針との整合を図るため、構想段階から都市計画決定権者と連携を図
り、決定した概略計画を都市計画区域における整備、開発及び保全の方針（都市計画区域マス

タープラン）に位置づけ、沿線地域の将来像との調和が図られるようにしておくことが望まし

いと考えられます。 
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カ） 概略計画決定の意義 
 概略計画は、次の計画段階（都市計画決定手続等）における検討の基本となるものであり、
都市計画手続に諮る計画案について基本的な事項を決定するものです。 

 概略計画の検討過程において市民参画プロセスが適切に実施されることにより、「公益性の観

点から、より詳細な計画の段階（次の計画段階）に進めて検討することが適当と認められた案

を得た」と考えることができます。 
 
キ） 概略計画の精度の考え方 

 概略計画は、概略設計の前提となる基本的事項（起終点やルート帯等）程度の精度で決定さ

れます。概略計画における精度をこの程度とする理由は、構想段階において議論すべき公益的

な視点に留まらず、計画段階で議論すべきこと（地域的な利害調整等）までが構想段階で論点

となり議論が混乱することを避けるためです。 

 
 

３． 構想段階における検討の進め方（計画検討プロセス）

構想段階においては、以下の段階的な手順（計画検討プロセス）に沿って計画検討を進
めることを標準とする。 
 ステップ１：計画検討の発議とプロセスの明確化 
 ステップ２：道路計画の必要性の確認 
 ステップ３：評価項目の設定と比較案の選定 
 ステップ４：比較案の比較評価（構想段階評価） 
 ステップ５：概略計画案の選定 

 
【解説】 
ア） ステップを区切り段階的に検討を進めることのねらい 

 ステップ５で概略計画案の正当性を示すためには、ステップ４で対策をしない案（比較評価
のベースラインとする）も含めて現実的で合理的な複数の比較案を比較評価して比較優位性を

示すことが必要ですが、比較優位性を検証するためには、ステップ３で選定・設定される比較

案や評価項目が適切であることが求められます。 

 また、評価項目の適切さを示すためには、ステップ２で道路計画の目的やその背景にある課
題を明らかにしておく必要があります。 

 このような手順を踏まずに検討を進めると、概略計画の決定に際して、当初の課題や目的の

設定に問題がある等の指摘を受ける可能性もあります。このためステップを区切りつつ段階的

に検討を進めることが重要です。 

 
イ） 多様な計画検討プロセス 

 ステップ３～５については、道路計画の内容や検討対象となる地域の状況に応じて、様々な
工夫が考えられます。 

 例えば、ルート位置について複数の比較案を提示する代わりに、道路整備が考えられるエリ

ア全体を覆うような幅広のルート帯を示し、その後の検討でルートとすることが望ましくない

範囲を削っていくことによって最終的なルート帯を確定する方法をとった事例もあります。 

 このように、計画検討プロセスの合理性を確保できるのであれば、個別案件の状況に応じて

本ガイドラインと異なるプロセスで検討を進めることも可能です。 
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ウ） 計画検討プロセスの流れ 
 計画検討プロセスは、基本的には次のような流れで実施されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

図 計画検討プロセスの流れ 

※各ステップの詳細は第４章を参照

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

道路網計画 

・解決すべき課題を具体化し、道路計画の目的を設定
・当該道路計画によって目的達成が見込まれるこ
と、道路整備以外の方策では十分に目的が達成で
きないことを確認し、道路計画の必要性を確認 

ステップ２ 道路計画の必要性の確認 

目的達成に資する適切な比較案
が見つからない場合など 

ステップ３a ステップ３b評価項目の設定 比較案の選定 

・目的達成に資する効果や地域へ
の影響の観点から、①交通、②環
境、③土地利用・市街地整備、
④社会・地域経済、⑤事業性等の
分野について、評価項目を設定 

・目的に照らして現実的で合理的
な比較案を設定 
・道路整備をしない案を比較評価
のベースラインとして設定 

ステップ４ 

・ステップ３で設定した評価項目を用い、比較案を 
比較評価 

概略計画案の選定 

比較案の比較評価 
[構想段階評価]

概略計画の決定 
（環境影響評価手続きの前提となる計画） 

・ステップ４の比較評価結果を踏まえて、最も優位
な比較案を概略計画案として選定 

※ 
地域の状況等
に応じて、以
下の運用パタ
ーンが考えら
れる 
  
・各ステップで
市民参画プ
ロセスを行う
場合 
 
 
・いくつかのス
テップを一括
して市民参画
プロセスを行
う場合 など 
 
 

比較案の再設
定や、道路整
備以外の方策
等の検討へ 

ステップ５ 

ステップ１ 

・計画検討に着手することを発議し、計画検討及び
市民参画の進め方や概ねのスケジュール等を提示

計画検討の発議とプロセス
の明確化 

 
 
 
 
 

市民参画 

プロセス 
（第５章）        

（第３章４）    

（第４章１）     

（第４章２）     

（第４章３）      （第４章３）      

（第４章４）    

（第４章５）     

（第３章２）     
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４． 構想段階における市民参画の進め方（市民参画プロセス）

構想段階において計画検討プロセスを進める際には、市民等とのコミュニケーション活
動（市民参画プロセス）を行い、積極的な情報提供を行うとともに、計画検討に生かすべ
き情報の入手に努めるものとする。 
市民参画プロセスは、計画検討プロセスのステップ毎に実施することが望ましいが、前

後するステップについて一括して実施する等、状況に応じて適切に実施方針を選択するこ
とができる。なお、複数ステップについて一括実施する場合にも、プロセス全体を通じた
全ての内容について市民参画プロセスを行うことが必要である。 

 
【解説】 
ア） 市民参画プロセスの運用の仕方 

 市民参画プロセスは、計画検討プロセスのステップ毎に実施することを標準としますが、地

域の状況やこれまでの経緯等を踏まえて、実施のタイミングを決めることが重要です。 

 例えば、道路計画に考慮すべき要素や関係者があまり多くない場合には、前後するステップ

を一括して市民参画プロセスを実施したり、逆に複雑な利害関係が伴う計画の場合には、ステ

ップを細かく区分してそれぞれ市民参画プロセスを実施したりする場合等が考えられます。 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

図 市民参画プロセスの運用例 

ステップ２

道路計画の
必要性
の確認

概略計画案
の選定

評価項目
の設定

比較案の
比較評価

[構想段階評価]

ステップ３a

ステップ４

ステップ５

【例１】前後するステップを
一括して市民参画プロセスを

実施する場合

・プロセスを明確にし、
共有化

・課題を整理し、目的
を明確化

・道路計画の必要性
を明確にし、共有化

・評価項目を設定し、
比較案を選定

・評価項目を用いて、
各比較案を比較評価

・評価項目、比較案、
比較結果について
共有化

・比較結果等を踏まえて、
概略計画案を選定
・概略計画案および選定
理由を公表し、市民と
共有化

道路網計画

概略計画の決定

・評価項目を設定し
共有化

・比較案を選定し共有化

比較案
の選定

ステップ３b

【例２】ステップ毎に市民参画
プロセスを実施する場合

・課題を整理し、
目的を明確化

・道路計画の必要性
を明確にし、共有化

・評価項目を設定し、
比較案を選定

・評価項目、比較案
について共有化

・比較結果等を踏まえて、
概略計画案を選定
・概略計画案および選定
理由を公表し、市民と
共有化

【例３】ステップを細かく区分し
てそれぞれ市民参画プロセス

を実施する場合

・課題を整理し、
目的を明確化

・比較結果等を踏まえて、
概略計画案を選定
・概略計画案および選定
理由を公表し、市民と
共有化

・評価項目を用いて、各
比較案を比較評価
・比較結果について
共有化

・道路計画の必要性
を明確にし、共有化

・評価項目を用いて、
各比較案を比較評価
・比較結果について
共有化

ステップ１

計画検討の
発議とプロセス
の明確化

・プロセスを明確にし、
共有化

・プロセスを明確にし、
共有化
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５． 構想段階の時間管理

構想段階における検討を効率的に進めるために時間管理概念の導入が有効である。その
ため、構想段階の検討着手時に計画検討及び市民参画に関わる実施方針（具体的な進め方
や概ねのスケジュール等）を計画するものとする。計画検討プロセスに要する期間は、計
画の規模や複雑さ、経緯等を勘案して適切に定めるとともに、ステップ１に関する市民参
画プロセスにおいて、市民等とのコミュニケーションを十分に行い、プロセスの進め方を
明確にしておくことが必要である。 

 
【解説】 
ア） 時間管理の考え方 

 構想段階における検討を効果的に進めるためには、予め定めたスケジュールを市民等と共有

し、そのスケジュールに基づいてプロセスの進行を管理することが重要です。期限までに結論

がでなかった場合には、その時点までの決定事項を一度とりまとめた上で、改めてスケジュー

ルを設定し直す等の工夫が必要です。 

 なお、市民参画プロセスに要する期間は市民参画プロセスの進め方等により異なると考えられます

が、過去の事例では、計画検討の発議をしてから概略計画の案を選定するまでに、６ヶ月～１８ヶ月程

度をかけている例が多く見られます。 
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第４章 計画検討プロセスと構想段階評価

１． ステップ１：計画検討の発議とプロセスの明確化

上位計画等で提案された当該道路計画について、構想段階の検討に着手することを発議する。 
また、構想段階の成果として得ようとする概略計画案に定めるべき内容、構想段階の進め

方（予定する計画検討プロセスと市民参画プロセスの進め方、実施主体、概ねのスケジュー
ル等）及び構想段階終了後の計画・事業の進め方を明確化する。  

 
【解説】 
ア） 計画検討の発議とプロセスの明確化 

 最初に、市民参画のもとで計画検討を開始することを公表し（発議）、計画検討プロセスと市
民参画プロセスの進め方を広く公表することで、市民等と共有された透明性の高いプロセスの

中で検討が進められることになります。このことは、市民参画プロセスの手続妥当性を確保す

るために非常に重要なステップとなります。 

 また、プロセスの共有により、市民等の側からみて当該道路計画の検討がどのような手順で

進められるのか、また、いつ、何についての意見を言うべきか等が明確になります。 
 
イ） 計画検討の準備 

 効率よく計画検討プロセスを進める上で、必要と考えられる情報収集やデータ分析等の技術

的な作業については、道路管理者が予め準備を整えておくことも重要です。ただし、この作業

においては、「○○案が優位である」といった予断はせず、客観的な情報の準備に止めておくこ

とが肝要です。 
 

 

２． ステップ２：道路計画の必要性の確認

(1) 解決すべき課題の具体化と道路計画の目的の設定 
 当該道路計画が対象とする地域において、解決が必要とされる現在あるいは将来の交通
に関係する課題を具体的に示し、当該課題の解決を当該道路計画の目的として設定する。  

(2) 道路計画の必要性の確認 
 以下の２点を確認することにより、道路計画の必要性を確認する。 
①当該道路計画によって前項で設定した目的の達成が見込まれること 
②交通需要マネジメント（ＴＤＭ）等の道路整備以外の方策のみによっては十分に目的
が達成できないこと 

 
【解説】 
ア） 課題と目的 

 交通渋滞や交通事故をはじめ、経済の停滞、市街地の衰退、生活環境の悪化等、交通問題に
起因する広域及び地域の諸問題の中で、地域の生活への影響が大きく、解決を求める市民等の

ニーズが高く、当該道路整備によって解決を目指すべき問題が「課題」となります。 
 また、当該道路整備の目的とは、道路整備を行うことによって、どのように課題を解決し、ど
のような成果を実現しようとするのか、ということです。 
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 課題と目的を設定する際には、道路利用者等、提供されるサービスを受ける顧客（カスタマ

ー）の視点を取り入れるとともに、沿道市民等、様々な影響を受ける可能性がある関係者の多

様な視点を踏まえることが必要です。また、目的の表現に際しては、市民等にわかりやすいも

のとするよう努める必要があります。 

 
イ） 道路計画の必要性の確認 

 道路計画の必要性は、道路計画では設定した目的を実現し得るが、ＴＤＭ等の道路整備以外

の方策のみでは目的を実現し得ないことを示すことにより確認するものとします。 

 ＴＤＭ等の方策によって目的が十分に達成できると考えられる場合には、当該方策について、

その実現可能性や効果について十分検討した上で、道路計画の必要性はないものと判断します。 

 なお、ここで目的を十分に達成するか否かという判断は、当該方策の効果推計や市民参画プ

ロセスの結果等を踏まえ、道路管理者が責任をもって行うべきものです。 

  

 

３． ステップ３：評価項目の設定と比較案の選定

(1) 評価項目の設定（ステップ３a） 
 目的の達成度や影響の観点から、ステップ４の比較評価で用いる比較案の評価項目を
設定する。評価する分野は次の①～⑤を標準とし、地域の現状や計画の目的に応じて分
野を追加し(⑥その他)、適切な評価項目を設定するものとする。 
① 交通 (広域的な幹線流動、地域内交通や歩行者交通等への効果や影響） 
② 環境 (環境影響評価の評価項目を踏まえた広域的な環境、沿道環境への効果や影響)  

   ③ 土地利用・市街地整備 (都市構造、沿道土地利用やコミュニティへの効果や影響) 
   ④ 社会・地域経済 (広域社会や地域産業等への効果や影響） 
   ⑤ 事業性 (事業に要する費用や技術的な制約条件等） 
   ⑥ その他 (地域の現状や計画の目的に応じて追加すべき項目） 
    評価項目の設定の際には、各項目について、ステップ４において用いることが可能な    
評価手法や評価の精度についても勘案するものとする。 

(2) 比較案の選定（ステップ３b） 
 ステップ２で明確化した目的に照らして、現実的で合理的な比較案を原則として複数
選定する。加えて、「道路整備をしない案」を比較評価のベースラインとして設定する
ものとする。 

 
【解説】 
ア） 評価の分野・項目設定の考え方 

 ①～⑤を標準的な評価分野として設定するということは、道路の整備において、単に交通環

境を改善するだけでなく、環境に配慮すること、土地利用や市街地整備を支援すること、社会・

地域経済の発展に貢献すること、コストを抑制することも視野に入れた総合的に優れた計画を

目指すということです。 

 同様に、評価項目は、どのような視点に立って道路を計画するか、ということを示していま

す。したがって、当該道路計画の目的に対応して評価項目を設定することが必要です。また、

地域や地元にもたらす効果や影響を測るため、想定される市民等の価値観、ニーズ、懸念・心

配等を反映することが重要です。 
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 なお、①～⑤の評価項目は、次のような例が考えられます。 
 

分野 評価項目の例 
①交通 時間短縮、渋滞解消、交通事故減少、歩行者自転車の移動性・安全性、

道路の走行性、当該道路の災害時における機能・安全性、広域ネットワ
ーク形成（既存のネットワークとの連携）、交通発生集中源からのアク
セス性、都市の道路ネットワーク形成 等 

②環境 大気汚染、地球温暖化防止に関する効果、騒音、景観、生態系や動植物
への影響、集落や公共公益施設等への影響 等 

③土地利用 
・市街地整備 

地域交流への効果、農業的土地利用への影響、市街地の防災性、市街地
整備への貢献度（アクセス性等）、沿道商業施設への影響 等 

④社会経済 地域活性化や都市再生への効果 等 
⑤事業性 事業や維持管理に関わる費用、事業に要する期間、施工時の影響、用地

取得に関するリスク、制度的な問題が生じるリスク、不測の事態に対す
る計画の柔軟性 等 

 
 
イ） 環境影響評価との関係 

 構想段階評価では、評価の一貫性に鑑み、次の計画段階における環境影響評価で評価するこ

とになると考えられる項目も踏まえて、評価を行うことが重要です。 

 

ウ） 現実的で合理的な比較案とは 
 現実的で合理的な比較案は、1)常識的に明らかな非効率がない、2)法的な基準を満たしてい

る、3)目的に適合しているという３条件を満たすことが必要です。また、こうした条件を満た

すということは、基本的には、検討の結果、どの比較案が概略計画になったとしても、その実

現に対して，その時点で明らかにされた問題はなく、どの案を選ぶかは以降のステップの検討

にゆだねる、ということを意味します。 
 なお、地形等の条件によっては、比較案の設定時点でほぼ単一のルートや道路構造の案しか選
定できない場合もあり得ます。このような場合には、無理に複数案を選定する必要はありません

が、道路整備をしない案は比較評価のベースラインとして比較案に含めることが必要です。 
 また、現実的で合理的であれば、道路整備とＴＤＭ等の施策を組み合わせたセット案も比較
案として設定することができます。 

 
エ） 道路整備をしない案とは 

 道路整備をしない案は、道路整備をしない場合に評価項目がどのようになるかを示すもので、

これをベースラインとして、他の比較案による道路整備の効果や影響等を評価するものとします。 
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４． ステップ４：比較案の比較評価（構想段階評価）

(1) 比較案の比較評価 
 ステップ３a で設定した評価項目について、ステップ３b で選定した比較案の評価を
行う。評価結果は、比較案の優位性比較のための資料とする。 
 なお、比較案が多数である場合や、比較が複雑である場合等には、状況に応じてステ
ップ３～４を繰り返すことによって、段階的に選択肢を絞り込むこともできる。 

(2) 評価の精度 
 各項目の評価の精度は、調査結果(原則として、文献調査の結果等)に基づき、比較優位
性が検討可能な程度であればよく、計画の状況に応じて定量的または定性的に評価する。 

 
【解説】 
ア） 比較評価表を用いた比較評価 

 複数の比較案を様々な角度から比較評価した比較評価表は、複雑な条件下で論理的に意思決

定を行うための手助けとなるほか、意思決定の根拠を説明するための有用なツールとなります。 

 ステップ４「比較案の比較評価（構想段階評価）」においては、ステップ３aで設定した各評

価項目を用い、ステップ３b 選定した各比較案を評価し、結果を比較評価表としてとりまとめ

ます。この比較評価表は、ステップ５「概略計画案の選定」で、合理的に最も優位な案を選定

する際の重要な判断材料となります。 

 なお記入にあたっては、正確な情報に基づき、できるだけ客観的事実を示すことが必要です。

また、表現には一貫性を持たせ、相対的な違いが明確になるようにすることが重要です。 

 
比較評価表の記入様式例 
 道路整備  

分野 評価項目 
比較案 A 比較案 B 比較案 C 

道路整備を 
しない案 

（ベースライン）
①交通 
 

     

 
 

     

②環境＊ 
 

     

 
 

     

③土地利用・ 
市街地整備 

     

 
 

     

④社会経済 
 

     

 
 

     

⑤事業性 
 

     

 
 

     

⑥その他 
 

     

 
   ：標準的に評価する分野 
＊：環境分野については、環境影響評価の評価項目を踏まえて、項目を設定することが必要です。 
なお、評価ができない評価項目がある場合には、その旨が分かるように「－」等で表現します。 
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比較評価表への記入表現としては、次のような例が考えられます。 
 

分野 評価結果の表現例 
①交通 「主要地点間（○○～○○）の所要時間を○分短縮」 

「○○交差点の渋滞を解消」 
「重大事故の発生件数を○％減」 等 

②環境 「市内の大型車交通を○％減じ、沿道の騒音を大幅に低減」 
「国立公園区域を通過するまたはその近傍を通過し、その影響について
要検討」 
「静穏を要する○○病院との離隔距離は○○ｍ程度」 
「地域の身近な自然である里山を○箇所（計○km）にわたって通過」 等

③土地利用 
・市街地整備 

「既成住宅市街地をおよそ○ｋｍにわたって分断するため、再編が必要
なコミュニティが生じ得る」 
「都心部に 30 分以内にアクセスできる人口が○％広がり、商圏が拡大」
「区画整理済み農地を○km にわたり斜行」 等 

④社会経済 「工業団地開発プロジェクト予定地近傍を通過するため、プロジェクト
の支援効果が大きい」 等 

⑤事業性 「概算事業費は○○億円」 
「供用後 40 年間の概算維持管理費は約○億円」 
「軟弱地盤上の盛土延長が○km」 
「○月～○月までの漁期は施工不可」 等 

 
 
イ） 段階的な比較評価 

 多くの比較案が選定された場合、全比較案を同時に詳細に検証することは非効率となる場合

があることから、簡易な比較で比較案を絞り込み、その後に時間や費用のかかる比較を絞り込

まれた比較案を対象に行う等、ステップ３と４を繰り返し、効率性に配慮した手順となるよう

工夫することも考えられます。 

 例えば、事業規模が大きい場合には、幾つかの区間に分割したり、小さな縮尺（粗い精度）

での比較の後に大きな縮尺（細かい精度）で比較したりする等の工夫も考えられます。 

 

ウ） 評価の精度の考え方 
 比較案の評価では、各案の比較優位性を検証でき、ルートの選定等にあたって決定的な問題

の有無が確認できる程度の精度が必要です。 

 例えば環境に関しては、主に文献調査や既存の調査結果を利用することが一般的と想定され

ますが、環境への配慮が特に求められる場合等においては、現地調査を実施することも考えら

れます。その場合、構想段階で行った環境調査等の結果は、計画段階の環境影響評価に活用可

能な場合もあります。 

 なお、構想段階において環境影響評価で行われるような高い精度の評価を行うことは、プロ

セス効率化の趣旨を勘案すれば、必ずしも適当でなく、むしろ次の計画段階において十分な精

度の環境影響評価を行うことが重要です。 

一方で、環境影響評価等計画段階に入ってから構想段階では知り得なかった重大な環境影響

等が明らかになった場合や、構想段階の評価結果が覆ることになった場合には、構想段階に戻

ることが必要です。構想段階のどのステップまで戻るかは、効率性、合理性を踏まえて判断す

ることになります。 
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５． ステップ５：概略計画案の選定

ステップ４の評価結果を踏まえて、最も優位な比較案を概略計画案として選定する。な
お、ここで選定された概略計画案及び選定理由は、第３章２．に示す概略計画の決定にお
ける判断材料とする。 

 
【解説】 
ア） 概略計画案の選定 

 ステップ４の比較評価の結果を踏まえて概略計画案を選定する際、評価項目に単純な重みづ

けをして点数化することや、特定の項目に偏った判断で選定を行うことは、判断を誤る危険性

があり、好ましくありません。 

 各比較案の目的達成の確実性はどうか、効果発現の早さはどうか、各比較案に現実には対処

不可能なことが含まれていないか、予測不可能なことが起こった場合のリスクの大きさはどう

か等、様々な観点から思考し、その過程を通じて総合的に判断することが必要です。 
 
イ） ステップ４とステップ５を区分する理由 

 ステップ４の比較評価とステップ５の概略計画案の選定を区分することには、先に評価を確定

し、その後に評価結果の比較を踏まえて選定の議論をすることによって、どう評価するかという

議論と、どれが好ましい案かという議論の混在を避け、議論の非効率な後戻りを防ぐ効果があり

ます。 

 また、各比較案の評価は広く市民等と共有することになりますが、概略計画案を選定するに

あたっては、例えば少人数の代表者が集まって冷静に判断した上で、その理由や選定過程につ

いては後に広く公開する等、多様なプロセスが想定されます。 
 
ウ） 「道路整備をしない案」が選択された場合の対応 

 構想段階における検討の結果、「道路整備をしない案」（ＴＤＭ等の実施で十分とされ、道路

整備をしないとする場合を含む）が選択された場合には、事実上、当該計画は中止することと

なります。 

 この場合、道路管理者は「道路整備をしない案」が選択された場合に生じ得る課題と取り得

る対策についても市民等に明らかにすることが必要です。 
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第５章 構想段階における市民参画プロセス

１． 市民参画プロセス

市民参画プロセスとは、構想段階における計画プロセスの透明性、客観性、合理性、公
正性を高めること、及びより良い計画づくりに資することを目的として、市民等への情報
提供、市民等からの意見把握、計画への意見反映を行う手続である。 

 
【解説】 
ア） 市民参画プロセスを実施する上で留意すべき事項 

次のような点に留意することにより、市民等が納得して受け入れることのできる，手続き
的に妥当な市民参画プロセスを，より効果的に実施することができると考えられます。 
①市民等へ十分かつ積極的な情報提供が行われ、高い透明性が確保されること 

②市民等との双方向で実質的な対話機会が十分に確保されること 

③市民等から得られた意見・情報が、市民等からみて納得できる考え方に基づいて計画に反映

される（あるいはされない）こと 

④道路計画の必要性や比較案の評価等における考え方が中立性と説得力を有していること 

⑤計画検討や市民参画プロセスの進め方について、市民等と共有されていること 
 
 

２． 市民参画プロセスの運用

(1) 市民参画プロセスで対象とする市民等の範囲 
 市民参画プロセスは、概略計画の検討対象範囲を中心に、事業の特性・対象地域に応
じて効果・影響の及ぶ市民、その他の関係者を対象として実施するものとする。 

(2) 市民参画プロセスの実施主体 
 市民参画プロセスは、原則として、道路管理者または道路管理者を含む複数の関係行
政機関が合同で実施するものとする。 

(3) 参画プロセスの実施内容 
 市民参画プロセスでは次の事項を実施する。 

①意見等の把握 ： 実施主体は、市民等が当該計画に関して有している情報や関心、 
懸念等の意見の把握に努める。 

②情報提供     ： 実施主体は、市民等が当該計画について理解を深め、意見を形成    
するために必要な情報を適時に適切な方法により提供するよう努
める。また、市民等からの質疑等に対しては真摯に応答等を行う
ものとする。 

③計画への反映 ： 実施主体は、計画検討プロセスにおける意思決定において、市民 
等から得られた意見や情報も判断材料のひとつとして尊重するも 
のとする。 
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【解説】 
ア） 市民参画プロセスで対象とする市民等の範囲 

 より効果的な市民参画プロセスを実施するためには、影響の及ぶ市民等関係者に対して幅広
く、積極的にアプローチすることが求められます。影響の及ぶ関係者には、日常的な道路利用

等、道路のサービスを受ける「顧客」はもとより、道路の利用の有無に関わらず影響を受ける

関係者等、幅広い範囲の市民等が含まれます。 

 
イ） 市民参画プロセスにおける関係行政機関の役割 

 計画に関係する地方公共団体は、地域の代表として計画プロセスの進め方や検討の内容につ
いて道路管理者と協議・調整を行う立場にある一方、管轄区域の住民等に対する市民参画の手

続を支援し協力する役割が期待されます。 

 例えば国が実施する道路計画においても、地元の市町村や都道府県が介在することにより、

市民等とのコミュニケーションが円滑になる場合があります。そうした観点から、市民参画プ

ロセスの実施主体として、道路管理者のみならず関係する行政機関が参画することが適当な場

合が多いと考えられます。 

 また、複数の都道府県にまたがる道路計画においては、広域的な交通機能や地域の特殊性等

に配慮しつつ、地方公共団体の意向を十分に配慮して調整することが必要になります｡ 

 

ウ） 適切な参画手法の選択 
 市民等とのコミュニケーションの手法は様々考えられますが、それぞれの手法の特徴を踏まえ、
対象とする市民等に応じて選択することが必要です。 

 例えば、沿道等限られた範囲で計画に対する関心が特に強いと考えられる市民等に対しては、実

質的な意見交換や意見把握が可能となる様々な対面式のコミュニケーション手法（例：オープンハ

ウス、ワークショップ、グループヒアリング等）を用いることが有効です。 

 より広い範囲（関係都道府県の住民や立地企業等）に対しては、地方公共団体の広報誌への掲

載や独自のニューズレターの発行による情報提供、また、意見募集ハガキやアンケート等を通じ

て意見把握を行うことが考えられます。 

 さらに広い範囲としては、納税者としての関わりや地球環境への関心という意味での関わりも

考えられますが、こうした不特定多数の関係者に対してはインターネット等の媒体を活用し、情

報の取得や意見を述べる機会を幅広く提供することも可能です。 

 

エ） 市民等の意見の反映 
 市民等からの意見は、単なる反対意見や要望にとどめることなく、その理由となっている懸
念や関心、利害にまで遡ることが重要であり、さらに、それが計画の内容に対するものなのか、

進め方に対するものなのかを明らかにした上で、反映方法を検討することが必要です。 

 また、市民等の意見には、地域固有の価値観が含まれることも考えられるため、これらを把

握することに努め、計画づくりにおいて十分に勘案することが重要です。 

 

オ） 市民参画プロセスの柔軟な運用 
 具体的な市民参画の進め方については、状況に応じて柔軟に計画・運営されることが必要です。
より多くの市民にアプローチし、より有意義な情報を収集することが市民参画の重要な目的であ

り、このため、現場ごとに市民等から意見を引き出すための工夫を重ねることが大切です。
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３． 市民参画プロセスの推進体制

(1) 推進体制構築の考え方 
市民参画プロセスの実施にあたり、市民参画プロセスの実施主体が必要と認める場合

には、第三者機関を設置した上で市民参画プロセスを実施することができる。 

(2) 第三者機関の役割 
第三者機関の設置にあたっては、当該機関が担うべき役割を明確にする必要がある。
一般に、第三者機関は次に掲げる役割を担うことができる。  
 ① 計画検討プロセスの進行管理や市民参画の進め方等の監視 
 ② 技術検討の支援や政策的な助言 
 ③ 意見把握等の代行や把握した意見の整理、分析等、市民参画プロセス実施の支援 
 ④ 概略計画案の検討にあたって配慮すべき事項や比較案の選定等に関する道路管理 

者への助言 
ただし、ひとつの第三者機関が複数の役割を担おうとする場合、役割の組み合わせに

よっては第三者機関としての中立性を維持できなくなる場合があることに注意が必要
である。 

(3) 第三者機関を設置する場合の留意点 
第三者機関は、市民参画プロセスの実施主体の意思に基づき、道路管理者が設置する。

第三者機関の委員は、市民参画プロセスの実施主体が選定の上、道路管理者が委任する。
第三者機関の委員は、当事者ではない中立的な立場にある学識経験者等で構成する。第
三者機関の設置にあたっては、その中立性の確保等に関する必要事項を規定した規約を
定めるものとする。 

 
【解説】 
ア） 第三者機関設置の基本的考え方 

 市民参画プロセスは、あくまでも道路管理者等が実施するもので、第三者機関が実施するも

のではありません。第三者機関は、どの事業においても必ず設置するという性格のものではな

く、個々の案件についての市民参画プロセスの状況に応じて、①～④に示す機能を第三者機関

に求めるべきか否かを検討した上で必要に応じ設置すべきものです。 
 
イ）  第三者機関の権限 

 第三者機関の役割は限定的に考えるべきであり、概略計画に関わる決定権をゆだねるもので

はありません。例えば②や④のような役割を求める場合であっても、第三者機関からの助言と

最終的に道路管理者が行う意志決定の結果が異なることもありえます。この場合、道路管理者

は、第三者機関の助言と自らが下した決定が異なる理由を明らかにし、公表することにより自

らの責任を果たすことが必要です。 
 
ウ） 第三者機関の具体的な役割 

 第三者機関は、市民参画プロセスにおいて中立な立場から以下のような役割を果たすことが
求められます。特に大規模な計画を対象としている場合等、様々な利害関係が複雑に絡み合う

ような場合には、学識経験者等で構成される中立的な第三者機関の役割が大きくなることがあ

ります。 
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① 計画検討プロセスの進行管理や市民参画の進め方等の監視 
 時間管理を念頭に、計画検討プロセスにおける各ステップの終了（次のステップの開始)

に関する判断や、市民参画プロセスの進め方、提示する情報の内容や質、タイミング等の

妥当性に関する助言・評価等を実施する役割を担います。 
 
② 技術検討の支援や政策的な助言 

 高度に専門的な立場から技術検討内容について助言・指導を行う役割や、当該道路計画

と国や地方公共団体の長期計画や都市計画等との整合性を検討し、政策的に妥当な方向性

を助言する役割を担います。 
 
③ 意見把握等の代行や把握した意見の整理、分析等、市民参画プロセス実施の支援 

 市民参画プロセスが大規模または複雑な場合等において、第三者として市民等の意見把握

等を代行し、道路管理者が概略計画を決定するに当たって配慮すべき市民等の意見について、

整理、分析する役割を担います。 
 

④ 概略計画案の検討にあたって配慮すべき事項や比較案の設定等に関する道路管理者へ

の助言 

専門的立場から、比較案の選定や評価項目の設定、比較案の比較評価等において配慮す

べき事項や方向性等を道路管理者に助言する役割を担います。 

 

エ） 第三者機関が同時に担うことが望ましくない役割の組合せの例 
 第三者機関が担うことのできる役割は多岐に渡りますが、複数の役割が同時に必要とされる

場合、役割の組合せによっては、機能の矛盾が生じる等、第三者機関の本来の役割を十分に発

揮できなくなることがあるため留意が必要です。 

 特に、プロセスを監視する役割（①）と計画検討の内容に関して助言を行う役割（④）とを同一機

関が同時に担うことは、中立性と専門性とを両立させることが難しいため、避けることが適切です。 

 また、過去の市民参画の実施例においては、一般にひとつの機関に多くの機能を持たせ過ぎ

る傾向が見られますが、高度な専門的判断を適切に行うためには、過度の負担は避けるべきで

す。このような問題は、機関を複数設け、役割分担することで回避することができます。 

 その際は、各機関の役割を明確に区別して運営することが必要です。 

 

オ） 第三者機関の委員の構成 
 第三者機関の委員の構成については、その機関が与えられた役割及び地域・事業の特性に照
らして相応しい選定が必要であり、学識経験者の他、市民や利用者の代表、関係行政機関等が

考えられます。
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参考資料 ３

港湾の公共事業の構想段階における
住民参加手続きガイドライン

【目 次】

はじめに

１．住民参加手続きの目的

２．住民参加手続きの対象の考え方

３．住民参加手続きの実施主体

４．住民参加手続きの標準（モデルケース)

５．協議会

６．対象とする住民等の範囲

７．住民参加手続きの実施期間

８．住民参加手続きを進める上でのポイント

3－1－109



はじめに

平成１４年１１月の交通政策審議会港湾分科会における答申「経済社会の変

化に対応し、国際競争力の強化、産業の再生、循環型社会の構築などを通じて

より良い暮らしを実現する港湾政策のあり方」の中で、事業の合理性･効率性･

透明性に配慮した２１世紀に相応しい港湾行政を実現させていくために、住民

･ 参加型のみなとづくり･海辺づくりを進めるとともに、港湾計画の構想NPO
段階から住民参加手続きを積極的に導入することや国と地方のパートナーシッ

プを充実させること等の改革を図ることが提言されている。

一方、平成１３年６月公表の「国土交通省における公共事業改革への取組」

や、同年９月に経済財政諮問会議で決定された改革工程表の内容等を受けて、

平成１５年６月に「国土交通省所管の公共事業の構想段階における住民参加手

続きガイドライン （以下 「国土交通省ガイドライン」という ）が策定され」 、 。

たところである。

今後は同ガイドラインに示す住民参加手続きを標準としつつ、事業特性に応

じた独自の取組みを積極的に行うことが求められていることから、このたび港

湾版を取り纏めたものである。

今後、本ガイドラインで港湾の公共事業の構想段階における住民参加手続き

の基本形を示すことによって住民参加の促進が図られることを期待するもので

ある。

なお、本ガイドラインに示す住民参加手続きについては、これからの各港湾

における事例を積み重ね、適宜、内容の見直し及び充実を図るものとする。
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１．住民参加手続きの目的

港湾の公共事業の構想段階における案(以下 「構想案」という ）の策、 。

定について、住民等の幅広い意見の把握に努め、構想案の策定プロセスの

透明性･客観性を向上させることにより、住民等の理解の促進及び合意の

形成を図ることを目的とする。

【解説】

近年、市民の価値観やライフスタイルの多様化により、港湾整備事業に

ついても多種多様な住民等のニーズに応えた施設整備が求められている。

できるだけ早い段階から広く住民等のニーズを把握し構想案について一

般国民の理解を得られるように十分な説明責任を果たすとの観点から、港

湾の公共事業（本ガイドラインでは起債事業も含む ）の構想段階におい。

て住民参加手続きを積極的に導入するものである｡

本ガイドラインに基づく住民参加手続きにより住民等の意見を把握する

ことによって構想案がより適切なものとなるとともに、港湾の公共事業に

関する理解が深まり、合意形成が図られることにより、より質の高い計画

が策定され、事業の実施がより円滑に進むこととなるものと考えられる。

なお、ここで「構想段階」とは、構想案の公益性・必要性を検討すると

ともに、構想案に位置付ける施設の概ねの規模及び配置等の基本的な諸元

について事業等の目的に照らして検討を加えることにより、一の案に決定

するまでの段階であって、港湾計画策定のための具体の手続きに入る前の

段階をいう。

２．住民参加手続きの対象の考え方

重要港湾において将来の港湾の姿を大きく変える構想案を策定する際、

国が行うと想定される事業が構想案に含まれる場合に構想案全体を対象と

して、本ガイドラインに示す住民参加手続きを講じることを基本とする。

それ以外の場合においても必要と判断する場合には、本ガイドラインに

示す住民参加手続きを実施するものとする。

【解説】

港湾は、岸壁、防波堤、臨港道路及び緑地など種々の施設から構成され

ており、それらの施設が有機的に連携して機能を発揮するものである。こ

のようなことから、例えば、既定の港湾計画を大幅に変更する改訂計画の

策定など将来の港湾の姿を大きく変える際、個々の施設に着目するのでは

なく、構想案全体を住民参加手続きの対象とすることを基本とした。

また、それ以外の場合においても、事業の規模等の観点からみて国民生
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活、社会経済又は環境への影響が特に大きい事業がある場合、本ガイドラ

インに示す住民参加手続きは、必要に応じて行われるべきものである。

３．住民参加手続きの実施主体

国及び港湾管理者が連携して住民参加手続きを実施するものとする。

【解説】

港湾は、多様な施設の総合体として機能を発揮する社会資本である。港

湾における公共事業は、国の利害に重大な関係を有する重要港湾において

国が行う事業と港湾管理者が行う事業が同時に計画され、並行して実施さ

れる場合が多い。また、国が行う事業は港湾管理者が行う事業と密接に関

連するため、構想案の策定に係る住民参加手続きを進めるにあたっては、

事業全体の整合性の確保を図る観点等から国（地方整備局等）と港湾管理

者が連携して行うこととしたものである。

４．住民参加手続きの標準（モデルケース）

２．で述べた住民参加手続きを進めるにあたっては、次のステップで構

成される住民参加手続きを標準（モデルケース）とする。

【ステップ１：国・港湾管理者・関係市町村の調整】

国、港湾管理者、関係市町村において、

①行政ニーズ

②構想案の検討体制（協議会の設置に関すること及び協議会の委

員構成等）

③住民等の意見の把握方法（アンケート、ヒアリング及び説明会

等）

④実施期間

等について調整を行う。

【ステップ２：検討体制等の公表】

ステップ１で調整した結果について、国や港湾管理者のホームペー

ジなどを利用し、住民等に対し公表する。

【ステップ３：基本ニーズの把握】

ステップ１で調整した③住民等の意見の把握方法（アンケート、ヒ

アリング及び説明会等）により、当該港湾に対する住民等からの基本

的な要請や意見を把握し、協議会に報告する。

【ステップ４：構想案の検討】

協議会における検討結果を受け国及び港湾管理者において構想案を

検討する。
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【ステップ５：住民等の意見の把握】

ステップ４で検討した構想案に関しステップ１で調整した③住民等

の意見の把握方法（アンケート、ヒアリング及び説明会等）により、

住民等の意見を把握し、協議会に報告する。

【ステップ６：構想案の検討・策定】

協議会における検討結果を受け、国及び港湾管理者において検討を

行い、構想案を策定する。

【ステップ７：構想案・検討経過の公表】

策定した構想案及び案の策定に至った検討経過について公表する。

【解説】

国土交通省ガイドラインに示された手続きと整合をとりつつ､構想案策定

の流れに配慮して、標準となる住民参加手続きを示すものである。

住民等からの意見の把握は、ステップ３とステップ５で行うことを基本

とする。意見の把握に当たっては、それぞれの段階で適切な情報の提供を

行うことが必要である。

各段階でどのような情報を提供すべきかについては、関係機関の協議あ

るいは「協議会」の場において決定されるべきであるが、一応の目安とし

ては、以下のような項目が考えられる。

◎ステップ３

・港湾の現況（沿革、利用状況、施設整備状況等）

・環境の現況

・構想案の必要性

・その他

◎ステップ５

・ステップ３における意見把握結果

・構想案の概要（施設の内容、配置、規模等）

・目標年次

・環境への影響の評価

・将来の港湾の能力

・事業の効果

・その他

ステップ５において住民等に公表する構想案は、複数案とする。

この際、複数の案には、事業を行わないこととする案を含むことが適切

な場合は、当該事業を行わないこととする案を含めることとする。
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※港湾の公共事業の構想段階における住民参加手続きフロー

モデルケース

手続き実施主体：国及び港湾管理者

ステップ１

国・港湾管理者・関係市町村の

調 整

（行政間調整）

ステップ２

公 表 ２回の検討体制等の

キャッチボール（情報提供）

ステップ３

・ 報告アンケート、ヒア 基本ニーズの把 握

（意見募集・集約） 協 議 会リング、説明会等

（長期構想検討委員会等）の実施

ステップ４

検討体制構想案の検 討 検討

（意見反映） ・学識経験者

・海事関係者

ステップ５ ・港湾関係者

住民等の意見の ・関係行政機関・アンケート、ヒア 把 握 報告

（意見募集・集約） ・住民代表リング、説明会等

等の実施

ステップ６
検討構想案の検討・策定

（意見反映）

ステップ７

公 表構想案・検討経過の

港湾計画策定の手続き

計画段階

港湾計画概要の告示

事業の実施 事業段階
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５．協議会

４．に提示した協議会とは、学識経験者、海事関係者、港湾関係者、関

係行政機関及び住民代表等を構成員とし、構想案への住民等からの意見の

反映について検討を行う機関である。

【解説】

ここでの協議会は、住民等からの意見を構想案に反映させる過程での客

観性及び透明性を確保するために設置される機関である。必要に応じ長期

構想検討委員会をこれにあてることも具体の運用案の一つとして考えられ

る。

また、長期構想検討委員会を設けない場合にあっては、地方港湾審議会

をこれにあてることなども考えられる。

なお、構成員の調整にあたっては、幅広い意見が得られるよう人選に配

慮するものとする。

６．対象とする住民等の範囲

本手続きにおいては、構想案の実現に伴い影響が予想される住民を中心

に当該港湾の利用者その他当該港湾に関心を有する者を対象とする。

【解説】

本手続きにおいては、当該港湾に関係を有する者をできる限り幅広く対

象とすることが基本であり、意見の把握方法については、対象によって適

宜適切な方法を選択するべきである。

構想案の実現によって直接影響を受けると思われる住民や当該港湾の利

用者に対しては、ヒアリング、説明会、意見交換会など、直接対面して意

見を把握する方法が適切であると考えられる。一方、当該港湾に関し一般

的な関心を有する者などに対しては、アンケートやインターネットを活用

した方法などが適切であると考えられる。

７．住民参加手続きの実施期間

住民参加手続きの実施に際しては、時間管理を適切に行い実施期間の目

安を定めることが必要である。

【解説】

時間管理概念の導入は、住民参加手続きを効果的に行い、適時的確な意

見反映を実現するうえで重要である。具体的には、検討体制等の公表の段
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階で、検討期間の目安についても明確にしておくことや、協議会における

検討の最初の段階で、検討期間の目安について協議会の委員の間で十分な

コンセンサスをとっておくことなどが考えられる。

なお、検討期間の目安を設置する場合には、住民等の意見の把握に必要

十分な時間を確保することを念頭に置くものとする。

８．住民参加手続きを進める上でのポイント

港湾の公共事業の構想段階における住民参加手続きについては、港湾の

特殊性を踏まえ次のポイントに留意して進めることが望ましい。

① 適切な住民参加を進めるためには、各種イベント等を通じて住民等に対

する常日頃からの積極的な情報提供やコミュニケーション型行政を推進し、

港湾に対する住民等の理解を深めておくことが重要である。

② 住民等から有益な意見を得るためには、情報提供等の実施に際し住民等

の理解を得るための工夫が重要である。

③ 地域との連携による港湾行政を推進するための職員の育成が重要である。

【解説】

港湾の特殊性としては、

・施設が多様（岸壁、防波堤、臨港道路、緑地等）であること。

・一般市民への馴染みが薄いこと。

・市民の日常生活への直接的関連性が薄い場合が多いこと。

・他事業に比べ整備に伴う私権(地権等)制限の影響が少ないこと。

等がある。その結果として、住民等の側においては身近でないため関心が

低い(意見を求められても回答が少ない。)こと、行政側においては住民参

加に関する知識･経験が不足していること等が問題点として考えられるとこ

ろである。

住民参加手続きの実施に当たっては、これらの問題点を解決すべく、適

宜、工夫を講じていく必要がある。
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参考資料５

パブコメ版

戦略的環境アセスメント導入ガイドライン

（上位計画のうち事業の位置・規模等の検討段階）

（案）

１．ガイドラインの目的

、 、 、このガイドラインは 事業に先立つ早い段階で 著しい環境影響を把握し

複数案の環境的側面の比較評価及び環境配慮事項の整理を行い、計画の検討

に反映させることにより、事業の実施による重大な環境影響の回避又は低減

を図るため、上位計画のうち事業の位置・規模等の検討段階のものについて

の （戦略的環境アセスメント）の共通的な手続、評価方法等を定めるもSEA
のであり、これにより の実施を促すことを目的とする。SEA

２．対象計画

9 6 13このガイドラインの対象とする計画は 環境影響評価法 平成 年 月、 （

日法律第 号）に規定する第一種事業を中心として、規模が大きく環境影81
響の程度が著しいものとなるおそれがある事業の実施に枠組みを与える計画

（法定計画以外の任意の計画を含む ）のうち事業の位置・規模等の検討段。

階のもの（以下「対象計画」という ）を想定している。本ガイドラインに。

基づき の導入を検討するに当たっては、対象計画や事業の特性、事案SEA
の性質、地域の実情等を勘案しつつ、検討するものとする。

３．実施主体

意思決定者の自主的環境配慮という環境アセスメントの原則及び環境配慮

を意思決定に円滑に組み込むという目的に鑑みれば、 は、対象計画の検SEA
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討経緯、設定可能な複数案、検討すべき配慮事項及びそれらを検討すべき適

切な時期等について最も知見を有し、また各方面から必要な情報を適時に収

集できる対象計画の策定者等（以下「計画策定者等」という ）が行うこと。

が適当である。

４． に関する手続等SEA

(1) 基本的な考え方

計画策定者等が自ら評価を実施するに当たっては、評価の信頼性及び客

観性等を確保する必要があることから、計画策定者等は、対象計画に応じ

た情報の公開や、次に掲げる者の関与を得ることが必要である。また、科

学的な環境情報の交流のベースや意思決定の際に勘案すべき情報を提供す

、 （ 「 」 。）ることを目的に の評価結果を記した文書 以下 評価文書 というSEA
をわかりやすく作成することが必要である。

計画策定者等が法人その他の団体 国及び地方公共団体を除く 以下 民（ 。 「

間事業者等」という ）の場合にあっては、６．( )の考え方による。。 2

ア 公衆

地域の環境情報は、国、地方公共団体のほか、当該地域の住民をはじ

め、環境の保全に関する調査研究を行っている専門家等（以下「公衆」

という ）によって広範に保有されている。。

計画策定者等が、対象計画の検討経緯を示し、公衆から環境の保全の

見地からの意見を聴取し、その意見を踏まえて環境配慮を行うという環

境の保全に向けた積極的な参画・協働を推進し、公衆が共有する環境の

将来像や地域固有の環境に関する価値観を含む地域の環境情報を把握す

るよう努めることで、より良い計画が策定されることが期待される。

なお、現在一部の事業で行われている「公共事業の構想段階における

住民参加手続 （ ）は、計画案の背景、理由、案の内容、国民生活や」 PI
環境、社会経済への影響、メリット・デメリット等の情報を住民に提供

し、意見を把握しようとする取組であり、 における環境面での検討にPI
ついては、本ガイドラインを踏まえ、その適切な実施がなされ、重大な
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環境影響の回避又は低減に向けた検討に活かされることが望ましい。

イ 地方公共団体（環境の保全に関する事務を所掌する部局等）

地域の環境の保全に関する事務を所掌し、地域の環境情報を広範に保

有する地方公共団体は、計画策定者等が行う検討に必要な環境情報を提

供するとともに、計画策定者等が行う評価において必要な環境情報に基

づいた環境影響の把握及び複数案の比較等が行われ、それらに基づいて

環境の保全についての適切な配慮がなされているかについて、 の目SEA
的を踏まえ、環境の保全の見地からの意見を述べる。

さらに、地方公共団体が事業の実施主体となる例があり、評価の客観

性や科学的な信頼性を高める必要があること等から、意見の提出に当た

っては専門家の活用を図ることが望ましい。

また、地方公共団体は、公報・広報誌の発行、ホームページの開設等

公衆への周知手段を有し、その利用を図り得る立場にあることから、計

画策定者等が作成する評価文書等の周知に協力することが期待される。

なお、地方公共団体の策定する環境基本計画等において公衆が共有す

る環境の将来像や地域固有の環境に関する価値観を分かりやすく示すこ

とにより、 の実施に当たっての計画策定者等の検討に資することがSEA
望まれる。

ウ 国（環境省）

環境省は、国の行政機関の長又は国の行政機関の地方支分部局の長が

決定を行う又は決定に関与する対象計画について、計画策定者等が行う

評価において必要な環境情報に基づいた環境影響の把握及び複数案の比

較等が行われ、それらに基づいて環境の保全についての適切な配慮がな

されているかについて、国における環境の保全に関する行政の総合的な

推進を担う立場で、 の目的を踏まえ、必要な場合に環境の保全の見SEA
地からの意見を述べる。

また、計画策定者等の求めに応じて、環境の保全の見地からの意見を

述べること、計画策定者等が作成する評価文書等の周知に協力するなど

により、本ガイドラインに基づく計画策定者等の取組を支援し、適切な

環境配慮が行われるよう努めるものとする。
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(2) の手続SEA
本ガイドラインにおいて の実施に当たり必要な標準的手続を以下SEA

のとおり定める。ただし、本ガイドラインによる手続は、計画策定者等が

行う対象計画の策定や参画・協働のプロセスを画一的なものとすることを

目的とするものではなく、また、対象計画の特性、事業の特性、事案の性

質等に応じた柔軟な取扱いを妨げるものではないことに留意する必要があ

る。

、 、なお 計画諸元が詳細に決まっていない段階で行う手続であることから

事業段階で行う詳細、網羅的な評価の手続とは異なるものとなる。

計画策定者等が各段階において公表及び意見の把握を行うに当たって

は、説明会、文書又はインターネットによる縦覧など状況に応じた適切な

方法により必要な情報を可能な範囲で公表するとともに、適切な意見形成

に必要な期間を設け意見の把握に努めるものとする。また、円滑な意見の

把握を行うため、対象計画及び の検討のスケジュール等を決定されSEA
るごとに速やかに公表するものとする。

対象計画に係る事業の実施により環境影響を受ける範囲であると認めら

（ 「 」 。） 、れる地域 以下 関係地域 という を管轄する国の地方環境事務所は

公表の内容等の連絡を受け、公衆への周知等について協力する。

ア 実施の発議SEA
計画策定者等は、対象計画の検討を実施すること及び の検討をSEA

開始する旨を公表するとともに、関係地域を管轄する都道府県及び市町

村（以下「関係都道府県・市町村」という ）に通知する。その際、対。

、象計画の検討手順及び の実施スケジュール等が決まっている場合SEA
併せて公表する。

イ 評価方法の検討プロセス

計画策定者等は、比較評価を行うべき位置・規模等の複数案、評価を

行うべき項目並びに調査、予測及び評価の手法（以下「評価方法」とい

う ）を検討する。。

評価方法の検討に当たって、計画策定者等は、適切な時期に計画特性
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及び地域特性並びに評価方法の案等を公表し、環境の保全の観点からの

公衆の意見を把握する。

また、関係都道府県・市町村に対し、適切な時期に評価方法の検討状

況を示すともに、それまでに把握している公衆の意見の概要及び当該意

見に対する見解等を示し、関係地域の環境の保全に関する情報の提供を

求める。

ウ 評価文書の作成プロセス

(ｱ) 評価文書案の作成

計画策定者等は評価方法に基づき、環境影響について調査、予測及び

評価を行い、計画策定者等の氏名及び住所、対象計画の概要（目的、内

容、事業が実施されるべき区域及びその周辺の概況等。以下同じ 、評。）

価方法（評価方法に関する公衆の意見の概要及び当該意見に対する計画

策定者等の見解等検討経緯を含む ）並びに調査、予測及び評価の結果。

を記載した評価文書案を作成する。

(ｲ) 評価文書案の公表及び公衆の意見の把握

計画策定者等は評価文書案（必要な場合はその概要を含む ）を公表。

し、環境の保全の見地からの公衆の意見を把握する。

(ｳ) 関係都道府県・市町村の意見の把握

計画策定者等は、評価文書案に把握した公衆の意見の概要及び当該意

見に対する計画策定者等の見解を付して関係都道府県・市町村に送付す

るとともに、関係都道府県・市町村に対し、評価文書案について環境の

保全の見地からの意見を求める。

(ｴ) 環境省の意見

環境省は、国の行政機関の長又は国の行政機関の地方支分部局の長が

決定を行う又は決定に関与する対象計画について、資料の提出を求める

等により、計画策定者等の検討状況の把握に努め、環境の保全に関する

行政を総合的に推進する立場から、 の目的を踏まえ、必要な場合にSEA
環境の保全の見地から意見を述べる。
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なお、計画策定者等は、評価文書案に把握した関係都道府県・市町村

の意見及びそれに対する計画策定者等の見解を付して環境省に送付する

とともに、環境省に対し、評価文書について の目的を踏まえ、環SEA
境の保全の見地からの意見を求めることができる。

(ｵ) 評価文書の作成

計画策定者等は、公衆、関係都道府県・市町村及び環境省の意見（以

下「関係者意見」という ）を踏まえ、評価文書案の記載事項について。

検討を加え、評価文書（関係者意見（公衆の意見にあってはその概要）

及び当該意見に対する計画策定者等の見解を含む ）を作成し、公表す。

る。

(3) 評価結果の対象計画への反映等SEA
計画策定者等は、対象計画の決定に当たり、評価文書の内容を踏まえ、

環境の保全について適正な配慮に努める。

また、評価結果の反映状況について、対象計画を決定し公表する際に明

らかにする。

５．評価の実施方法

(1) 計画特性及び地域特性の把握

複数案の設定及び評価項目や手法の選定を行うに当たって、計画特性及

び地域特性の把握を行う。

ア 計画特性

対象計画の目的、検討経緯や事業の種類、位置・規模等対象計画の内

容についての情報を取りまとめる。

なお、対象計画に係る事業の実施における環境保全措置のうち、位置

・規模等の検討段階でその実施が確実であり、予測・評価の前提として

扱うものについて記述する。
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イ 地域特性

対象計画に係る事業が実施されるべき区域及びその周辺の地域につい

て、既存文献調査等により大気質、地形及び土地利用等の自然的社会的

状況を把握する。自然的社会的状況には、当該地域において特に留意す

べき環境の保全に関する課題とその解決に向けた取組や、国又は地方公

共団体による環境の保全の観点からの施策によって示されている基準、

（ 「 」計画及び方針等環境の保全に関する施策の内容等 以下 環境保全施策

という ）も含まれる。。

(2) 複数案の設定

環境への影響の回避又は低減の可能性を検討するため、対象計画の目的

を達成し得る実現可能な案として計画策定プロセスにおいて選定される複

数案を対象に比較評価を行う。

評価の目的を達成するためには、環境影響の有無や程度及び環境保全施

策との整合性について比較評価を行うことで、環境への影響の回避又は低

減の検討が可能な複数案が設定されることが必要である。

また、事業を行わない案は、それが現実的である場合や他の施策の組み

合わせ等により対象計画の目的を達成できる案を設定し得る場合等には、

それらを複数案に含めるものとする。複数案に含めて考えることが現実的

でない場合でも、対象計画に係る事業を行わない場合に将来の環境の状態

の悪化が予測される場合や事業の実施により現況の環境の改善が見込まれ

る場合等には、評価の参考として示すことが必要である。

ただし、地域の自然的状況、社会的状況等から複数案を設定することが

現実的でない場合には、その理由を付すとともに、単一案で調査、予測及

び評価を行い、環境配慮事項を整理することとする。

(3) 評価項目の選定

ア 評価項目の範囲

対象とする影響要因については、原則として、対象計画に係る工事が

完了した後の土地又は工作物の存在及び供用とする。ただし、建設工事

に伴う副産物については、工作物の存在により発生量の程度が大きく異
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なり、複数案の環境的側面の比較評価等に必要な場合には対象とする。

また、対象とする環境要素については、環境基本法に定める「環境の

自然的構成要素の良好な状態の保持 「生物の多様性の確保及び自然環」、

」、「 」 「 」境の体系的保全 人と自然との豊かな触れ合い 及び 環境への負荷

に係るものとする。

イ 評価項目の選定方法

評価項目は、計画特性及び地域特性を勘案し、各案毎に の評価SEA
の目的に照らし、位置・規模等の検討段階において評価を行う必要のあ

る項目を選定する。

計画特性の観点からは、当該計画案に係る事業の実施により、環境影

響の程度が著しいものとなるおそれのある環境要素に係る項目を選定す

。 、 、 、る また 地域特性の観点からは 環境影響を受けやすい地域又は対象

環境の保全の観点から法令等により指定された地域又は対象及び既に環

境が悪化し又はそのおそれのある地域が存在する場合において、環境保

全施策との整合性の確認に必要な環境要素に係る項目を勘案し、影響を

受けるおそれのある環境要素に係る項目を選定するとともに、対象計画

に係る事業の実施による環境の改善効果が見込まれる項目について選定

する。

［参考付表－１ 主な評価項目の選定の考え方］

(4) 調査、予測及び評価

評価項目ごとに環境影響の程度を把握するため、評価指標を設定するこ

と等により、調査、予測及び評価を行う。

調査、予測及び評価は、 の評価の目的を満たす範囲で事業の熟度にSEA
応じた手法を用いれば足る。

ア 調査の手法

調査は、予測及び評価に必要な被影響対象の分布状況や、特に脆弱な

環境の状況等の情報を既存資料（計画策定者等が過去に行った現地調査

結果等を含む）により収集し、整理等することにより行う。

なお、既存資料のみでは評価に必要な情報が得られず、さらに詳細な
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情報が必要であると判断された場合には、専門家の意見聴取や現地調査

の実施について検討する。

イ 予測の手法

予測は、重大な環境影響の回避又は低減を図るという評価の趣旨を勘

案し、複数案の環境影響の比較評価の指標（評価指標）として各案ごと

に被影響対象の分布を整理し、環境影響の程度を把握することにより行

う。

、 、また 著しい影響が予測される場合等さらに詳細な情報が必要な場合

国や地方公共団体による環境の保全に係る基準等との整合性を確認する

ため、可能な範囲で理論式に基づく計算、事例の引用等を行う。

［参考付表－２ 予測手法及び情報源等］

ウ 評価の手法

評価は、予測結果に基づき、次に掲げる評価の視点について各案ごと

に環境影響の把握等を行い、複数案間の環境影響の比較により留意すべ

き環境影響や環境保全施策との整合性等各案の特徴を明らかにし、環境

配慮事項を整理することにより行う。

(ｱ) 留意すべき環境影響の把握

評価項目ごとに各案の影響の程度を把握するとともに、特に留意す

べき環境影響の内容を整理し、対策が必要な評価項目を把握する。

(ｲ) 環境保全施策との整合性の確認

地域特性として把握した地域の環境課題の解決や環境目標の達成

等、環境保全施策との整合性について確認する。

(ｳ) 環境配慮事項の提示

上記(ｱ)及び(ｲ)を踏まえ、事業実施段階の環境影響評価において留

意すべき点等、それぞれの案を採用した場合に必要となる環境配慮の

事項を示す。

(5) 評価結果の取りまとめ

予測及び評価を踏まえ、その評価結果を対象計画に反映させるため、環
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境面から見た各案の長所・短所、及び当該検討段階において特に留意すべ

き環境影響の内容について記述する。

なお、複数案のうち、環境面から見て他の案と比較して特に環境影響が

著しい案があれば、その根拠とともに明らかにする。

６．その他

(1) 公共事業分野における関連する取組との関係

上位計画のうち事業の位置・規模等を決定する場合にあたっては、環境

的側面、社会的側面、経済的側面等様々な側面を勘案して決定されるもの

であり、環境的側面が適切に配慮されるよう本ガイドラインを踏まえて取

り組まれることが必要である。

既に、国土交通省においては、計画案の背景、理由、及び案の内容、国

民生活や環境、社会経済への影響、メリット・デメリット等の情報を住民

に提供し、意見の把握を行う「国土交通省所管の公共事業の構想段階にお

ける住民参加手続きガイドライン （平成 年 月 日国土交通事務次」 15 6 30
官通知）等を活用して一部の事業でその取組みを実施しているところであ

るが、環境面については、本ガイドラインを踏まえ、評価結果を文書にわ

かりやすくとりまとめ、公表することが望ましい。

(2) 民間事業者等の取扱い

民間事業者等の場合にあっては、このガイドラインの対象計画が規模が

大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業の実施に枠組

みを与える計画のうち事業の位置・規模等の検討段階のものであることに

鑑み、 （企業の社会的責任）等の考え方を踏まえた環境保全上の配慮CSR
の取組を透明性を持って推進していくことが期待される。

、 、 、一方 民間事業者等においては の手続により計画策定者等の権利SEA
競争上の地位その他の正当な利益を害するおそれがある場合も想定される

こと、法律によらず本ガイドラインに基づいて民間事業者に一律の手続き

を課すことには限界があることから、 については、事業の特性に即しSEA
、 ． 、た検討を行い ４ ( )の基本的な考え方の趣旨及び事業の特性を踏まえ1
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適切な方法の選択により、検討経緯及び評価結果等を記載した文書を作成

し、公表するなど、可能な限り取り組むことが期待される。

(3) 評価結果の取扱いSEAの
において明らかにされた対象事業に係る内容の具体化の過程におけSEA

る環境保全の配慮に係る検討の経緯及びその内容など、 の評価結果にSEA
ついては、環境影響評価方法書の作成に活かすことが望ましい。
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参考付表－１ 主な評価項目の選定の考え方

特性 地域特性
計画特性

①環境影響を受けや ②環境保全の観点から法令等に ③環境が悪化し又は
すい地域又は対象 より指定された地域又は対象 そのおそれのある環境

地域要素

大気汚染物質を排 住居専用地域、住 ・総量規制の指定地域 大防法 環境基準(NO ､SPM大 大気質 ・ ・ ・（ ） ２

出させ、その影響の 居地域 住宅 学校 ・窒素酸化物対策地域及び粒子 等)の未達成地域気 、 、 、
程度が著しいものと 病院、福祉施設 等 状物質対策地域（自動車NOx･PM 等環
なるおそれあり 法） 等境

騒音・振動を発生 ・騒音規制地域（騒音規制法） の騒音・ ・ ・環境基準(騒音)
させ、その影響の程 ・振動規制地域（振動規制法） 未達成地域振動
度が著しいものとな ・要請限度の超過地等
るおそれあり 域（騒音・振動規制

法） 等

悪 臭 ・悪臭物質を発生さ ・悪臭規制地域（悪臭防止法） ・規制基準の超過地
せ、その 等 域（悪臭防止法）影響の程度

等が著しいものとなる
おそれあり

・汚濁物質を排出さ ・水道原水取水地点 ・環境基準でより高度な類型に 環境基準(BOD等)水 水 質 ・
せ、 影響の程度 ・閉鎖性の高い水域 指定されている水域及びその周 の未達成地域 等環 その
が著しいものとなる 等 辺地域境

（ ）おそれあり ・総量規制の指定地域 水濁法
・水域の改変等を伴 ・指定地域（湖沼水質保全特別
い、 影響の程度 措置法） 等その
が著しいものとなる
おそれあり

・大規模な地下構造 地下水利用が行わ ・指定地域（工業用水法） 相当範囲にわたる地下水 ・ ・
物の設置、著しい量 れている地域 等 ・指定地域（建築物用地下水採 地盤沈下が観測され
の揚水を伴う事業内 取規制法） 等 る地域 等
容を含む
・地下水汚染のおそ
れあり

土 地形・ － ・ －地形レッドデータ ・名勝又は天然記念物（文化財
ブックに記載されて 保護法）壌 地質
いる重要な地形 等 ・地方自治体の条例・指針等に環

おける保全対象の地形・地質境
等・

そ
の 土 壌 － ・自然由来･人為的 ・指定地域（土壌汚染防止法） －
他 土壌汚染地域 ・農用地汚染対策地域（農用地

・鉱山等跡地 等 土壌汚染防止法） 等

動物・植物 － ・ ・自然公園（国立公園、国定公 －自然林、湿原、藻
・生態系 園及び都道府県立自然公園）の場、干潟、サンゴ群

区域集、自然海岸等の人
為的な改変をほとん ・原生自然環境保全地域、自然
ど受けていない自然 環境保全地域

（ ）環境又は野生生物の ・生息地等保護区 種の保存法
重要な生息・生育の ・緑地保全地区（都市緑地保全
場 等 法）

・鳥獣保護区、ラムサール条約
に基づく登録簿に掲載された湿
地 等
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特性 地域特性
計画特性

①環境影響を受けや ②環境保全の観点から法令等に ③環境が悪化し又は
すい地域又は対象 より指定された地域又は対象 そのおそれのある環境

地域要素

景 観 － ・ －景観資源 等 ・市町村の景観保護条例等によ
る保護・規制区域
・自然環境情報図（自然環境保
全基礎調査）における自然景観
資源 等

触れ合い活 － ・ － －地域の主要な人と
自然との触れ合い活動の場
動の場 等

廃棄物等 ・ － － －一般･廃棄物廃棄
物、残土の排出量の
程度が著しいもの

温室効果ガ ・ － － －温室効果ガス等の
排出量の程度が著しス等
いもの

注） 評価項目（環境要素）の選定に当たっては 「計画特性」及び「地域特性」の各欄に該当する可能性のある、
環境要素を選定するものとする。
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参考付表－２ 予測手法及び情報源等

予測手 ①評価指標に基づく予測 ②理論式に基づく計算又は事例の引用等によ
法等 る予測

環境
要素 情報源 理論式等 情報源等

大 大気質 ・住居専用地域等の ・地形図、都市計画図、住宅 ・プルーム式、パ ・起終点、計画路線、道
気 通過･改変の有無、 地図 フ式による計算 路構造、車道部幅員、車
環 距離、面積 ・道路環境影響評価の技術手 ・簡易予測式 等 線数、計画交通量、設計
境 ・計画実施区域周辺 法 大気汚染物質排出原単位 速度等（道路の場合）（ ）

騒音・ （○ｍ以内）の住宅 等 ・音の伝搬理論式 ・気象条件、地形条件
振動 戸数 ・振動レベルの80 ・大気汚染常時監視結果

・計画実施区域周辺 %レンジ上端値の 等
沿道（○ｍ以内）の 予測式 等
学校･病院･福祉施設

悪 臭 等の施設数 ・事例の引用によ ・廃棄物の種類及び性状
・大気汚染物質総排 る予測 等 等
出量 等

水 水 質 ・利水の種類･量、 ・地形図 ・事例の引用、そ ・公共用水域の水質測定
環 利水施設までの距離 ・漁業権に関する資料（漁業 の他の資料を用い 結果
境 ・漁場の改変面積、 権の免許内容） た解析（ボーレン ・水文水質データベース

漁場までの距離 ・自然環境保全基礎調査、航 ワイダー等）によ ・河川環境データベース
・生態系への影響の 空写真 等 る予測 ・自治体の水質調査結果
程度（水域の改変面 ・類似施設による ・事業者が過去に実施し
積、自然植生の改変 予測 等 た現地調査報告書
面積） ・雨量･水位･流量年表
・水質汚濁物質総排 等
出量 等

地下水 ・計画実施区域周辺 ・湧水、井戸、地下水取水施 － －
（○ｍ以内）の湧水 設の一覧、分布図
地、井戸、地下水取 ・自然環境の保全に関する指
水施設の有無･数 針、環境特性図（地下水涵養
・地下構造物の有無 地域区分図） 等
･規模 等

土 地形・ ・重要な地形・地質 ・天然記念物の一覧 － －
壌 地質 の通過･改変の有無 ・自然環境情報図（自然環境、
環 直接改変の程度（通 保全基礎調査）
境 過距離 改変面積等 ・地形レッドデータブック、 ）
・ 等 ・自然環境の保全に関する指
そ 針、環境特性図（重要な地形
の ･地質の分布状況等）
他 ・観光パンフレット 等

土 壌 ・自然由来･人為的 ・土壌汚染調査結果 － －
土壌汚染地域の改変 ・地歴の状況（工場や鉱山跡
の有無 等 地等の有無） 等

動物・植物 ・動植物の重要な ［植生、自然植生、特定植物 － －
・生態系 種、注目種等の生息 群落、巨樹・巨木林］

・生育の場及び注目 ・自然環境保全基礎調査
すべき生息地の有 ・天然記念物の一覧
無、直接改変の程度 ・レッドデータブック
（通過距離、改変面 ・林班図 等
積等） 等 ［湿地、干潟、藻場］

・ラムサール条約に基づく登
録簿に掲載された湿地、日本
の重要湿地500
・自然環境保全基礎調査、航
空写真 等
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予測手 ①評価指標に基づく予測 ②理論式に基づく計算又は事例の引用等によ
法等 る予測

環境
要素 情報源 理論式等 情報源等

景 観 ・景観資源、眺望景 ・自然環境保全基礎調査、地 － －
観の改変の有無･程 形図、観光パンフレット 等
度（通過距離、改変
面積等） 等

触れ合い活 ・触れ合い活動の場 ・観光パンフレット、レクリ － －
動の場 の改変の有無･程度 エーション関係資料 等

(距離、改変面積等)
等

廃棄物等 ・廃棄物等の種類別 ・自治体の廃棄物調査報告書 － －
発生量 等 等

温室効果ガ ・温室効果ガスの年 ・温室効果ガス排出量算定方 － －
ス等 間発生総量 等 法ガイドライン 等
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